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Ⅰ 男女共同参画の推進状況 
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１ 「第４次男女共同参画さっぽろプラン」の概要 

(1) 計画策定の趣旨 

「第２次女性計画」を策定した平成６年（1994年）３月以降、少子・高齢化を始め社

会・経済状況の変化の中で男女共同参画社会の実現は緊要な課題となっており、その実

現に向けて、国は平成 11 年（1999 年）６月に男女共同参画社会基本法を制定、さらに

その実施計画である男女共同参画基本計画を平成12年（2000年）12月に策定しました。 

こうした中、札幌市は、平成 15 年（2003 年）１月施行の札幌市男女共同参画推進条

例第８条に規定する「札幌市男女共同参画計画」として「男女共同参画さっぽろプラン

（平成15～24年度）」を策定したあと、社会経済情勢など様々な変化に対応するため、

改訂を重ね、平成 30 年（2018 年）４月に新たに第４次男女共同参画さっぽろプランを

策定しました。 

(2) 計画の重点事項 

男女共同参画社会の実現に関する取組は、幅広い分野に及んでいるため、全体的な推

進と併せて、特に重要な課題については、的を絞って取り組んでいく必要があります。 

本プランでは、これまでの取組の進捗状況や現在の経済社会情勢を踏まえ、次の２点

について重点的に取り組むこととしています。 

＜重点事項１＞ ―男女が共に働きやすい社会の推進― 

札幌市は、人口に占める女性の割合が他の政令指定都市と比較して高い特徴がある一 

方、女性の有業率はやや低位にあります。また、固定的な性別役割分担意識を背景に、 

家事や育児、家族の介護等の家庭責任の多くを女性が担っていたり、男性を中心とした 

雇用慣行が維持されていることなどにより、男女の間で法律上差別はなくとも、実質的 

には機会の不平等が生じています。 

雇用等における男女共同参画を推進するための環境整備や女性の活躍に取り組む企業 

への支援により、働きたい人が働きやすい社会を実現することは、将来の札幌経済を支 

える力になるだけでなく、女性の力が企業活動等の現場に多様な価値観と創意工夫をも 

たらし、家庭や地域の価値を大切にしつつ社会全体の活力につながるという観点からも、 

重点事項として積極的に取り組む必要があります。 

主な取組 

■ さっぽろ女性活躍・働き方改革応援事業  ■テレワーク・業務管理システムの普及促進

■ コワーキングスペースの運営        
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＜重点事項２＞ ―女性に対するあらゆる暴力の根絶― 

札幌市では、平成17年（2005年）11月に「札幌市配偶者暴力相談センター」を開設し、 

相談体制を整えるなど被害者支援に取り組んできましたが、配偶者等からの暴力（ＤＶ）

に関する相談件数は、全市的に見ると増加傾向にあり、ストーカー行為や性暴力被害など

女性への暴力は後を絶ちません。 

女性に対するあらゆる暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく 

上で克服すべき重要課題であることから、引き続き、重点事項として取り組む必要があり

ます。 

主な取組 

■ ＤＶ未然防止講座の実施           ■カウンセリング事業 

■ 配偶者暴力相談センター等の相談体制の充実 

(3) 男女共同参画の数値目標 

男女共同参画の実現に向けた取組の進捗状況を把握し、効果的な推進につなげるため、 

第３次プランに引き続き、以下の２つの視点に分けて数値目標を設定します。 

＜活動指標＞ 「いつまでに、何を、どこまでするか」という数値目標を設定 

＜成果指標＞ 「取組を行った結果」を示す指標として、目指すべき数値を設定 

●基本目標Ⅰ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

（注 1）：40%達成後は40～60%の持続を目指す 

項目 現状値 目標値 

活

動

指

標

1 審議会等の委員改選に関する個別働きかけ実施率 ― 100％（R４） 

2 市職員係長昇任試験受験率（女性） 29.6％（H29） 35％以上（R４） 

3 
固定的性別役割分担意識解消に関する啓発事

業の参加者数（ＤＶ関連を除く） 
31,564人（H28） 

160,000人 

(H30～R４) 

成

果

指

標

4 札幌市の審議会等における女性委員の登用率 34.0％（H28） 40％（R４）（注 1）

5 札幌市職員の女性管理職割合 13.6％（H29） 18％（R４） 

6 
男性は仕事、女性は家事や育児という考え方に賛

成の人の割合 

42.4％ 

（H28市調査） 

30％以下 

（R３市調査） 
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●基本目標Ⅱ 男女の多様な働き方の推進 

項目 現状値 目標値 

活
動
指
標

7 ワーク・ライフ・バランス plus 企業認証取得企業数 ― 500社（R４） 

8 認可保育所等定員数 28,325人（H29） 37,739人(R5.4.1)

9 働き方に関する啓発事業参加者数 3,743人（H28） 20,000 人（H30～R４)

成
果
指
標

10
男性も育児休業・介護休業を積極的に取るべきで

あると考える人の割合 
19.5％（H28 市調査） 30％（R３市調査）

11 管理的職業従事者における女性割合 16.6％（H27 国勢調査） 25％（R２国勢調査）

12 待機児童数 7人（H29） 
0人（R２）

※以降継続

13 職場で男女平等と考える人の割合 17.5％（H28 市調査） 50％（R３市調査）

14 15～64歳までの女性労働力率（平均） 
市：64.7％（H27 国勢調査）

国：67.3％(H27 国勢調査)

全国平均以上

（R２国勢調査）

●基本目標Ⅲ 男女の人権の尊重 

●基本目標Ⅳ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

●基本目標Ⅴ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 

※市調査：男女共同参画に関する市民意識調査 

項目 現状値 目標値 
活
動
指
標

15 性と健康に関する啓発事業参加者数 20,200人（H28） 100,000 人(H30～R４)

16 性的マイノリティに関する啓発事業参加者数 ― 30,000 人(H30～R４)

成
果
指
標

17 避妊法を正確に知っている人の割合（16～19 歳） 34.6％（H27） 40％（R４） 

18
「性的マイノリティ」の言葉の認知度（内容を知って

いる、見聞きしたことがある） 
56.6％（H28 市調査） 65％（R３市調査） 

項目 現状値 目標値 
活
動
指
標

19 ＤＶ未然防止講座の参加者数 3,790人（H28） 20,000 人(H30～R４)

20 パンフレット・リーフレット等配布数 10,713部（H28） 52,500 部(H30～R４)

成
果
指
標

21 札幌市配偶者暴力相談センターの認知度 38.5％（H28 市調査） 50％（R３市調査）

22 ＤＶを経験したときに相談しなかった割合 30.1％（H28 市調査） 20％（R３市調査）

23 身体的暴力以外の行為を暴力として認識する人の割合 61.1％（H28 市調査） 65％（R３市調査）

項目 現状値 目標値 
活
動
指
標

24 男女共同参画センターの利用者数（年間） 357,687人（H28） 
対前年比増 

（毎年） 

成
果
指
標

25 男女共同参画センターの認知度（知っている） 20.4％（H28 市調査） 50％（R３市調査）
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(4) 基本目標と施策の基本的方向 

男女共同参画社会の実現に向けて、平成15年（2003年）１月に施行した札幌市男女共同

参画推進条例に規定されている次の５つの基本理念を具現化するために、４つの基本目標

に沿った施策を展開します。 

＜条例の基本理念＞ 

  男女の人権が尊重され、性別にとらわれることなく能力が発揮できること 

  男女が制度及び慣行によって、直接又は間接的に差別されないこと 

  政策等の立案及び決定への男女共同参画 

  男女の家庭生活における活動と他の活動の両立 

  生涯にわたる女性の性と生殖に関する健康と権利の尊重 

基本目標Ⅰ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

男女が対等なパートナーとして活動に参画できる機会が確保され、自らの意識改革と能力

の向上を図ることができるように、政策方針決定の場を始め、社会のあらゆる分野で男女共

同参画の視点を反映させるための環境づくりに取り組みます。 

《 基本的方向 》 

１ 政策・方針決定過程等への女性の参画拡大 

２ 男女共同参画の視点に立った意識改革 

３ 男女が共に子育てや介護ができる環境の整備 

４ 国際社会と連動した女性への支援 

５ 地域における男女共同参画の推進 

基本目標Ⅱ 男女の多様な働き方の推進 

男女が共に働きやすい社会を実現し、女性の力が社会全体の活力につながるように、仕事

と生活の両立を図るための環境整備や女性の活躍に取り組む企業への支援等に取り組みます。 

《 基本的方向 》 

１ 雇用等における男女共同参画を推進するための環境整備 

２ 女性の経済的自立の推進 

３ 女性の活躍に取り組む企業への支援 

基本目標Ⅲ 男女の人権の尊重 

男女が等しく個人としての人権が尊重されるように、性と生殖に関する健康と権利（リプ

ロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する意識の普及や多様な性のあり方への理解の促進な

どに向けた幅広い取組を行います。 

《 基本的方向 》 
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１ 生涯を通じた男女の健康支援 

２ 多様な性のあり方への理解の促進と支援 

基本目標Ⅳ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

重大な人権侵害である女性に対するあらゆる暴力をなくし、男女がお互いの尊厳を重んじ

対等な関係作りが進むように、暴力防止のための啓発や被害者への支援などの取組を行いま

す。 

《 基本的方向 》 

１ 暴力を許さない社会づくりの推進 

２  ＤＶに関する総合的な支援体制の強化 

３ ＤＶ被害者の安全確保の徹底と自立生活再建のための支援体制の整備 

４ 性暴力に関する啓発と被害者の支援 

基本目標Ⅴ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実

男女ともに性別にとらわれることなく、家庭・職場・学校・地域のいずれの場においても、

男女共同参画の視点が活かされるように、学校教育や生涯学習など、あらゆる世代に向けた

取組を行います。 

《 基本的方向 》 

１ 人権尊重を基盤にした男女平等教育の推進 

２ 男女共同参画の学習の推進 

３ 男女共同参画の活動拠点の充実 

(5) 計画の位置づけ 

このプランは、男女共同参画社会基本法第14条第３項及び札幌市男女共同参画推進条例

第８条に基づく基本的な計画として策定します。

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に定める

市町村推進計画、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴

力防止法）」に定める市町村基本計画（第３次札幌市配偶者等からの暴力の防止及び被害

者の支援に関する基本計画）を包含します。 

さらに、札幌市のまちづくりの指針である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の個別計

画に位置付けられるとともに、「さっぽろ子ども未来プラン」、「札幌市ひとり親家庭等自

立促進計画」を始め、関わりのある各分野の個別計画との整合性を図っています。 

(6) 計画の期間 

平成30年度（2018年度）から令和４年度（2022年度）までの５年間とします。 
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２ 「第４次男女共同参画さっぽろプラン」の体系 



7 
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３ 男女共同参画の推進に関する指標項目 

男女共同参画社会の実現には市民の意識改革や社会全体の変革を伴うことから、長期的

な取組が必要とされています。同時に、プランに掲げている基本目標や基本的施策の達成

度やそれに対する評価についても、長期的な視点で総合的に判断していく必要があります。 

札幌市男女共同参画審議会及び札幌市では、市民の皆さんに分かりやすく男女共同参画

社会の進捗状況を確認していただくための具体的な指標として、「男女共同参画の推進に関

する指標項目」を設定し、プランに掲げる基本目標及び施策の基本的方向ごとに分類して

います。札幌市では、これらの指標項目を念頭に置きながら、男女共同参画社会の実現に

向けて、本プランに基づく様々な取組を推進していきます。 

＜基本目標Ⅰ＞ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

(1) 札幌市の審議会等における女性委員の登用率 

(2) 札幌市議会議員に占める女性の人数と割合 

(3) 札幌市職員の女性管理職割合(課長職以上）  

(4) 札幌市職員の女性役職者（係長職以上）、女性職員の割合 

(5) 札幌市立小・中学校長・教頭に占める女性の人数と割合 

(6) 札幌市係長職候補者試験受験者に占める女性の割合 

(7) 札幌市職員のうち女性の占める割合 

(8) 管理的職業従事者における女性の割合 

(9) 役職別管理職に占める女性割合の推移 

(10) 合計特殊出生率 

(11) ６歳未満の子どもを持つ妻・夫の家事・育児関連時間 

(12) 家族介護における介護者の男女別比率 

(13) 市内の外国人登録者数 

(14) ジェンダー・ギャップ指数 

＜基本目標Ⅱ＞ 男女の多様な働き方の推進 

(15) 女性の労働力率 

(16) 認可保育所等定員数及び待機児童数 

(17) 男女の賃金格差 

(18) 札幌市職員の育児休業取得率 

(19) 民間企業における育児休業取得率 

(20) 民間企業における介護休業制度の規定状況 

(21) セクシュアル・ハラスメント防止対策の取組の有無別企業割合  
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(22) セクシュアル・ハラスメント防止対策の取組内容別企業割合 

(23) セクシュアル・ハラスメントの相談件数 

(24) 育児期（25～44歳）の女性労働力率 

(25）一般労働者の平均勤続年数 

 (26) 正規社員の勤続年数 

 (27) 就業者数の推移 

(28) 第１子出産前後の女性の継続就業率 

(29) 男女別雇用形態比率 

(30) 産業別雇用者の女性比率 

(31) 男女別自営業主数の推移 

(32) 週労働時間60時間以上の雇用者の割合 

(33) 年次有給休暇取得率 

＜基本目標Ⅲ＞ 男女の人権の尊重 

(34) 10代の人工妊娠中絶率（女性人口千対）の推移 

 (35) 年齢階層別人工妊娠中絶届出数 

(36) 性的指向に関し起きていると思う人権問題 

(37) 性同一性障害者に関し起きていると思う人権問題 

(38) ＬＧＢＴほっとライン相談件数 

＜基本目標Ⅳ＞女性に対するあらゆる暴力の根絶 

(39) 配偶者からの被害経験の有無 

(40) 交際相手からの被害経験の有無 

(41) 配偶者等からの暴力に関する相談件数 

(42) 配偶者等からの暴力による一時保護件数 

(43) 札幌地方裁判所における保護命令発令件数 

(44) 札幌市配偶者暴力相談支援センターにおける証明発行件数 

＜基本目標Ⅴ＞男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 

(45) 短大・大学・大学院への男女別進学率 

(46) 大学（学部）学生の専攻分野別構成 
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４ 男女共同参画の推進状況の評価 

男女共同参画の推進状況について、男女共同参画の数値目標の達成状況などを基に、プ

ランに掲げる基本目標ごとに以下のとおり評価します。 

基本目標Ⅰ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

 １ 政策・方針決定過程等への女性の参画拡大 

【主な取組】 

札幌市の審議会等委員の女性登用率向上に向け、改選期を迎える審議会等の所管課

への依頼通知や、女性登用率が40％に満たない審議会等に対し、事前協議での女性登

用の個別要請を強化したほか、必要に応じ女性の人材情報について情報提供を行った。 

札幌市職員の女性登用促進に向け、男女が共に働きやすい環境を整備するとともに、

昇任意欲を喚起する取組として、出産や育児を理由とした係長試験第１次試験免除期

間の延長や試験会場における託児サービスの導入に加え、試験範囲の見直し、係長試

験第１次試験の土曜日実施などに取り組んだ。 

【評価】 

審議会の委員改選に関する個別働きかけは、目標とする100％を達成したが、登用率

は前年度（31.0％）から2.7ポイント上昇したものの目標値を達成できなかった。札幌

市職員の女性管理職割合については、前年度（16.5％／R4.4.1時点）より0.2ポイント

上昇した。 

【今後の方向性】 

審議会等委員の女性登用率向上に向け、審議会等委員の選任時における事前協議や、

女性登用促進要請文の全庁送付、委員改選を予定する関係部局へのヒアリングの実施

等を通してより一層の女性委員の登用促進に努めていく。 

札幌市職員の女性割合は、職員全体・管理職ともに順調に増加しており、長期的な

視点に立った人材育成を行うとともに、管理監督者の男女共同参画に関する意識の醸

成に引き続き取り組んでいく。また、令和２年８月に策定した札幌市子育て・女性職

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活

動

指

標

1
審議会等の委員改選に関する個別

働きかけ実施率 
―

100％ 

（R4年度） 

100％ 

（R4年度） 

2 市職員係長昇任試験受験率（女性）
29.6％ 

（H29年度） 

24.1％ 

（R4年度） 

35％以上 

（R4年度） 

成

果

指

標

4
札幌市の審議会等における女性委

員の登用率 

34.0％ 

（H28年度） 

33.7％ 

（R4年度） 

40％ 

（R4年度） 

5 札幌市職員の女性管理職割合 
13.6％ 

（H29.4.1） 

16.7％ 

（R5.4.1） 

18％ 

（R5.4.1） 
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員応援プランに基づき、引き続き、男女が共に働きやすい環境の整備を進めていく。 

  ２ 男女共同参画の視点に立った意識改革 

 【主な取組】 

男女共同参画センターにおいて、ジェンダー課題に関する学習機会を若年層や市

民・企業等、幅広い対象に応じて提供したほか、ホームページによる情報発信や男女

共同参画情報誌「りぷる」を発行し、男女共同参画意識の浸透を図った。また、各区

においてもパネル展やデジタルサイネージを活用した普及啓発事業を実施した。 

【評価】 

    計画期間中は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けたものの、固定的性別役

割分担意識解消に関する啓発事業について、オンライン開催も活用しながら、令和４

年度までの目標値160,000人（累計）の参加者数をほぼ達成し、男女共同参画意識の

醸成を図ることができた。また、男性は仕事、女性は家事や育児という考え方に賛成

の人の割合は、目標値に1.0ポイント及ばなかったものの前回調査から大幅な改善と

なった。 

【今後の方向性】 

男女共同参画センターにおいては、引き続き若年層や市民・企業等幅広い対象に向

けたジェンダー課題に関する学びの機会の提供に加えて、この課題に関心を持つ市民を

繋いだコミュニティづくりや人材育成、情報発信等を検討していく。 

また、各区においても、男女共同参画週間等の機会を捉え、男女共同参画への意識

が高まるよう啓発事業を実施していく。 

３ 男女が共に子育てや介護ができる環境の整備 

【主な取組】 

  男女が共に育児等に携わることの意識啓発のため、マタニティ教室を実施した。ま

た、子育て支援総合センター事業や地域子育て支援拠点事業により、地域で安心して

子育てができるよう講座の開催や相談・交流の場としての子育てサロンの運営など支

援を行った。 

  さらに、男女が共に介護に携わる環境づくりのため、介護保険制度や介護サービス

について定期的にパンフレットの改訂を行い、市民向け配布を実施した。 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活
動
指
標

3

固定的性別役割分担意識解消に

関する啓発事業の参加者数（DV関

連を除く） 

31,564人 

（H28年度） 

158,987人 

（H30～R4年度

累計） 

160,000人 

（H30～R4 年度累計）

成
果
指
標

6
男性は仕事、女性は家事や育児と

いう考え方に賛成の人の割合 

42.4％ 

（H28市調査）

31.0％ 

（R3市調査）

30％以下 

（R3市調査）
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【評価】 

  令和３年度の全国調査において、６歳未満の子どもを持つ夫の家事関連時間は１日

当たり114分と過去最長になり、年々増加しているものの、妻は484分という結果とな

り、男女格差が依然として大きい。また、令和４年度に本市が実施した「要介護（支

援）認定者意向調査」では、主な家族介護者の66％程度が女性という結果が出ており、

子育てや介護は女性の役割といった意識を背景として、女性側の負担は大きい。 

【今後の方向性】 

家事･育児や介護などの家庭における責任は、男女が共に担い、支え合うものである

との認識を深め、男性の家庭参画を促す意識啓発を継続するとともに、多様化するラ

イフスタイルやニーズに対応するため、引き続き保育・介護のための体制整備に取り

組むほか、ひとり親家庭等への支援も継続して行っていく。 

  ４ 国際社会と連動した女性への支援 

【主な取組】 

    姉妹都市とオンラインで学校間交流により親睦を深めたほか、札幌に住む外国市民

向けの生活情報の発信や相談支援等を行った。 

    男女共同参画センターにおいては海外分野における専門性の高い団体等と連携し、

海外先進事例の情報交換や国際交流活動の支援を実施した。 

  【評価】 

    国際交流の機会の拡充や、海外分野における専門性の高い団体等との連携により、

国際的な視野に立った男女共同参画意識の醸成に繋がった。 

  【今後の方向性】 

海外諸都市や様々な主体との連携を通して、海外諸国との相互理解の促進や交流の

更なる活性化を図り、男女共同参画の理念が浸透した多文化共生社会の推進に向け取

組を推進していく。 

  ５ 地域における男女共同参画の推進 

【主な取組】 

男女共同参画の視点を盛り込むなど、令和元年９月に改訂をした避難所運営マニュ

アルに基づき、職員や市民を対象に避難所運営研修等を実施した。 

  【評価】 

    男女共同参画の視点が盛り込まれた避難所運営マニュアルに基づき、研修等を行う

ことで、災害時において、男女のニーズの違いなど、双方の視点に十分に配慮した避

難所運営が行われることが期待され、固定的な性別役割分担意識の解消や男女共同参

画意識の醸成に繋がった。 
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  【今後の方向性】 

男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営について、関係部署や地域住民と連携

しながら実践的な活動への発展を促していく。 

基本目標Ⅱ 男女の多様な働き方の推進 

 １ 雇用等における男女共同参画を推進するための環境整備 

【主な取組】 

    企業における育児休業等の取得を促進するために、一定の条件を満たした企業に対

し、育児休業取得者が生じた際の助成金を支給するなど、仕事と家庭の両立を図るた

めの取組を行ったほか、女性が出産や子育てなどにより就業中断を余儀なくされるこ

とがないよう、私立保育所の整備や放課後児童クラブにおける長期休業期間中の昼食

提供の試行実施等を行った。 

【評価】 

    待機児童数は目標値としている０人を継続して達成している。一方、市意識調査で

は、男性も育児休業・介護休業を積極的に取るべきであると考える人の割合や職場で

の男女の平等感などの数値は、改善しているものの目標達成とならなかった。 

【今後の方向性】 

    企業において、育児休業等を取得しやすい環境整備が進むよう、育児休業等取得助

成金の活用による支援を図っていくほか、市民のニーズに応えることが出来るよう引

き続き保育サービスの充実と保育人材確保の支援を行っていく。 

また、男女が働きやすい環境づくりについて考えることを目的とする啓発事業を実

施するほか、共働き世帯など多様な就労形態に応じた支援を進めていく。 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活
動
指
標

8 認可保育所等定員数 
28,325人 

（H29.4.1） 

35,860人 

（R5.4.1） 

37,739人 

(R5.4.1) 

成

果

指

標

10

男性も育児休業・介護休業を積極的

にとるべきであると考える人の割

合 

19.5％ 

（H28市調査）

26.9％ 

（R3市調査）

30％ 

（R3市調査）

11
管理的職業従事者における女性割

合 

16.6％ 

（H27 国勢調査）

15.3％ 

（R2国勢調査）

25％ 

（R2国勢調査）

12 待機児童数 
7人 

（H29.4.1） 

0人 

（R5.4.1） 

0人 

（R2年度） 

※以降継続 

13 職場で男女平等と考える人の割合 
17.5％ 

（H28市調査）

19.7％ 

（R3市調査）

50％ 

（R3市調査）
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  ２ 女性の経済的自立の推進 

【主な取組】 

    就労と保育の相談を一体的に受け付ける女性向け就労支援窓口「ここシェルジュＳ

ＡＰＰＯＲＯ」や女性の起業支援・コミュニティの形成を目的としたコワーキングス

ペースの運営を行った。また、市内中小企業等を対象にしたテレワークに関する補助

を引き続き実施し、テレワークの普及促進を図った。 

  【評価】 

    働き方に関する啓発事業について、令和４年度までの目標値20,000人（累計）を超

え目標を達成した。女性の労働力率については、大幅な増加となったものの全国平均

を下回る結果となり、目標を達成することができなかった。 

【今後の方向性】 

  今後も、女性が自ら望む生き方を実現するために、多様な働き方への支援や、起業

に対する支援を継続して実施していく。 

 ３ 女性の活躍に取り組む企業への支援 

【主な取組】 

   ワーク・ライフ・バランスや女性の活躍の推進に積極的に取り組む企業を認証する

「札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」の運用、企業訪問による周知、

推進アドバイザー派遣による企業の取組支援を行った。また、女性社員が働きやすい

職場づくりやハラスメント防止等をテーマとしたオンラインセミナーを実施した。 

 【評価】 

   札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証取得企業数は、令和４年度までの目

標値500社を大きく上回る884社となり、女性活躍に取り組む市内企業の機運を醸成す

ることが出来た。 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活
動
指
標

9 働き方に関する啓発事業参加者数 
3,743人 

（H28年度） 

23,735人 

（H30～R4年度

累計） 

20,000人 

(H30～R4年度

累計) 

成
果
指
標

14
15～64歳までの女性労働力率（平

均） 

市：64.7％ 

国：67.3％ 

（H27 国勢調査）

市：71.5％ 

国：73.2％ 

（R2国勢調査）

全国平均以上

（R2国勢調査）

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活
動
指
標

7
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus

企業認証取得企業数 
―

884社 

（R5.3.31） 

500社 

（R4年度） 
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【今後の方向性】 

   今後も、女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスについて取り組む企業の裾野

が拡がるよう、効果的な広報啓発を実施していく。 

基本目標Ⅲ 男女の人権の尊重 

  １ 生涯を通じた男女の健康支援 

【主な取組】 

    若者の性に関する知識の普及啓発事業として正しい避妊方法や性感染症予防のため

の相談・指導を行ったほか、保健師や母子保健訪問指導員の訪問により妊娠・出産・

育児などに関する相談や保健指導を実施した。 

  【評価】 

    性と健康に関する啓発事業参加者数について、令和元年度までは順調に推移してい

たが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和４年度までの目標値100,000人（累

計）の約６割の達成にとどまっている。 

【今後の方向性】 

    今後も生涯を通じた女性の健康の保持・増進のため各ライフステージに応じた正し

い情報提供や支援を行うほか、妊娠・出産・避妊を選択する女性の権利を男女双方が

理解するような意識の啓発に取り組んでいく。 

  ２ 多様な性のあり方への理解の促進と支援 

【主な取組】 

    性的マイノリティの理解促進に関する取組として、「札幌市パートナーシップ宣誓制

度」、「札幌市ＬＧＢＴフレンドリー指標制度」の運用や、「性的マイノリティ電話相談

事業」等を実施した。 

  【評価】 

    性的マイノリティに関する啓発事業の参加者数について、令和４年度までの目標値

30,000人（累計）を超え目標を達成し、多様な性のあり方への理解促進に取り組むこ

とができた。また、こうした取組等により成果指標も目標を達成した。パートナーシ

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活
動
指
標

15 
性と健康に関する啓発事業参加者

数 

20,200人 

（H28年度） 

64,448人 

（H30～R4年度

累計） 

100,000人 

(H30～R4年度

累計) 

成
果
指
標

17 
避妊法を正確に知っている人の割

合（16～19歳） 

34.6％ 

（H24年度） 

35.0％ 

（H30年度） 

40.0％ 

（R4年度） 
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ップ宣誓制度については、令和４年度から、同様の制度を導入した道内自治体との自

治体間連携を開始し、安心して利用できる制度となるよう充実を図った。 

【今後の方向性】 

    今後も性的マイノリティに関する市民や企業への理解を促すほか、性的マイノリテ

ィ当事者が抱える様々な困難の解消につながる支援を目指す。 

基本目標Ⅳ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

  １ 暴力を許さない社会づくりの推進 

【主な取組】 

    「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせ、配偶者暴力根絶のため市民へ普

及啓発を行ったほか、市内の中学校、高校、大学において関係機関との連携によりデ

ートＤＶ防止講座を実施した。 

  【評価】 

    ＤＶ未然防止講座については、令和４年度までの目標値20,000人（累計）を超え目

標を達成し、パンフレット・リーフレット等の配布数についても、令和４年度までの

目標値52,500部（累計）を超え目標を達成した。 

【今後の方向性】 

    今後も被害の未然防止及び早期相談促進のため、女性に対するあらゆる暴力の根絶

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活
動
指
標

16
性的マイノリティに関する啓発事

業参加者数 
―

45,390人 

（H30～R4年度

累計） 

30,000人 

（H30～R4年度

累計） 

成
果
指
標

18

「性的マイノリティ」の言葉の認

知度（内容を知っている、見聞き

したことがある） 

56.6％ 

（H28市調査）

75.1％ 

（R3市調査）

65％ 

（R3市調査）

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活

動

指

標

19 ＤＶ未然防止講座の参加者数 
3,790人 

（H28年度） 

30,823人 

（H30～R4年度

累計） 

20,000人 

（H30～R4年度

累計） 

20
パンフレット・リーフレット等配

布数 

10,713部 

（H28年度） 

59,705部 

（H30～R4年度

累計） 

52,500部 

（H30～R4年度

累計） 

成
果
指
標

23
身体的暴力以外の行為を暴力とし

て認識する人の割合 

61.1％ 

（H28市調査）

67.6％ 

（R3市調査）

65％ 

（R3市調査）
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に向けて、継続的な普及啓発活動を実施していく。 

２ ＤＶに関する総合的な支援体制の強化 

【主な取組】 

    配偶者暴力被害の深刻化の防止のため、医療機関や教育機関、市職員といった関係

機関に向けた啓発を進めるほか、配偶者暴力相談支援センターにおける相談状況の検

証を行い、相談内容に合わせた適切な情報提供や助言等を行った。また、地域包括支

援センターとの連携により、高齢世帯においてＤＶが発生した場合の情報交換等を行

った。 

【評価】 

    関係職員向け研修を再開し、専門的知識や相談技法等を学ぶとともに、相談関係職

員自身の心身の健康維持等について共有を図るとともに関係機関との連携を深めるこ

とが出来た。市意識調査の結果から、ＤＶを経験したときに相談しなかった割合が５

年前から悪化するなど目標達成とならず、ＤＶ被害者が相談できていない、または相

談に至っていない実態が判明した。 

【今後の方向性】 

    今後も、ＤＶに関する特性の理解や被害者の安全確保及び二次的被害の防止を図る

ため、早期発見及び早期対応するための関係者向けの啓発を実施する。 

  ３ ＤＶ被害者の安全確保の徹底と自立生活再建のための支援体制の整備 

【主な取組】 

    加害者からの被害者に対する更なる暴力を防ぐため、公的施設を補完する民間シェ

ルターに対し助成を行うほか、相談機関に対し、被害者を安全かつ迅速に一時保護施

設に保護するための適切な情報提供を行った。また、住民基本台帳の閲覧等の制限対

象となっている被害者に関する情報管理の徹底を図った。 

  【評価】 

    ＤＶ被害者に係る情報保護を徹底したほか、住居や就業の生活支援など、被害者が

安心して暮らせる状況を確保するまでの様々な支援のほか、一時保護や自立のための

支援施設の提供を行った。 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

成

果

指

標

21
札幌市配偶者暴力相談センター

の認知度 

38.5％ 

（H28市調査）

41.8％ 

（R3市調査）

50％ 

（R3市調査）

22
ＤＶを経験したときに相談しな

かった割合 

30.1％ 

（H28市調査）

37.0％ 

（R3市調査）

20％ 

（R3市調査）
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  【今後の方向性】 

    今後も関係部署と適切な連携を行い、ＤＶ被害者に係る情報管理の更なる徹底や生

活支援を継続し、被害者の安全確保や自立生活再建のための支援を行っていく。 

４ 性暴力に関する啓発と被害者の支援 

【主な取組】 

    北海道と共同設置している「性暴力被害者支援センター北海道SACRACH（さくらこ）」

において、相談時間の延長を行い、性暴力の被害者が相談しやすい環境を整え、専門

相談員による相談を実施した。また、相談窓口の周知のため、パンフレットや各種広

報媒体などを活用し、普及啓発活動を実施した。 

  【評価】 

    リーフレットやカードを配布したほか、生活情報誌への広告掲載、地下鉄駅等のデ

ジタルサイネージを活用した広告掲載など、多様な手法を用いて啓発活動を実施した。

メールやＳＮＳ相談の周知が進んだことにより、相談の増加につながっている。 

  【今後の方向性】 

    関係機関と協力し、より被害者の立場に立った支援体制を検討し、相談事業を実施

するほか、今後も引き続き多様な手法を用いて啓発活動を実施する。 

 基本目標Ⅴ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 

  １ 人権尊重を基盤にした男女平等教育の推進 

【主な取組】 

    各種教職員研修会等において男女平等教育の啓発を図ったほか、人権教育推進事業

において、男女平等や性の多様性への理解を深める実践研究を行った。また、小学校

６年生及び中学校３年生を対象として、固定的な性別役割分担意識の解消を目的とし

たパンフレットを製作し、市立小学校及び中学校に提供した。 

  【評価】 

    各学校においては、男女について、人間として平等の立場で、お互いに理解し人格

を尊重し合いながら協力していくことなど、人間尊重、男女平等の精神についての理

解を深め、子どもが豊かな人間関係を築くことができるように、小学校低学年から発

達段階に応じて指導している。 

  【今後の方向性】 

    学校教育の重点の基盤に「人間尊重の教育」を位置付け、教職員の男女平等意識を

高め、児童生徒に対する人権尊重の意識向上のための教育をより一層推進していく。 
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  ２ 男女共同参画の学習の推進 

【主な取組】 

    男女共同参画センターや各区において、各種女性団体・グループ等の自主的な活動

に対する支援を行ったほか、男女共同参画センターにおいては、男女共同参画の意識

醸成のため、民間企業や市民グループ等への出張講座等を実施した。 

  【評価】 

    男女共同参画センターにおいては、各種女性団体・グループ等の自主的な活動支援

として情報発信に関する学習機会を提供するなど、時勢を捉えた支援を行うことがで

きた。また、各種講座の実施により、男女共同参画に関する問題を多様な観点から見

つめ直し、理解と関心を深めてもらうことができた。 

  【今後の方向性】 

    各種講座の実施のほか、市民の自主的な取組や活動団体に対する支援を今後も実施

することで、男女共同参画に資するネットワーク作りの支援や市民意識の醸成を図る。 

 ３ 男女共同参画の活動拠点の充実 

  【主な取組】 

    男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関する各種講座を行ったほか、女

性のための各種相談事業を実施した。また、若年層を対象としたガールズ相談では、

対面式で対象者が話すことができる居場所を提供した。 

【評価】 

    男女共同参画センターの利用者数については、新型コロナウイルス感染拡大前の水

準には戻っていないものの、施設休館や貸室等利用制限等が徐々になくなったことに

より利用者数が増加し、目標を達成することができた。また、市意識調査の結果から

は男女共同参画センターの認知度について、目標を下回り達成できなかった。 

【今後の方向性】 

男女共同参画の推進に関する活動拠点として、利用する市民のニーズや社会情勢の

変化を捉えながら、その時代に応じた効果的な啓発や支援を行っていく。 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

活
動
指
標

24
男女共同参画センターの利用者数

（年間） 

357,687人 

（H28年度） 

137,360人 
（R2年度） 
149,690人 
（R3年度） 
204,239人 
（R4年度） 

対前年比増 

（毎年) 

成
果
指
標

25
男女共同参画センターの認知度（知

っている） 

20.4％ 

（H28市調査）

20.3％ 

（R3市調査）

50％ 

（R3市調査）
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５ 男女共同参画社会形成の進捗状況 

【基本的指標の現状】 

◆ 人口と世帯数の推移（札幌市） 

備考：総務省「国勢調査」ベース。人口は各年10月1日現在。 

表1 人口と世帯数の推移（札幌市） 

年次 
人口（人） 性比 

（女＝100） 
世帯数 

1世帯当 

たり人員 総数 男 女 

T  9 102,580 53,018 49,562 107.0 20,041 5.12 

14 145,065 73,980 71,085 104.1 28,726 5.05 

S  5 168,576 85,509 83,067 102.9 32,752 5.15 

10 196,541 98,150 98,391 99.8 38,019 5.17 

15 206,103 102,112 103,991 98.2 40,602 5.08 

22 259,602 128,264 131,338 97.7 56,146 4.62 

25 313,850 156,290 157,560 99.2 67,492 4.65 

30 426,620 214,941 211,679 101.5 90,764 4.70 

35 523,839 264,367 259,472 101.9 135,783 3.86 

40 794,908 400,145 394,763 101.4 224,681 3.54 

45 1,010,123 503,157 506,966 99.2 312,234 3.24 

50 1,240,613 614,533 626,080 98.2 419,475 2.96 

55 1,401,757 691,057 710,700 97.2 508,823 2.75 

60 1,542,979 753,216 789,763 95.4 566,287 2.72 

H  2 1,671,742 809,185 862,557 93.8 646,647 2.59 

7 1,757,025 843,170 913,855 92.3 718,473 2.45 

12 1,822,368 868,883 953,485 91.1 781,948 2.33 

17 1,880,863 889,054 991,809 89.6 837,367 2.25 

22 1,913,545 896,850 1,016,695 88.2 885,848 2.16 

27 1,952,356 910,614 1,041,742 87.4 921,837 2.12

R 2 1,973,395 918,682 1,054,713 87.1 969,161 2.04

備考：総務省「国勢調査」ベース。人口は各年10月１日現在。 

（「国勢調査」の数値を基礎に、毎月の住民基本台帳による人口の増減を加えて算出）。 



21 

◆ 年齢３区分別人口割合の推移（札幌市） 

備考：総務省「国勢調査」ベース。人口は各年10月１日現在。

◆ 婚姻数・率、離婚数・率の推移（全国） 

備考：厚生労働省「人口動態調査」より作成。     備考：厚生労働省「人口動態調査」より作成。
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備考：厚生労働省「人口動態調査」より作成。      

                                                備考：厚生労働省「人口動態調査」より作成。
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【男女共同参画の推進に関する指標の現状】 

＜基本目標Ⅰ＞ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

(1) 札幌市の審議会等における女性委員の登用率 

備考：札幌市…男女共同参画室調べ（平成24年まで各年４月１日、平成25年以降は３月31日現在）、 

道…北海道資料、国…内閣府資料より作成。 

備考：男女共同参画室資料より作成。各政令指定都市等の最新公表数値。 
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(2) 札幌市議会議員に占める女性の人数と割合 

備考：議会事務局資料より作成。 

(3) 札幌市職員の女性管理職割合（課長職以上）

   備考：総務局職員部資料より作成。（各年４月１日現在）、特別職、現業職、教職員、派遣受入職員を除く。 
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(4) 札幌市職員の女性役職者（係長職以上）、女性職員の割合 

備考：総務局職員部資料より作成。（各年４月時点）、特別職、現業職、教職員、派遣受入職員を除く。 

(5) 札幌市立小・中学校長・教頭に占める女性の人数と割合

備考：令和５年４月現在。教育委員会教職員担当部資料より作成。 

(6) 札幌市係長職候補者試験受験者に占める女性の割合 

備考：人事委員会事務局資料より作成。 
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(7) 札幌市職員のうち女性の占める割合（年代別） 

備考：令和５年４月１日現在。総務局職員部資料より作成。 

再任用短時間職員及び会計年度任用職員を除く。    

備考：令和５年４月１日現在。総務局職員部資料より作成。 

再任用短時間職員及び会計年度任用職員を除く。   

(8) 管理的職業従事者における女性の割合（札幌市） 

備考：総務省「国勢調査」より作成。「管理的職業従事者」は「日本標準職業分類」による分類で、「専

ら経営体の全般又は課以上の内部組織の経営管理に従事するもの（公務員含む）」を指す。 
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(9) 役職別管理職に占める女性割合の推移（全国） 

備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査（令和４年）」より作成。 

(10) 合計特殊出生率 

備考：厚生労働省「人口動態調査」より作成。
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備考：厚生労働省「人口動態調査」より作成。年齢階級別の数値は各歳別出生率を合計したものであ

り、15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。 

備考：「大都市比較統計年表（令和３年）」より作成。 



29 

(11) ６歳未満の子どもを持つ妻・夫の家事・育児関連時間  

備考：総務省「社会生活基本調査」より作成。札幌大都市圏は平成23年度以降のみ。 

(12) 家族介護における介護者の男女別比率（札幌市） 

備考：保健福祉局「要介護（支援）認定者意向調査」より作成。 

(13) 市内の外国人登録者数  

備考：札幌市統計書より作成。（各年１月１日現在。） 
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(14) ジェンダー・ギャップ指数 

備考：世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」より作成。（上位及び主な国を掲載）
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＜基本目標Ⅱ＞ 男女の多様な働き方の推進 

(15) 女性の労働力率（全国・札幌市） 

          備考：総務省「国勢調査（令和２年）」より作成。 

(16) 認可保育所等定員数及び待機児童数

備考：子ども未来局資料より作成（各年４月１日現在）。
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(17) 男女の賃金格差 

備考：札幌市…毎月勤労統計調査（令和４年）をもとにまちづくり政策局作成、 

北海道・全国…毎月勤労統計調査（令和４年）より作成。   

(18) 札幌市職員の育児休業取得率  

表３ 札幌市職員の育児休業取得率 

女性職員 男性職員 

対象者数 取得者数 取得率（％） 対象者数 取得者数 取得率（％）

H14 198 198 100.0 403 1 0.2 

15 205 204 99.5 309 2 0.6 

16 168 164 97.6 498 0 0.0 

17 174 171 98.3 365 1 0.3 

18 185 174 94.1 286 6 2.1 

19 199 187 94.0 377 6 1.6 

20 201 185 92.0 424 1 0.2 

21 216 211 97.7 437 3 0.7 

22 265 262 98.9 443 7 1.6 

23 254 249 98.0 425 9 2.1 

24 258 257 99.6 452 6 1.3 

25 295 295 100.0 457 8 1.8 

26 295 293 99.3 489 8 1.6 

27 326 326 100.0 519 15 2.9 

28 308 306 99.4 495 23 4.6 

29 337 329 97.6 562 23 4.1 

30 352 343 97.4 558 28 5.0 

R1 395 391 99.0 571 32 5.6 

2 368 368 100.0 573 79 13.8 

3 388 384 99.0 584 159 27.2 

4 374 369 98.7 578 199 34.4 

備考：総務局職員部資料より作成。 
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(19) 民間企業における育児休業取得率（全国・北海道） 

表４ 民間企業における育児休業取得率         （単位：％）

全国 北海道 

女 男 女 男 

H16 70.6 0.56 76.6 1.0 

17 72.3 0.50 85.4 1.0 

19 89.7 1.56 70.8 0.5 

20 90.6 1.23 73.2 2.9 

21 85.6 1.72 81.3 1.5 

22 83.7 1.38 80.9 0.9 

23 87.8 2.63 88.2 3.3 

24 83.6 1.89 84.3 3.9 

25 83.0 2.03 89.4 2.0 

26 86.6 2.30 87.9 3.0 

27 81.5 2.65 81.2 4.0 

28 81.8 3.16 82.5 2.5 

29 83.2 5.14 81.5 2.2 

30 82.2 6.16 91.3 3.5 

R1 83.0 7.48 92.1 4.5 

2 81.6 12.65 91.6 5.9 

3 85.1 13.97 88.2 10.2 

4 80.2 17.13 83.0 19.2 

備考：北海道…「就業環境実態調査」、全国…厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。 

(20) 民間企業における介護休業制度の規定状況（北海道・全国） 

備考：北海道…「就業環境実態調査」、全国…厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。 

令和２年度は「介護休暇」の規定状況での比較。 
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 (21) セクシュアル・ハラスメント防止対策の取組の有無別企業割合  

備考：厚生労働省「雇用均等基本調査（令和４年）」より作成。 

(22) セクシュアル・ハラスメント防止対策の取組内容別企業割合 

備考：厚生労働省「雇用均等基本調査（令和４年）」より作成。 
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(23) セクシュアル・ハラスメントの相談件数 

表５ セクシュアル・ハラスメントの相談件数 

年度 H23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 

札幌市 24 45 37 35 21 16 14 27 41 26 31 39

北海道 60 72 73 88 83 41 41 78 74 51 55 58

全国 1,256 1,189 1,014 1,209 1,077 1,022 928 1,413 1,550 1,103 1,036 991

                      備考：法務省「人権侵犯事件統計」より作成。「札幌市」は「札幌法務局管内」、 

  「北海道」は「札幌法務局、函館・旭川・釧路各地方法務局管内の合計」の件数。 

(24) 育児期（25～44歳）の女性労働力率 

備考：総務省「国勢調査」より作成。 

(25) 一般労働者の平均勤続年数（全国） 

備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。    

令和２年より、有効回答率を考慮した推計方法に変更。 
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(26) 正規社員の勤続年数（全国） 

備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査（令和３年）」より作成。 

 (27) 就業者数の推移（札幌市）

備考：総務省「国勢調査」より作成。 

 (28) 第１子出産前後の女性の継続就業率（全国） 

備考：国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（夫婦調査）」により作成。  
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 (29) 男女別雇用形態比率（札幌市・全国） 

備考：総務省「就業構造基本調査」より作成。 
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 (30) 産業別雇用者の女性比率（全国） 

備考：総務省「労働力調査（令和４年）」より作成。 
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(31) 男女別自営業主数の推移（全国） 

備考：総務省「労働力調査」より作成。  

(32) 週労働時間60時間以上の雇用者の割合（全国）

備考：総務省「労働力調査」より作成。 

(33) 年次有給休暇取得率（全国・北海道） 

備考：北海道…「就業環境実態調査」、全国…厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。 
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＜基本目標Ⅲ＞ 男女の人権の尊重 

(34) 10代の人工妊娠中絶率（女性人口千対）の推移 

備考：札幌市…札幌市衛生年報、全国…厚生労働省「衛生行政報告例」より作成。 

(35) 年齢階層別人工妊娠中絶届出数

備考：札幌市…札幌市衛生年報より作成。 
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(36) 性的指向に関し起きていると思う人権問題（全国） 

備考：内閣府「人権擁護に関する世論調査（平成29年）」より作成。

(37) 性同一性障害者に関し起きていると思う人権問題（全国） 

備考：内閣府「人権擁護に関する世論調査（平成29年）」より作成。

(38) ＬＧＢＴほっとライン相談件数  

備考：男女共同参画室調べ。 
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＜基本目標Ⅳ＞ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

(39) 配偶者からの被害経験の有無（全国） 

備考：内閣府「男女間における暴力に関する調査」より作成。※配偶者には、婚姻届を出していない 

事実婚や別居中の夫婦、元配偶者（離別・死別した相手、事実婚を解消した相手）も含む。 

(40) 交際相手からの被害経験の有無（全国） 

備考：内閣府「男女間における暴力に関する調査」より作成。
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(41) 配偶者等からの暴力に関する相談件数 

備考：男女共同参画室調べ。男女共同参画室、札幌市配偶者暴力相談センター、北海道立女性相談援助

センター、北海道庁、石狩振興局、各区母子・婦人相談、札幌法務局、北海道警察（札幌方面本

部分）、男女共同参画センター、民間シェルター、北海道被害者相談室（令和２年度まで）、北海

道家庭生活カウンセリングセンター（令和２年度まで）、北海道マリッジ・カウンセリングセンタ

ー（平成29年度まで）における相談件数の合計。 

なお、民間シェルターの集計方法について、平成22年度より一時保護中の被害者を除いた相談件

数を計上し、令和３年度より関係団体の相談件数も計上している。 

(42) 配偶者等からの暴力による一時保護件数

備考：男女共同参画室調べ。北海道立女性相談援助センター、札幌市緊急一時保護施設、 

民間シェルター等における一時保護件数（札幌市民分）の合計。 
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(43) 札幌地方裁判所における保護命令発令件数

備考：男女共同参画室調べ。 

(44) 札幌市配偶者暴力相談支援センターにおける証明発行件数 

備考：男女共同参画室調べ。 
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＜基本目標Ⅴ＞ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 

(45) 短大・大学・大学院への男女別進学率 

備考：文部科学省「学校基本調査」、「札幌市統計書」より作成。 

平成21～22年の短大、大学については札幌市の男女別の統計なし。 
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 (46) 大学（学部）学生の専攻分野別構成（全国） 

備考：文部科学省「学校基本調査（令和４年）」より作成。 



Ⅱ 男女共同参画施策実施状況 
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１ 男女共同参画関係事業の実施状況 

男女共同参画社会の実現に向けた施策・事業について、第４次男女共同参画さっぽろプラン

に掲げる基本目標ごとに実施状況を報告します。 

 なお、実施状況の表の読み方については、以下(1)から(8)のとおりとなります。 

(1) 基準時点 

    令和５年４月１日 

（なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を中止したもの、計画を変更し

たもの等については、把握可能な範囲で、基準時点以降の内容も記載している。） 

(2) 担当局・区、担当部・室 

当該事業を所管する局・区名及び部・室名を記載している。 

※ いずれの場合も複数に跨る場合は、事業を主に所管する部・室を記載 

(3) 基本的方向－基本施策 

当該事業に対応する基本目標における「基本的方向-基本施策」の番号を記載している。 

(4) 令和４年度実績（決算見込額・実施内容）

「決算見込額」は令和４年度の当該事業費の決算見込額（千円）を記載し、「実施内容」

は令和４年度実施事業の具体的な内容を記載している。 

※ 経費を伴わない事業、もしくは事業費が算出できない場合は、「－」としている。 

(5) 自己評価 

   令和４年度実績について、下記に基づき評価を行っている。 

Ａ：概ね予定どおり、もしくは、予定以上の執行ができたもの 

 Ｂ：事業は実施したが、予定どおりの執行が出来なかったもの 

 Ｃ：事業の実施を中止したもの

(6) 令和５年度実施計画（計画内容・予算額） 

「計画内容」には、令和５年度実施予定事業の具体的な内容を記載し、「予算額」欄に

は、令和５年度の当該事業費の予算額（千円）を記載している。 

※ 経費を伴わない事業、もしくは事業費が算出できない場合は、「－」としている。 

(7) 今後の課題と目標 

当該事業の課題及び目標（今後の方向性など）を記載している。なお、令和４年度に事

業を実施しなかった場合、令和４年度で当該事業を終了した場合及び令和５年度に事業

を実施しない場合は、その理由を記載している。

(8) 関連計画、計画期間 

   当該事業に関連する計画がある場合に計画名及び計画期間を記載している。 



決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 令和２年度～令和７年度

関連計画 札幌市子育て・女性職員応援プラン

今後の課題と
目標

今後も女性人材の発掘に努めるとと
もに、委員登用の際の事前協議等の
機会をとらえて、情報提供の充実を
図る。

女性委員の登用促進に向け、各部局
への要請を強化しているものの、登
用率はほぼ横ばいで推移している。
令和９年度までに女性委員の登用率
40%以上を達成できるよう、今後
も個別の働きかけ等を進めていく。
また、達成後は40％～60％の持続
を目指す。

札幌市子育て・女性職員応援プラン
（令和２年８月策定）において、令
和７年度までに女性管理職割合を
19％以上とすることを目標として
いる。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

「女性人材リスト」について、常に
利用可能な情報とするため、職員向
けの庁内ホームページで周知を図
る。

引き継き、事前協議における所管部
署へのヒアリング、女性登用促進依
頼の実施、女性人材情報の提供を行
い女性登用を促進する。

役職者の仕事の魅力発信や昇任後の
不安解消のために、女性役職者の
ロールモデル紹介事業を実施する。
また、前年に引き続き、男女差のな
い任用や女性の職域拡大など、環境
整備を推進していく。

－ － －

自己評価 A A A

令
和
４
年
度
実
績

－ － －

実施
内容

審議会等の所管部局に対し情報提供
し、審議会等への女性委員登用を促
進するために作成した「女性人材リ
スト」について、常に利用可能な情
報とするため、職員向けの庁内ホー
ムページで周知を図った。

職員向けの庁内ホームぺージにおい
て、審議会等委員への女性登用促進
を呼びかけたほか、事前協議にて各
所管部局へ個別要請を実施した。
また、改選期を迎える審議会等の所
管部局に対し女性登用促進依頼を実
施した。
必要に応じ、委員選任の参考として
女性人材情報を提供した。
女性登用率：33.7％（R5.3.31時
点）

１　任用における男女平等の徹底
２　適材適所主義の積極的推進
【参考】女性職員数及び登用状況
※項目、女性職員数、女性割合の順で掲
載
※令和５年４月1日時点の数値
※特別職、現業職、教職員、派遣受入職
員を除く
　局長職：4人　8.5%
　部長職：50人　17.8%
　課長職：114人　16.7%
　係長職：392人　17.7%
　課長職以上：168人　16.7%
　総職員数：4,306人　34.7%

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

社会活動のあらゆる分野における女
性の人材を広く発掘し、審議会等へ
の登用促進に活用する。

市政における政策・方針決定過程へ
の女性の参画を拡大するため、審議
会等への女性の登用の目標を40％
とし、この目標値の早期達成を目指
す。

市女性職員の積極的な登用や職域拡
大に努める。

事業名
女性の人材発掘とデータの収集・整
備

審議会等委員への女性の登用促進
札幌市女性職員の登用促進と職域拡
大

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 1-2

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 職員部

担当局・区 市民文化局 市民文化局 総務局

事業番号 1 2 3

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

・昇任意欲喚起について様々な取組
を行っているが、係長試験の受験率
は令和元年度以降、男女ともに減少
傾向にある。このため、受験率減少
の要因を把握し効果的な昇任意欲喚
起の取組について、任命権者ととも
に検討していく必要がある。
・目標値である女性の係長試験受験
率35％以上（令和９年度）の達成
を目指し、引き続き昇任意欲喚起に
取り組む。
①札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン
2019　②札幌市子育て・女性職員応援プラン

①令和元年度～令和４年度
②令和２年度～令和７年度計画期間

関連計画

女性委員の登用促進に向け、各部局
への要請を強化しているものの、登
用率は上昇していない。令和９年度
までに女性委員の登用率40%以上
を達成できるよう、今後も個別の働
きかけ等を進めていく。また、達成
後は40％～60％の持続を目指す。

子どもから高齢者まで、幅広い市民
にジェンダー課題を自分事として捉
えてもらえるような情報を提供し、
男女共同参画に関する理解向上を図
る。今後の課題と

目標

自主コンテンツを含めた男女共同参
画に関する情報の発信を行う。ま
た、メディアに対しても広く情報提
供を行う。

－
667

（男女共同参画センター運営管理費）

・前年度同様に、１次試験免除期間
の延長制度、託児サービスを継続実
施する。
・職員の昇任に対する意識等を把握
するため、アンケートの実施を検討
する（職員部と共同）。
・前述のアンケートの結果や制度変
更後初回実施となる令和5年度試験
の受験率等を踏まえ、昇任試験制度
のあり方について検討を行う。

－

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、事前協議や女性登用促進
依頼等の機会を通じて、外部団体へ
の推薦依頼時の際の更なる働きかけ
の強化等について要請を行い、女性
委員の登用を促進する。

A A自己評価 A

－
311

（男女共同参画センター運営管理費）

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

職員向けの庁内ホームページにおい
て、審議会等委員への女性登用促進
を呼びかけたほか、改選期の事前協
議にて各所管部局へ個別要請を実施
した。

市民に向け、男女共同参画の意識の
浸透と男女共同参画センターの機能
の周知を図るために情報誌「りぷる
さっぽろ」を発行した。
・56号　11月「二択じゃない社会
へ～選べるって素晴らしい」
発行部数5000部

－

・係長試験合格者を対象としたアンケー
ト（令和3年度実施）の結果（勉強方法
等）や職員個人にスポットを当てた体験
記を公表。受験者が求めている情報を発
信することで、昇任意欲喚起を図った。
・出産や育児を理由とした１次試験免除
期間の延長制度の実施。
・係長試験第１次試験会場において、託
児サービスを実施。
・受験者の試験勉強に係る負担を軽減す
るため、難易度の低減及び試験範囲縮小
等の制度改正を行った。（令和5年度試
験～実施）
・令和４年度女性職員受験率：24.1％

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

審議会等委員の外部団体への推薦依
頼において、女性委員の登用につい
て積極的に働きかける。

男女の固定的な性別役割分担意識や
女性への偏見を是正し、男女共同参
画への理解を深めるとともに啓発広
報の充実を目指す。

事業概要

男女を問わず多様で有能な人材の登
用が組織の活性化や市民サービスの
向上につながることから、市職員の
昇任意欲を喚起する取組を推進す
る。

意思決定過程への女性の参画の推進
男女共同参画に関する各種啓発資料
の充実

事業名 市職員の昇任意欲を喚起する取組

1-3 2-1
基本的方向
-基本施策

1-2

男女共同参画室 男女共同参画室担当部・室 人事委員会事務局

市民文化局 市民文化局担当局・区 人事委員会事務局

5 6事業番号 4

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

49　あ



決算額
(千円)

予算額
(千円)

－

○男女共同参画パネル展
　日程：６月23日（木）～6月29
日（水）
　内容：パネルの展示
　場所：中央区民センター

A

○男女共同参画パネル展
　日程：６月23日（金）～29日
（木）
　内容：パネルの展示
　場所：中央区民センター

－

区民に対し、男女共同参画の意義を
より理解してもらうため、継続して
広報及び啓発活動を実施したい。

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

新たな気づきを得られた声を多くい
ただき、新たなジェンダーの視点を
提供できたと評価できる。今後も継
続して企業や学校へ向けた啓発を目
的とする講座を行っていく。

性別に基づく固定観念にとらわれた
表現をしないよう配慮していくとと
もに、広く市民に意識を広めていく
ための事業の実施をする。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男女共同参画の諸分野についての講
演会、学習会などを実施する。
・子ども・若者エンパワメント事業
（ジェンダーに関する意識啓発の講
座・ワークショップなど）
・ジェンダーイシュー事業（学習・
啓発事業）

性別に基づく固定観念にとらわれな
い適切な表現で情報の提供・発信を
行う。（情報収集・提供、広報・啓
発事業）

－ －

自己評価 A A

令
和
４
年
度
実
績

－ －

市民に向け、男女共同参画の意識の
浸透と男女共同参画センターの機能
の周知を図るため、性別に基づく固
定概念にとらわれない適切な表現で
情報発信や広報・啓発作成を行っ
た。
・情報誌「りぷるさっぽろ」の発行
・各事業やホームページでの広報・
啓発

実施
内容

男女共同参画の諸分野についての講
演会、ワークショップなどを実施し
た。
・ワークショップ事業：25回
・ジェンダーイシュー事業：7回
・ワーク・ライフ支援事業：10回

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

男女共同参画について市民の理解を
深めるため、パネル展や講演会、
ワークショップ等の各種啓発事業を
行う。

性別に基づく固定観念にとらわれな
い適切な表現の普及に取り組む。

「男女共同参画社会」実現に向け
て、区民の理解を深めるとともに意
識啓発を行うことを目的に、パネル
展、懸垂幕の掲示及び啓発物品の配
布を行う。

事業名
男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画の視点からの広報の周
知・啓発

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-1

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 市民部

担当局・区 市民文化局 市民文化局 中央区

事業番号 7 8 9

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

 　50　



決算額
(千円)

予算額
(千円)

445

○中央区みんなの講演会
　日程：10月27日（木）
　場所：札幌市教育文化会館
　内容：男女共同参画に係る講演、
　　　　地域住民によるステージ
　　　　発表、パネル展
　入場者数：226人

A

○中央区みんなの講演会
　日程：10月25日（水）
　場所：カナモトホール
　内容：男女共同参画に係る講演、
　　　　地域住民によるステージ
　　　　発表、パネル展
　入場予定者数：400人

711

区民に対し、男女共同参画の意義を
より理解してもらうため、継続して
広報及び啓発活動を実施したい。

関連計画

今後の課題と
目標

令
和
４
年
度
実
績

計画期間

男女共同参画に関する効果的な啓発
事業について検討し、区民の意識が
高まるよう取り組んでいきたい。

東区人と人のつどい実行委員会に参
加されている各団体の協力の枠組み
を強化し、より円滑な運営を目指す
とともにより多くの区民に理解を得
られるよう取り組む。

東区人と人のつどい実行委員会事業
①講演会
日時：９月29日（金）
会場：東区民センター　大ホール
②盲導犬チャリティーバザー
日時：９月29日（金）
会場：東区民センター　ロビー
<実行委員会構成〉
主管：東区女性サークル連絡会、東区食
生活改善推進員協議会、東区女性学級連
絡会、東区連合町内会女性部連絡会
協力：東区年輪の会、東区民センター運
営委員会

338

男女共同参画週間ポスター掲示及び
研修等を活用した区民への啓発
期間：6月23日（金）～29日
（木）
会場：北区役所
内容：区役所内掲示板にポスターを
掲示、啓発物品の配布
【ポスター内容】
・男女共同参画週間について
・家庭、職場、暮らし、地域の中で
の男女共同参画について
【啓発物品の配布】
・青年育成委員会委員研修会参加者
及び一般来庁者にパンフレット等を
配布

－

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価 CA

－

実施
内容

東区人と人のつどい実行委員会事業
①講演会
日時：９月25日（日）
会場：東区民センター　大ホール
②盲導犬チャリティーバザー
日時：９月30日（金）
会場：東区民センター　大ホール
※①②ともに新型コロナウイルス感染症の影響
により中止した。
<実行委員会構成〉
主管：東区女性サークル連絡会、東区食生活改
善推進員協議会、東区女性学級連絡会、東区連
合町内会女性部連絡会
協力：東区年輪の会、東区民センター運営委員
会

0

男女共同参画週間ポスター掲示及び研修
等を活用した区民への啓発
期間：6月23日（木）～29日（水）
会場：北区役所
内容：区役所内掲示板にポスターを掲
示、啓発物品の配布
【ポスター内容】
・男女共同参画週間について
・家庭、職場、暮らし、地域の中での男
女共同参画について
【啓発物品の配布】
・青年育成委員会委員研修会参加者及び
一般来庁者にパンフレット等を配布

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

「男女共同参画社会」実現に向け
て、区民の理解を深めることを目的
に、講演及び区内の各住民組織（女
性部）の活動発表やパネル展を開催
する。

ポスター掲示等を実施し、区民の男
女共同参画に関する意識を高めるこ
とを目指す。

女性団体を中心とした実行委員会の
チャリティーバザー実施支援及び男
女共同参画に関する理解を深める講
演会を共催実施する。

事業名 中央区みんなの講演会
男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

担当局・区 中央区 北区 東区

事業番号 10 11 12

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

51　あ



決算額
(千円)

予算額
(千円)

①男女共同参画週間パネル展
　6月2３日（金）～29日（木）に
イトーヨーカ堂福住店でパネル展を
実施する。

110

①今後も男女共同参画に関する広
報・啓発に取り組み、区民に理解を
得られるよう継続する必要があるた
め、より効果的な事業の実施方法を
検討する。

計画期間

関連計画

より効果的な広報、啓発活動を目指
し、男女共同参画に対する区民の理
解が得られるよう努める。

今後の課題と
目標

男女共同参画の意義について、より
多くの区民から理解を得られるよ
う、広報・啓発活動を今後も継続し
ていく。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

①厚別トモカジパネル展」
期間：６月20日（火）～６月22日
（木）
会場：サンピアザ光の広場
内容：トモカジ及びワークライフバラン
スに関するパネルを掲載
②厚別トモカジ写真展
期間：５月15日（月）～６月29日
（木）
内容：令和４年度と同様のテーマで写真
を募集し、応募作品による写真展を開
催。その後、区HPと会場で投票を行
い、入賞者には景品を贈呈。
③懸垂幕掲出・庁内放送の実施
期間：6月23日（金）～6月29日
（木）

20

男女共同参画パネル展、啓発
１　実施期間
　①パネル展：６月23日（金）～6月
29日（木）
　②啓発：10月14日（土）
２　実施場所
　①白石区民センター
　②白石区民センター
３　実施内容
①パネル展：白石区民センターロビーを
使用してパネル展を実施する。
②啓発：啓発物品を「白石区中学生の出
張発表会」来場者へ配布。

－

Ａ自己評価 A B

17

①男女共同参画週間パネル展
期間：6月25日～29日
会場：イオン札幌西岡店
内容：男女共同参画に関する内容の
パネル展

②啓発パンフレット等の配布
　新型コロナウイルス感染症予防の
観点等から中止した。

152

①厚別トモカジパネル展
期間：6月22日（水）～６月24日（金）
会場：サンピアザ光の広場
内容：トモカジ及びワークライフバランスに関するパ
ネルを掲載（※※トモカジとは、男性の家事・育児の
参加や女性の家事負担軽減を促進するため、夫婦や家
族がともに家事を楽しむこと）
②厚別トモカジ写真展
期間：６月23日（木）～９月16日（金）
内容：家族全員で育児もしくは家事を行っている写真
を募集し、応募作品による写真展を開催。区HPで投票
を行い、入賞者には景品を贈呈。
③懸垂幕掲出・庁内放送の実施
期間：6月23日（木）～6月29日（水）

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

－

男女共同参画デジタルサイネージ
１　実施期間
　　6月23日（木）～6月29日（水）
２　実施場所
　　白石区複合庁舎
３　実施内容
新型コロナウイルス感染症の影響により
パネル展、啓発物品の配布を中止し、白
石区役所のデジタルサイネージにおいて
男女共同参画に関する啓発を実施。

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

男女の固定的な性別役割分担意識や
女性への偏見を是正し、男女共同参
画への理解を深めるとともに啓発広
報の充実を目指す。

男女の固定的な性別役割分担意識や
女性への偏見を是正し、男女共同参
画への理解を深めるとともに啓発広
報の充実を目指す。

事業概要

男女共同参画への理解を推進するた
め、パネル展を開催し、広報・啓発
活動の充実を目指す。

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

事業名
男女共同参画に関する啓発事業の開
催

2-1 2-1
基本的方向
-基本施策

2-1

市民部 市民部担当部・室 市民部

厚別区 豊平区担当局・区 白石区

14 15事業番号 13

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

①男女共同参画週間啓発事業
　期間：6月23日（金）～29日（木）
　場所：西区役所、西区民センター
　内容：パネル展、啓発品の配架、
　　　　庁内放送、掲揚旗の掲揚

136

B

計画期間

関連計画

男女共同参画週間啓発事業
期間：6月23日（金）～29日
（木）
会場：清田区役所１階ロビー
内容：ポスター掲示及びパンフレッ
ト等の啓発品の配布や、庁舎壁面に
懸垂幕の掲出

ー

男女共同参画週間啓発事業
期間：6月23日（金）～6月29日
（木）
内容：
①区役所庁舎内・地下鉄真駒内駅掲
示板・区内各まちづくりセンター・
商業施設（イオン札幌藻岩店）に男
女共同参画週間ポスターの掲出

②区役所壁面に懸垂幕を設置

③商業施設（イオン札幌藻岩店）で
の啓発物品の配布

今後もパネル展等啓発事業を継続
し、より多くの区民に男女共同参画
社会への理解が得られるように取り
組む。

今後の課題と
目標

区民に男女共同参画への関心を高め
てもらえるよう、当該事業を今後も
継続していく。

今後も継続して意識啓発等を進め、
より多くの区民に理解を得られるよ
う取り組む。

－

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価 A A

－

男女共同参画週間啓発事業
期間：６月23日（木）～６月29日
（水）
内容：区役所庁舎内及びまちづくり
センターでポスターの掲出を行うと
ともに、啓発物品を配布。

令
和
４
年
度
実
績

－ 10

①男女共同参画週間啓発事業
　期間：6月23日（木）～29日（水）
　場所：西区役所、西区民センター
　内容：パネル展、啓発品の配架、
　　　　庁内放送、掲揚旗の掲揚

②第49回西区民のつどい
※新型コロナウイルス感染症の影響により令和
２・３年度に引き続き開催中止。また、令和５
年度以降の当該事業廃止を決定。
日程：10月１日（例年）
場所：西区民センター
内容：男女共同参画をテーマとした
　　　映画上映会及び啓発品配布等

実施
内容

男女共同参画週間啓発事業
期間：6月23日（木）～29日
（水）
会場：清田区役所１階ロビー
内容：サイネージを活用した動画放
映
　　　ポスター掲示。啓発品の配布
　　　庁舎壁面への懸垂幕の掲出

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

男女共同参画について、市民の理解
を深めるため、パネル展及びパンフ
レット・啓発品等の配布、懸垂幕掲
出を行う。

男女共同参画社会の実現に向けた意
識啓発の一環として、男女共同参画
をテーマとした映画の上映会を開催
する。

男女の固定的な性別役割意識にとら
われず、個性と多様性を尊重する社
会の実現に向けて、男女共同参画へ
の理解を深めるとともに啓発広報の
充実を目指す。

事業名
男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

担当局・区 清田区 南区 西区

事業番号 16 17 18

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

１人でも多くの市民が男女共同参画
社会への関心を持てるような啓発事
業を今後も継続して行っていく。

男女共同参画に関わる女性団体の活
動支援を充実させ、組織運営に必要
な団体運営や資金調達に関する学習
機会の提供や情報提供を積極的に行
う。
また、事業での連携等によって団体
とのネットワーク構築を図る。

子育てを行いながらも事業に参加し
やすい環境を整え、さらなる学びや
社会参画への促進を図る。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

【男女共同参画週間に併せた活動】
１.男女共同参画パネル展・懸垂幕の掲示
　日時：6月23日（金）～6月29日（木）
　場所：手稲駅自由通路「あいくる」・手稲区
役所
２.男女共同参画公開学習会
　手稲区主催の高齢者大学（稲苑大学）の講義
の１コマとして開催予定。
【女性に対する暴力をなくす運動に併せた活
動】
１.DV防止パネル展
　日時：11月中
　場所：手稲駅自由通路「あいくる」
２.女性に対する暴力をなくす運動公開学習会
　日時：11月中
　場所：区民センター第１・２会議室
　講演：未定

男女共同参画に関わる女性団体に対
し、活動支援や情報提供を行う。
共済事業・協力事業として団体から
の依頼を受けるほか、組織運営のた
めの学びの場（講師講演）や交流の
場の創出を行う。
・団体への支援
・団体とのネットワーク構築・強化

子育て等を行いながらも事業に参加
しやすい環境を整えるため必要に応
じて託児を設ける。
・託児事業

28 －
30

（男女共同参画センター運営管理費）

自己評価 B A A

実施
内容

【男女共同参画週間に併せた活動】
１.男女共同参画パネル展・懸垂幕の掲示
　日時：6月23日（木）～6月29日（水）
　場所：手稲駅自由通路「あいくる」・手稲区
役所
２.男女共同参画公開学習会
　新型コロナウイルス感染症の影響により中
止。
【女性に対する暴力をなくす運動に併せた活
動】
１.DV防止パネル展
　日時：11月14日（月）～11月25日（金）
　場所：手稲駅自由通路「あいくる」
２.女性に対する暴力をなくす運動公開学習会
　日時：12月15日（木）
　場所：区民センター視聴覚室

主催事業や協力事業として男女共同
参画団体と連携して事業を実施し
た。
・男女共同参画団体支援事業：２回

子育てや介護等の負担を担っている
市民が学習できる環境を整えること
を目的に、主催での託児事業を実施
した。
・子育てや介護の環境整備事業

令
和
４
年
度
実
績

22
202

（男女共同参画センター運営管理費）
48

（男女共同参画センター運営管理費）

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

男女共同参画について市民の理解を
深めるため、市民団体「ジェンダー
フリーていね」との共催によりパネ
ル展や公開学習会などの各種事業を
実施するとともに、懸垂幕の掲示や
啓発物品の配布を行う。

男女共同参画の視点に基づく問題解
決をめざす事業などについて自ら事
業を企画・調査研究を行う女性団
体・グループの活動を支援する。

女性の社会参画などを促進するた
め、託児や編集ボランティア講座な
ど、ボランティア活動の機会を提供
するとともに、ボランティアに携わ
る人材の養成を図る。

事業名
男女共同参画に関する啓発事業の開
催

女性団体自主企画事業への支援
男女共同参画ボランティア事業の推
進

基本的方向
-基本施策

2-1 2-2 2-2

担当部・室 市民部 男女共同参画室 男女共同参画室

担当局・区 手稲区 市民文化局 市民文化局

事業番号 19 20 21

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

令和３年度～令和５年度 平成30年度～令和５年12月

札幌市高齢者支援計画2021 第3次札幌市食育推進計画

今後も介護保険制度の継続した周知
に取り組み、介護サービスを利用し
ない方にも制度の必要性を理解して
もらえることを目指す。

男性が食事づくりにかかわる機会を
促進するため、男性料理教室支援
80回、男性料理サークルへの支援
20回以上を目指す。

保険料額、高額介護サービス費等の
改正を内容に取り入れた新年度版を
作成し、市民に向けた周知を継続し
て行う。

「男性の料理教室」の開催や、男性
料理グループの活動支援を行い、男
性の食事づくりへの参加を促す。

2,163 －

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

企業・組織におけるダイバーシティ
の促進や女性活躍促進、男性の育休
促進の必要性を広めることができ
た。女性リーダーへの育成のための
課題や、男性特有の育休取得の課題
などをジェンダーの視点から分析し
た事業を展開する。

計画
内容

ジェンダー課題に関心のある市民が
より学びを深められる講演会やセミ
ナーを実施する。また、課題感を
持った市民同士がつながる場を継続
的に作り、共に学びあえる仕組みづ
くりを行う。
・出張講座
・ジェンダー・イシュー事業
・企業向けセミナー

－

令
和
５
年
度
実
施
計
画

自己評価 A Ａ B

令
和
４
年
度
実
績

男性料理教室支援
■実施回数：30回
■参加人数：258人

男性料理サークルへの支援
■実施回数：405回
■参加人数：1,142人

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、活動の制限があり、当初の予
定より回数や人数を減らして実施。

実施
内容

ジェンダー平等やワークライフバラ
ンス、働き方改革の視点から講演や
ワークショップなどを実施した。
・ワークショップ・出張講座
（「『イクボス』のススメ」等）
・ワーク・ライフ支援事業10回

－ 2,598 －

介護保険制度や介護サービスについ
てのパンフレット「なるほど実にな
る介護保険」を市民向けに配布する
とともに、ホームページ上で公開し
た。

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

介護サービスや支援を必要としてい
る方に関係する情報が行き届くよ
う、介護保険制度や介護保険サービ
スに関して、パンフレットやホーム
ページによる周知を行い、また、介
護保険制度改正時には説明会を開催
するなど、効果的な情報提供に努め
る。

健康に関する食生活を学びながら調
理の実践を促し、地域の自主活動グ
ループ等へ参画していくこと等を目
的として、「男性の料理教室」の開
催や、男性料理グループの活動支援
を行う。

事業概要

男女共同参画社会の実現のために、
男性に対し、家庭内での家事・育
児・介護などの意識を深めることを
目的に各種啓発を行う。

介護に関する情報の効果的な提供 男性の料理教室事業名 家庭責任の分担意識にかかる啓発

3-1 3-1
基本的方向
-基本施策

2-3

高齢保健福祉部 保健所担当部・室 男女共同参画室

保健福祉局 保健福祉局担当局・区 市民文化局

23 24事業番号 22

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

１　講話
２　参加者同士の交流
３　育児体験・実習

各区管理栄養士による講話（朝食と
野菜摂取の啓発）と調理実習を中心
とし、実践につながる取組を実施す
る。

1,600 －

B

１　講話
２　参加者同士の交流
３　育児体験・実習

6,454

B

4,017

１　実施回数　109回
２　参加者数　1,728人

計画期間

関連計画

自己評価

令
和
４
年
度
実
績

今後の課題と
目標

妊娠・出産に関する正しい知識や育
児方法を普及するとともに、父親の
育児参加を促進する契機とする。

平成30年度～令和５年12月

第3次札幌市食育推進計画

勤労している初妊婦とその配偶者の
ニーズに合わせて内容を工夫し、知
識や情報が得られ、参加者同士の交
流が図られる機会とする。

食生活の課題が多い若い世代に対
し、食に関する関心を高め、健康な
食習慣を培い実践することができる
よう、今後も取組を進めていく。実
施回数は30回以上を目指す。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

Ｂ

1,572 －

１　実施回数　6回
２　参加者数　438人（うち、夫の
参加数　197人）

■実施回数：28回
■参加人数：3,929人

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、活動の制限があり、当初の予
定より回数や人数を減らして実施。

実施
内容

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

勤労している初妊婦及び配偶者に対
し、妊娠・出産・育児に関する正し
い知識の普及啓発や育児と仕事の両
立を支援するために、妊娠中の健康
管理や育児に関する講話、交流の機
会等を提供する。

男女が協力して食事づくりに参加で
きるよう、高校生、大学生、専門学
校生、20代の若い世代を対象に、
野菜摂取や朝食の必要性及び共食の
大切さなど、健康的な食事について
学ぶ機会を提供する。

核家族化や共働き世帯の増加に伴
い、夫婦で協力して育児ができるよ
う、初めてのお産を迎える妊婦とそ
の夫を対象に、育児に関する講話と
実習を各区保健センターで実施す
る。（令和２年度まで「両親教室」
として実施）

事業名 ワーキング・マタニティスクール
若い世代の食育事業「本気(マジ)め
しプロジェクト」

マタニティ教室

基本的方向
-基本施策

3-1 3-1 3-1

担当部・室 保健所 保健所 保健所

担当局・区 保健福祉局 保健福祉局 保健福祉局

事業番号 25 26 27

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

子育て等を行いながらも事業に参加
しやすい環境を整えるため必要に応
じて託児を設ける。
・託児事業

2,212

１　父親向け講座（父子同室）
■実施回数：９回
■参加組数：99組

２　講座周知イベント
■実施回数：１回
■参加者数：38名

第4次さっぽろ子ども未来プラン関連計画 札幌市高齢者支援計画2021

今後、就労中の介護者の増加も見込
まれるため、地域包括支援センター
の機能強化を行い、高齢者の支援体
制の充実や介護離職の防止を目指
す。

令和3年度～令和5年度計画期間 令和２年度～令和６年度

今後の課題と
目標

子育てを行いながらも事業に参加し
やすい環境を整え、さらなる学びや
社会参画への促進を図る。

父親向けの講座やイベントを定期的
に実施し、父親の育児機会を増や
す。

30
（男女共同参画センター運営管理費）

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

市内10区にて、対面での父親向け
講座（父子同室）を実施する。

2,700

引き続き高齢者や介護者支援等を通
じ、地域包括ケアの充実に向けた取
組を実施する。

1,568,000

自己評価 AA A

令
和
４
年
度
実
績

48
（男女共同参画センター運営管理費）

実施
内容

子育てや介護等の負担を担っている
市民が学習できる環境を整えること
を目的に、主催での託児事業を実施
した。
・子育てや介護の環境整備事業

1,391,700

高齢者をはじめとする市民からの相
談や、医療・介護・住民組織など関
係機関からの相談への対応を行うな
ど、高齢者の健康と福祉の向上、権
利擁護、介護者支援、ケアマネ
ジャー支援など、地域包括ケアの充
実に向けた取組を行った。

令和４年度総合相談支援件数：
31,377件

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

父親の積極的な子育てを推進するた
めに、父親の子育て参加に関する意
識改革・啓発や子育てに取組む意欲
を向上させるための情報発信等を行
う。

乳幼児を持つ親が札幌市の主催する
講座や催事に参加できるようにする
ため、一時的な託児を実施するよう
努める。

高齢者をはじめとする市民からの相談
や、医療・介護・住民組織など関係機関
からの相談への対応、介護離職を防止す
る観点から仕事と介護の両立不安等に対
する相談体制の強化を行うなど、高齢者
の健康と福祉の向上、権利擁護、介護者
支援、ケアマネジャー支援など、地域包
括ケアの充実に努める。

事業名 父親による子育て推進事業 公的な催事における託児の実施
地域包括支援センターを核とした高齢者
の相談支援体制の充実

基本的方向
-基本施策

3-1 3-2 3-2

担当部・室 子育て支援部 男女共同参画室 高齢保健福祉部

担当局・区 子ども未来局 市民文化局 保健福祉局

事業番号 ― 28 29

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度令和２年度～令和６年度

関連計画

今後の課題と
目標

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

262,777

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

NPO活動拠点等や児童会館を活用し
た地域子育て支援拠点事業を実施す
る。

すべての子育て家庭が安心して子育てが
できるように、地域社会全体による子育
て支援を推進し、家庭と地域の子育て力
の向上を図ることを目的として、常設の
子育てサロンの運営、情報提供・子育て
相談などの利用者支援事業を行う。子育
て支援の常設拠点施設として全市レベル
で事業を展開する。

事業概要

安心して子どもを生み育てられる環
境づくりのため、従来の保育所機能
に加え、子育てサロンをはじめとす
る様々な子育て支援機能を有する施
設を整備し、子育て家庭に対する支
援を進める。

子育てサロン事業 子育て支援総合センター事業事業名 区保育・子育て支援センター事業

3-2 3-2
基本的方向
-基本施策

3-2

子育て支援部 子育て支援部担当部・室 子育て支援部

子ども未来局 子ども未来局担当局・区 子ども未来局

31 32事業番号 30

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

29,7051,227,646

北区、東区、白石区、厚別区、豊平区、清田
区、南区、西区、手稲区の９区で実施。
1 保育所事業1施設あたりの定員120人（清田
（にじいろ）60人）、延長・一時・障がい児
保育を実施（北区・豊平区・西区は休日保育も
実施）
南区では、小規模保育Ａ型（定員19人）を実
施。
2 子育て支援センター事業
（1）常設の子育てサロン
参加組数　41,728組
（2）子育て相談（相談件数は、地域子育て支
援推進事業に併せて計上）
（3）子育て講座
310回、参加者数　3,441人

１ 常設の子育てサロンの運営
参加数199,991人
２ 子育て講座
3,085回　参加者数42,518人
３ 相談件数　4,086件

1 常設子育てサロンの運営
総利用者数13,259人
２ 子育て講座
開催数・参加者数26回313人
３ 子育て相談件数502件
４ 次世代育成支援
児童・学生等に親子とふれあう機会
を提供し、男女が共に育児にかかわ
ることの大切さ等を伝える事業
参加者数392人
５ 子育て支援講演会の実施
参加者数492人

Ａ AＡ

1 保育所事業
南区以外では、1施設あたりの定員
120人（厚別区は60人）、延長・
一時・障がい児保育を実施（北区・
豊平区・西区は休日保育も実施）
南区では、小規模保育Ａ型（定員
19人）を実施。
2 子育て支援センター事業
令和４年度と同様に実施。

１ 常設の子育てサロンの運営
２ 子育て講座開催
３ 子育て相談
４ 出張ひろばの実施

1,427,682 277,000

令和４年度事業終了

-

社会全体で子育てを支えていけるよ
うな取組を進めていく。

令和４年度をもって当該施設が閉館
したため。

参加者数増加に努めるほか、地域な
どとの連携を更に推進し、子育て支
援の区の拠点施設としての役割・機
能をより強化する。

第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン第４次さっぽろ子ども未来プラン
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン
①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

今後の課題と
目標

経済的に入院助産が困難なものに対
する当該施設の果たす役割は大きい
ため、今後も事業を継続する。

地域と行政が連携して、子育て家庭
を支える環境づくりにつながる事業
を推進していく。

母子家庭等の自立を支える事業であ
るため、今後も継続する。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

5施設にて、経済的に入院助産が困
難な妊産婦に対する助産を令和４年
度と同様に実施する。

1 子育て相談
2 情報提供
3 子育てサロン運営支援

ひとり親家庭及び寡婦を対象とし
て、修学等の自立に必要な事由や疾
病等により一時的に生活援助等が必
要な場合や、ひとり親家庭になって
間がなく日常生活を営むのに支障が
生じている場合などに、家庭生活支
援員の派遣を実施する。

82,973 42,106 2,767

自己評価

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

保健上、必要があるにもかかわら
ず、経済的な理由により病院で入院
助産を受けることができない妊産婦
に対し助産を実施する。

地域で安心して子育てができる環境
づくりのため、就学前の子どもを育
てている家庭を対象に交流の場の提
供、講座の開催、相談、情報提供を
行い、子育てに関する不安感や負担
感の軽減を図るほか、関係機関の
ネットワークづくりを進める。

ひとり親家庭等が、疾病などの事由
により一時的に生活援助が必要な場
合若しくは生活環境等の激変により
日常生活を営むのに支障が生じてい
る場合、又は未就学児を養育してお
り就業上の理由により帰宅時間が遅
くなる場合等、生活援助が必要な家
庭に家庭生活支援員を派遣する。

事業名 助産施設の提供 地域子育て支援推進事業 ひとり親家庭等日常生活支援事業

基本的方向
-基本施策

3-2 3-2 3-2

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

事業番号 33 34 35

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

61,809 36,948 2,254

1 子育て相談
相談件数 5,028件
2 情報提供
こそだてインフォメーション
利用者数 49,339人
利用件数 24,882件
3 子育てサロン運営支援
4,357件

1 派遣家庭件数
(1)母子家庭    141件
(2)寡婦        　  ０件
(3)父子家庭        3件
2 派遣延べ回数
(1)母子家庭    347件
(2)寡婦             ０件
(3)父子家庭        6件

経済的に入院助産が困難な妊産婦に
対し助産を実施した。

１ 施設数 5施設
２ 利用人数 118人

A A A

令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度
①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間
①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

関連計画
①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

今後の課題と
目標

生活、住宅、就職等に問題を抱える
母子家庭の母と児童の保護及び自立
促進のために当施設の果たす役割は
大きいため、今後も事業を継続す
る。

ひとり親家庭等の経済的自立を図
り、扶養している児童の福祉を増進
するために有効な事業であるため、
今後も継続する。

ＤＶ相談・女性（婦人）相談を含
め、当該ＤＶ・女性施策所管課と事
業の在り方や連携については引き続
き検討課題とする。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

生活や住宅、就職等解決困難な問題
を抱え、児童の福祉に欠ける母子世
帯を当該施設において保護し、自立
に向けた支援を行う。

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図
り、福祉を増進するために必要な
12種類の資金の貸付を実施する。

各区に配置する母子・婦人相談員に
より、母子家庭及び寡婦、ＤＶ被害
者等に対する各種相談、援助、指導
等を実施する。
相談員数18人

280,316 34,426 65,734

自己評価 A A Ａ

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

290,378 27,051 62,859

配偶者のいない女性又はこれに準ず
る事情にある女性が生活や住宅、就
職等解決困難な問題を抱えているた
め、児童の福祉に欠ける場合、その
女性と児童を当該施設において保護
し、自立のための支援を行った。

施設数 　　５施設
定員 　　　100世帯
入所世帯数 延790世帯（年間）

各区に配置する母子・婦人相談員に
より、母子家庭及び寡婦、ＤＶ被害
者等に対する各種相談、援助、指導
等を実施した。

１相談員数 18人
２相談件数 年間10,853件

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

配偶者のいない女子又はこれに準ず
る事情がある女子が、生活、住宅、
就職等の解決困難な問題を持ってい
るため、児童の福祉に欠ける場合
に、その女子と児童を保護するとと
もに、自立促進のための生活を支援
し、相談、指導等を行う。

母子家庭、父子家庭、寡婦に経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図る
ために事業や修学などの各種資金の
貸付を行う。

母子家庭及び寡婦に対し、母子・寡
婦福祉資金の貸付や就職、住宅、結
婚等の各種相談に応じるため、母
子・婦人相談を推進する。
（父子相談は札幌市ひとり親家庭支
援センターにて実施）

事業名 母子生活支援施設の運営 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 母子・婦人相談の推進

基本的方向
-基本施策

3-2 3-2 3-2

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

事業番号 36 37 38

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図
り、福祉を増進するために必要な
12種類の資金の貸付を実施した。
1 貸付件数 58件
(1)母子 47件
(2)父子  ５件
(3)寡婦  ６件
2 貸付金額
(1)母子 20,360千円
(2)父子   2,657千円
(3)寡婦   4,034千円
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 平成30年度～令和９年度

関連計画 札幌市住宅マスタープラン2018

今後の課題と
目標

今後も上記支援事業を継続し、必要
に応じて随時支援内容の見直しを行
う。

男女共同参画に関わる国際活動を行
う団体の団体運営や資金調達に関す
る学習機会の提供や情報提供が円滑
に行えるよう、ネットワーク構築を
図る。
また、幅広い年齢層の市民が、国際
的なジェンダー課題を自分事として
考えるよう促す。

計画
内容

上記支援事業を継続する。 男女共同参画に関わる国際活動を行
う団体に対し、学習機会の提供や情
報提供などの支援を行う。
・団体支援
・団体とのネットワーク構築・強化
・ジェンダー・イシュー事業

－ －

令
和
５
年
度
実
施
計
画

自己評価 A AＡ

令
和
４
年
度
実
績

－ －

実施
内容

子育て支援住宅（東雁来団地）及び
若年層世帯の特定申込枠を設定して
募集した。
さらに、ひとり親世帯や多子世帯
は、一般世帯より抽選番号を１個多
く付与し、当選確率が高まるよう優
遇措置を行った。

難民・国内避難民の状況、特に女性
や家族に対する支援の必要性につい
て、理解と共感を深める事を目的に
実施した。
・国際交流事業/共催（難民映画祭
パートナーズ札幌市「マイスモール
ランド」上映会）：１回
・ワーク・ライフ支援事業：1回

－

姉妹都市とオンラインでの行政、学
校間交流等を行い交流を深めたほ
か、札幌国際プラザへの補助金交付
を通じた札幌に住む外国市民向けの
生活情報の発信等を行った。

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

姉妹都市や世界冬の都市市長会など
の海外ネットワークを活用し国際的
視野に立った男女共同参画事業を推
進していくほか、男女共同参画の理
念を反映させた多文化共生社会の実
現を目指した事業を展開する。

男女共同参画の推進にあたり、国際
的な情報を持ち多様な事業展開を図
るため情報交換や国際交流活動の支
援を実施する。

事業概要

安心して子供を産み育てられる居住環境づくりの一環
として、東区の東雁来団地で入居対象を子育て世帯に
限定した募集を行う。
また、一部の市営住宅について、ひとり親世帯、多子
世帯、小学校卒業前の子供がいる世帯が優先入居でき
る若年層世帯の特定申込枠を設定し、子育て世帯に配
慮した募集を行う。
なお、全ての市営住宅の入居者募集では、応募者多数
の場合の抽選に際し、ひとり親世帯や多子世帯の方等
の当選確率が高まるように優遇措置を行う。

国際的視野に立った男女共同参画の
推進

国際交流支援事業事業名 市営住宅への優先入居の推進

4-2 4-2
基本的方向
-基本施策

3-2

国際部 男女共同参画室担当部・室 市街地整備部

総務局 市民文化局担当局・区 都市局

40 41事業番号 39

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

変化する社会情勢に対応しながら、
姉妹都市間の相互理解を促進し、国
際交流機会の拡充を図っていくほ
か、外国人総合相談窓口等により、
札幌に在住する外国籍の市民向け情
報発信等の取組を継続的に実施して
いく。

－

引き続き、姉妹都市等との相互理解
を促進し、様々な主体と連携して交
流の更なる活性を図るほか、変化す
る社会情勢に対応しながら、男女共
同参画の理念を反映させた多文化共
生社会の推進に向けた取組を実施す
る。
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 令和元年度～令和４年度

関連計画
札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

今後の課題と
目標

「市民が主役のまちづくり」の実現
に向け、地域主体のまちづくり活動
に対する支援を継続していくこと
で、今後も、地域活動における男女
共同参画の促進を図っていく。

家庭、職場、学校、地域などあらゆ
る場で市民レベルの取組を進め、実
践的な活動への発展を促す。

引き続き、「未来へつなぐ笑顔のま
ちづくり活動推進事業」として、地
域が主体となるまちづくり活動への
予算措置を通じて、地域活動におけ
る男女共同参画の促進に対する支援
を行う。

引き続き、防災マニュアルの制作な
ど災害対策等を実施する際に女性の
視点に配慮するよう各部局に通知し
ていく。

368,000 －

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

A自己評価 A

306,959 －

令和元年9月に改正した避難所運営
マニュアルに「女性の視点を取り入
た避難所運営の取組について」の内
容を盛り込みマニュアルを一本化
し、これに基づき避難所運営研修等
を実施した。

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

各区における地域の主体的なまちづく
り活動に対して、各区への予算措置に
よる支援を実施した。
《令和4年度事業実績》
　・事業件数 770件
　・総参加者数 約67.7万人

これにより各区では、パネル展や講演
会などの男女共同参画推進事業が行わ
れた。
※上記実績は、事業全体における数値
であり、男女共同参画の推進に関する
事業のみの数値ではない。

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

区や地域の特性を生かした笑顔があ
ふれる地域づくりを推進するため、
男女共同参画の促進など、地域の主
体的なまちづくり活動に対し、区へ
の予算措置による支援を行う。

女性の視点を取り入れた避難所運営
事業の実施のため、災害対策や、防
災訓練などの場での男女共同参画を
推進する事業を実施する。

事業名
未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動
推進事業

女性の視点を取り入れた災害対策事
業

基本的方向
-基本施策

5-1 5-2

担当部・室 市民自治推進室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 市民文化局

事業番号 42 43

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

①令和元年度～令和４年度、②令和元年度～令
和５年度、③令和２年度～令和６年度

①札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン
2019、②札幌市強靭化計画、③さっぽろ未来創生プ
ラン

計画期間

関連計画

本制度は、「さっぽろ建設産業活性
化プラン（計画期間：令和2年～令
和6年）」に基づくものであり、利
用拡大に向け「対象の拡大」や「要
件の緩和」といった要綱の見直しを
行ってきたが、今後もより活用しや
すい制度に向けた検討を行いながら
更なる利用拡大を目指していく。

１）札幌市が発注する工事の現場に
おいて、女性用トイレ・更衣室を設
置すると、設置費用について50万
円を上限に助成
２）札幌市が発注する工事の受注業
者または同工事の下請け業者など
が、女性の作業服などの装備品を購
入する際の費用として、1人３万円
（１企業15万円）を上限に助成
【令和５年度実施計画】
１）、２）併せて25件の申請を予
定する。

7,800

今後の課題と
目標

男女共同参画社会の形成促進に向け
て、啓発活動をより広く行うため、
本事業から写真展（事業番号14
「男女共同参画に関する啓発事業の
開催」の一環）開催に変更すること
とした。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

令和５年度実施計画なし

－

自己評価 CＡA

令
和
４
年
度
実
績

-

実施
内容

新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止。

5,298

１）札幌市が発注する工事の現場に
おいて、女性用トイレ・更衣室を設
置する費用として、50万円を上限
に助成
２）札幌市が発注する工事の受注業
者または同工事の下請け業者など
が、女性の作業服などの装備品を購
入する際の費用として、1人３万円
（１企業15万円）を上限に助成
【令和４年度実績】
１）11件、２）12件

－

１ 相談窓口の運営・周知
２ 職員研修（新型コロナウイルス感
染拡大防止に配慮した実施方法によ
る）での啓発
３ 新型コロナウイルス感染症の影響
により、服務管理員等連絡会議の実
施を通知の発出に代えて啓発
４ ｅ－ラーニングセクハラ講座
の活用促進

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

人権を侵害する行為として、特に職
場におけるセクシュアル・ハラスメ
ントがある。こうした行為の防止に
向けて、今後も各種研修や服務通知
等を通じて、職員全体に対する意識
啓発を行う。

近年、建設業は人材難に直面しており、こ
の対策の一環として、女性の登用が期待さ
れている。しかしながら、女性からは従来
の男性を中心とした労働環境が障害となっ
ており、そのなかでもトイレ・更衣室や作
業服などの装備品に対して改善を望む声が
多い。この状況に鑑み工事現場における女
性の労働環境の向上に資する助成を行う。
（令和元年度まで建設業人材確保・育成支
援事業として実施）

厚別区内で就労する女性を対象に、
各々の思いを共有し、働きやすい環
境づくりにつながるヒントを得るこ
と等を目的に座談会を実施する。

事業名
セクシュアル・ハラスメント防止に
関する啓発

建設産業活性化推進事業
働く女性のための座談会～わたしら
しく働くヒントを見つけよう～

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 1-1

担当部・室 職員部 土木部 市民部

担当局・区 総務局 建設局 厚別区

事業番号 44 45 －

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

１ 相談窓口の運営・周知
２ 職員研修での啓発
３ 各種通知の発出による啓発
４ ｅ－ラーニングセクハラ講座
の活用促進
５ ハラスメントの防止に向けた職位
何ケートの実施

－

各種研修や服務通知等による周知を
継続し、職員に対する更なる意識啓
発を行っていく。
また、フォローアップ制度の導入を
検討し、ハラスメント防止をさらに
徹底する。

➀札幌市まちづくり戦略ビジョン・
アクションプラン

➀令和５年度～令和９年度
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 令和２年度～令和６年度

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン

令和２年度～令和６年度

第４次さっぽろ子ども未来プラン

今後の課題と
目標

継続した研修によって受講生同志の
コミュニティを形成できたと評価で
きる。次年度も引き続きゆるやかな
つながりを継続していけるよう実施
していく。

2023年度末までに新型児童会館を
19館整備する。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

企業・組織におけるダイバーシティ
促進や女性活躍促進、男性の育休促
進などを目的に企業に対する働きか
けを行う。
また、起業や副業など多様で柔軟な
働き方の支援を行い、コワーキング
スペースを運営するなど多様な働き
方を支援するプラットホームとな
り、繋がりの場を提供する。
・企業向けセミナー
・誰もが働きやすい環境作り事業

－

○設計５館
・基本設計
　厚別南・青葉地区義務教育学校
・実施設計
　厚別南・青葉地区義務教育学校、
明園小学校、定山渓地区義務教育学
校、琴似小学校、真駒内地区義務教
育学校

○工事４館
　光陽小学校、山の手小学校、元町
北小学校、定山渓地区義務教育学校

育児・介護休業法が改正され、男性
の育児休業取得について、国として
も推進していく方向がある中、本事
業についても、随時見直しの検討を
行っていく。
また、子の看護休暇有給制度創設助
成金の申請は低調であったため、一
層の事業周知に取り組む。

563,759

自己評価 A Ａ

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

女性に向けてだけではなく、男性の
家事育児への参加や育休取得促進の
事業など、男性や企業に向けたアプ
ローチも行い、家庭内での男女共同
参画の啓発の機会を設定した。
・ワーク・ライフ支援事業
・女性のためのコワーキングスペー
ス事業
・ワーキングマタニティスクール

○設計５館
・基本設計
  真駒内地区義務教育学校、琴似小
学校
・実施設計
　光陽小学校、明園小学校、定山渓
義務教育学校、真駒内地区義務教育
学校

○工事５館
　苗穂小学校、東山小学校、山の手
小学校、元町北小学校、光陽小学校

－ 196,722

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

男女双方の労働者が仕事と家庭の両
立を進められるよう男女雇用機会均
等法や育児介護休業法の一層の周知
徹底を図るなど、女性が継続して働
き続けられるような啓発を行う。

既存の児童会館及びミニ児童会館
（放課後子ども館を含む。）を、小
学校（必要に応じ、まちづくりセン
ターや地区会館など地域のまちづく
り活動施設）と併設した児童会館と
して再整備を進める。

事業概要

仕事と子育ての両立支援に取り組む
企業を応援するため、ワーク・ライ
フ・バランスplus認証企業を対象
に、一定の要件を満たした企業への
助成を行う。（令和元年度まで仕事
と暮らしのライフプラン支援事業と
して実施）

女性の継続就業に関する啓発 新型児童会館整備事業事業名 育児休業取得助成事業

1-3 1-3
基本的方向
-基本施策

1-2

男女共同参画室 子ども育成部担当部・室 子ども育成部

市民文化局 子ども未来局担当局・区 子ども未来局

事業番号 46 47 48

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

22,544

　育児休業を取得しやすい環境づくりを支援す
るため、育児休業等助成金を一定の要件を満た
した企業に対して支給した。事業の周知にあ
たっては、関係部局と連携し、「ワーク・ライ
フ・バランスplus取組ガイドブック」や「札幌
市働き方改革・テレワーク事例集」への記事掲
載を行った。令和４年度の企業への育児休業等
助成金の交付実績は以下のとおり。
①育児休業取得助成金支給：23件
②育児休業代替要員雇用助成金支給：15件
③男性の育児休業取得助成金支給：49件
④子の看護休暇有給制度創設助成金支給：5件

A

育児休業を取得しやすい環境づくり
を支援するため、育児休業等助成金
を一定の要件を満たした企業に対し
て下記の助成金を支給する。
①育児休業代替要員雇用助成金
②男性の育児休業取得助成金
③子の看護休暇有給制度創設助成金
助成金の見直しについて、「育児休
業」の周知促進が一定程度進んだも
のとして「育児休業取得助成金」を
廃止し、①②の助成金の予算額を拡
充している。
また、令和４年度に引き続き、関係
部局と連携した事業の周知に努め
る。

28,000
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

関連計画

今後の課題と
目標

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

Ａ A Ａ自己評価

実施
内容

令
和
４
年
度
実
績

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

放課後帰宅しても保護者が就労等に
より不在である小学校児童の安全を
確保し、健全に育成するために児童
会館で開設する「児童クラブ」と、
民間児童育成会及び届出のあった放
課後児童健全育成事業所により事業
を推進する。

共働きの負担軽減及び女性の活躍支
援のため、長期休業期間に児童クラ
ブにて昼食を提供する。

保護者の短時就労や傷病、リフレッ
シュなど一時的に保育が必要なとき
に保育所や幼稚園等において保育を
実施する。
平成27年度から子ども・子育て支
援新制度において法定事業に位置付
けられている。

事業名 留守家庭児童対策事業の促進
児童クラブにおける長期休業期間中
の昼食提供

一時預かり事業

基本的方向
-基本施策

1-3 1-3 1-3

担当部・室 子ども育成部 子ども育成部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

事業番号 49 － 50

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

狭隘化が著しい児童クラブの対策の
検討。

アンケート調査による効果検証及び
ニーズ把握を踏まえた手法の検討。

一時保育への需要は増加しており、
今後も保護者のニーズに応えるべく
一時保育実施施設の拡大を図ってい
く。

4,333,466 5,200 849,220

夏季休業期間に放課後児童クラブ
60か所を対象に４回、冬季休業期
間に放課後児童クラブ100か所を対
象に、３回昼食提供事業を試行実施
した。

以下の施設で実施
（1）一般型（非在園児対象）
　　・保育所　　　　　180施設
　　・幼稚園・認定こども園
　　　　　　　　　　　 150施設
（2）幼稚園型（在園児対象）
　　・幼稚園・認定こども園
　　　　　　　　　　　208施設
（3）２歳児受入促進事業
　　・幼稚園　　　　　　3施設

児童会館109館、ミニ児童会館90
館にて「児童クラブ」を運営。

民間児童育成会（4３か所）に対し
運営費を補助。

児童会館で開設する「児童クラブ」
の運営と、民間児童育成会への助成
金交付の２形態での事業を引き続き
推進する。

夏季休業期間に放課後児童クラブ
120か所を対象に４回、冬季休業期
間に放課後児童クラブ140か所を対
象に、３回昼食提供事業を試行実施
する。

実施施設を拡大して実施。
（1）一般型（非在園児対象）
　　・保育所　　　　　118施設
　　・幼稚園・認定こども園
　　　　　　　　　　　179施設
（2）幼稚園型（在園児対象）
　　・幼稚園・認定こども園
　　　　　　　　　　　253施設
（3）２歳児受入促進事業
　　・幼稚園　　　　　　 4施設

4,099,901 8,700 893,000
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

関連計画

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

今後の課題と
目標

自己評価

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

保育ママの居宅において、補助者と
ともに、保育の必要性の認定を受け
た3歳未満の乳幼児の保育を実施す
る。
平成27年度から子ども・子育て支
援新制度における認可事業に位置付
けられている。

就労形態の多様化に伴い、休日にお
ける保育に常態的に欠ける乳幼児を
対象に休日保育を実施する。
平成27年度から施行された子ど
も・子育て支援新制度において、施
設運営費に組み込まれることとなっ
ている。

保護者の就労形態の多様化等に伴う
保育時間の延長に対応するため、保
育所の自立的な延長保育への取組を
促進する。

事業名 家庭的保育事業（保育ママ） 休日保育事業 時間外保育事業

基本的方向
-基本施策

1-3 1-3 1-3

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

事業番号 51 52 53

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

119,243 2,736

令和２年度～令和６年度

第４次さっぽろ子ども未来プラン

主に通常の開所時間（7時から18時）を超えて
1時間又は2時間の延長保育を実施。
(1)公立保育所・認定こども園（19施設）
すべて1時間延長
(2)公設民営（夜間保育園）（3施設）
午前8時から10時
(3)私立保育所・認定こども園（376施設）
・1時間延長施設351施設
・2時間延長25施設
(4)私立地域型保育事業（137事業所）
・1時間延長120事業所
・2時間延長17事業所

多様化する保護者の保育ニーズに対
応し、保育所等待機児童数の減少に
つなげていく。

保育需要の多様化や利用者負担がな
くなったことにより、年々利用希望
者数及び利用人数が増大しており、
今後も保護者の就労支援のため、
ニーズの見込み・動向を見極めて実
施保育所の増加を図る。

第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

310,719

令
和
４
年
度
実
績

Ａ Ａ Ａ

令
和
５
年
度
実
施
計
画

職員を確保して安定的に休日保育が
実施できるよう、引き続き、実施施
設の増加を目指す。

(1)公立保育所・認定こども園（18
施設）
すべて1時間延長
(2)公設民営（夜間保育園）（3施
設）
午前8時から10時
(3)私立保育所・認定こども園
（384施設）
・1時間延長施設359施設
・2時間延長25施設
(4)私立地域型保育事業（135事業
所）
・1時間延長120事業所
・2時間延長15事業所

121,129 4,035 387,000

計画
内容

保育ママ７人（定員総数３5人）で
実施。

実施
内容

保育ママ９人（定員総数４5人）で
実施。

公立保育園３園、私立保育園9園にて実施。
(1)実施施設及び受入人数
公立保育園：北区保育・子育て支援センター、
豊平区保育・子育て支援センター、西区保育・
子育て支援センター　各20人
私立保育園：元町にこにこ保育園　15人、青
葉興正保育園　6人、北一条すずらん保育園
15人、にこまるえん白石　13人、札幌北はぐ
はぐ保育園　6人
小規模保育事業A型：ちびっこ保育ルーム平岸
ひまわり園　9人、にこまるえん東白石、にこ
まるえん南郷、おーるまいてぃ中央保育室　各
6人
(2)開所日数 66日
(3)利用人員 延べ　4,846人
（1日平均73.4人）

時間外保育に対するニーズは依然と
して増加しており、今後も保護者の
ニーズに応えるべく時間外保育実施
施設の拡大を図っていく。
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

Ａ Ａ

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

交通利便性の高い地域の賃貸物件等
で、保育の必要性の認定を受けた３
歳未満の乳幼児の保育を実施する。
平成27年度から子ども・子育て支
援新制度における認可事業に位置付
けられている。

保育所の整備を促進するために必要
な整備費を補助し、保育定員を拡大
するとともに、老朽化した施設を更
新して耐震性能を向上させ、安全な
保育環境を確保する。事業概要

主として従業員の子どもを対象とす
る施設に、地域の保育を必要とする
子どもの枠を設け保育を実施する。
平成27年度から子ども・子育て支
援新制度における認可事業に位置付
けられている。

小規模保育事業 私立保育所の整備事業名 事業所内保育事業

1-3 1-3
基本的方向
-基本施策

1-3

子育て支援部 子育て支援部担当部・室 子育て支援部

子ども未来局 子ども未来局担当局・区 子ども未来局

55 56事業番号 54

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

令和５年度定員増240人
【内訳】
・保育所新築（１件　90人増）
・保育所増改築（３件　90人増）
・賃貸等による保育所の創設（１件
60人増）

5,153,681 863,826

70,421

計画期間 令和２年度～令和６年度

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン

実施
内容

1２事業所で実施。
・定員計2１５人（うち地域枠９２
人）
・保育日・保育時間（地域枠）
　月～土曜の７時から18時まで
（ただし国民の祝日・年末年始を除
く）

今後の課題と
目標

多様化する保護者の保育ニーズに対
応し、保育所等待機児童数の減少に
つなげていく。

令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

令
和
４
年
度
実
績

多様化する保護者の保育ニーズに対
応し、保育所等待機児童数の減少に
つなげていく。

「子ども・子育て支援事業計画」に
基づき、既存施設を活用した保育の
受け皿確保を行うとともに、老朽化
した保育施設の更新により、より安
全で安心な保育環境の確保に取り組
んでいく。

1２事業所で実施。

361,120

4,786,964

1２６事業所で実施。

自己評価 Ａ

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

336,105

1３０事業所で実施。
・定員　７～19人
・定員総数　2,217人
・保育日・保育時間
　月～土曜の７時から18時まで
（ただし国民の祝日・年末年始を除
く、一部土曜保育なし）

令和４年度定員増120人
【内訳】
・賃貸等による保育所の創設（３件
120人増）
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン

令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度計画期間

今後の課題と
目標

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

地域型保育事業所の整備を促進する
ために必要な整備費を補助し、低年
齢児の保育定員を拡大する。

幼保連携型認定こども園又は幼稚園
型認定こども園の整備を促進するた
め、必要な整備費を補助し、保育定
員を拡大するとともに、老朽化した
施設を更新して耐震性能を向上さ
せ、安全な教育・保育環境を確保す
る。

保護者の就労時間の多様化により、
夜間の保育を必要とする保護者のた
めに、夜間保育を実施する。

事業名 地域型保育事業所の整備 認定こども園の整備 夜間保育事業

基本的方向
-基本施策

1-3 1-3 1-3

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

事業番号 57 58 59

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

今後も保護者のニーズに対応するた
め、夜間保育事業を継続していく。

第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

1,063,799

「子ども・子育て支援事業計画」に
基づき、既存施設を活用した保育の
受け皿確保を行うとともに、老朽化
した保育施設の更新により、より安
全で安心な保育環境の確保に取り組
んでいく。

－

1,607,770－

「子ども・子育て支援事業計画」に
基づき、既存施設を活用した保育の
受け皿確保を行うとともに、老朽化
した保育施設の更新により、より安
全で安心な保育環境の確保に取り組
んでいく。

－

－

令和４年度定員増399人
【内訳】
・幼保連携型認定こども園への移行（７
件　269人増）
※うち１件（10人増）は自主整備
・幼保連携型認定こども園の新築（１件
90人増）
・幼稚園型認定こども園への移行（２件
40人増）
※自主整備

夜間保育事業を３園で実施。

(1)札幌市大通保育園
【標準時間】10:00～21:00
【時間外保育】①8:00～10:00
　　　　　　　②21:00～24:00
(2)札幌市しせいかん保育園
【標準時間】10:00～21:00
【時間外保育】①8:00～10:00
　　　　　　　②21:00～22:00
(3)札幌市二十四軒南保育園
【標準時間】10:00～21:00
【時間外保育】①8:00～10:00
　　　　　　　②21:00～24:00

令和４年度定員増５人
【内訳】
・事業所内保育事業への移行（１件
５人増）
※自主整備

－ A A

令和５年度実施計画なし 令和５年度定員増170人
【内訳】
・幼保連携型認定こども園への移行
（２件　68人増）
・幼保連携型認定こども園の増築
（１件　12人増）
・幼保連携型認定こども園の新築
（１件　90人増）

令和４年度と同内容で実施。
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

43,341

①保育人材支援センターの運営
　保育士等確保実績　104人
②セミナー・合同説明会等開催
　対面式・オンライン式で各１回実
施。
③保育教諭資格取得補助
　実績なし
④保育士実態調査
　市内保育施設及び市内・近郊養成
校に対して調査を実施。

Ａ

令和４年度と同内容で実施。

43,000

保育人材確保に向け、各種事業を継
続して行っていく。

284,087

①札幌市保育支援者配置補助事業
　給付対象人数：415人
②札幌市保育人材確保に向けた一時
金給付事業
　給付人数　：1,179人
③札幌市潜在保育士短時間就労支援
補助事業
　給付対象人数　：141人
④保育人材イメージアップ事業
　保育士ポートレートパネル展の実
施、園児サプライズ動画の制作、
Web広告の実施等

A

⓵「札幌市保育支援者配置補助事
業」に「スポット支援員」のメ
ニューを新設
②～④令和4年度と同内容で実施。

397,000

保育人材確保に向け、各種事業を継
続して行っていく。

札幌市ひとり親家庭等自立促進計画

平成30年度～令和４年度計画期間

関連計画

母子家庭等の自立を支える事業であ
るため、今後も継続する。

今後の課題と
目標

①入学準備金
②就職準備金

－

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価 Ａ

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

潜在保育士の復職や求職と求人の
マッチング等を行う「保育士・保育
所支援センター」の運営、合同面接
会や高校生保育職場体験の実施、保
育士資格を取得する際に要する費用
の補助などにより保育人材の確保支
援を行う。

一定の期間を勤続した保育士に一時
金を給付する「保育人材確保に向け
た一時金給付事業」、中高生やその
保護者を対象とした「保育人材イ
メージアップ事業」等の実施によ
り、保育人材確保の支援を行う。

高等職業訓練促進給付金を受給して
いて、就職に有利な資格の取得を目
指すひとり親家庭の親に対し、修学
を容易にすることにより、資格取得
を促進するため、入学準備金と就職
準備金の貸付を行う。

事業名 保育士等支援事業 保育人材確保緊急対策事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
貸付金事業

基本的方向
-基本施策

1-3 1-3 2-1

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

60事業番号 － －

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

12,700

①入学準備金
（1）貸付件数　17件
（2）金額　8,500千円
②就職準備金
（1）貸付件数　21件
（2）金額　4,200千円
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

265,796 38,074 ―

①自立支援教育訓練給付金事業
支給人数　57人
②高等職業訓練促進給付金事業
支給人数　234人
③ひとり親家庭高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業
支給人数　1人

就業相談　延べ5,319件
就業情報の提供　延べ2,629人
母子・父子自立支援プログラム策定
数　36件
就業支援講習会　18講座開催
就業支援講習会参加者　143人

女性の多様な働き方支援窓口運営事
業として実施

B AＡ

関連計画

計画期間

今後の課題と
目標

計画
内容

令
和
５
年
度
実
施
計
画

ひとり親家庭支援センターの認知度
向上を図るため、広報を充実させて
いく。

同様の内容で、女性の多様な働き方
支援窓口運営事業として実施

①自立支援教育訓練給付金事業
②高等職業訓練促進給付金事業
③ひとり親家庭高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業

高等職業訓練促進給付金における対
象要件の緩和等を継続する。

ひとり親家庭等の就労による自立促
進のため、就労に関する各種相談、
求人情報の提供等に応じるほか、就
業支援講習会、就職準備・離転職セ
ミナー等の実施やハローワークと連
携して就業支援を行う母子・父子自
立支援プログラム策定事業を実施す
る。

302,000 38,509

女性の多様な働き方支援窓口運営事
業として実施

―

母子家庭等の自立を支える事業であ
るため、今後も継続する。

自己評価

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

ひとり親家庭等の就労による自立促
進のため、就労に関する各種相談、
求人情報の提供、就業支援バンク
（希望する雇用条件等を登録）によ
る就職斡旋、母子・父子自立支援プ
ログラムの推進、セミナー開催、知
識や技能を習得する各種講習会の開
催等により就業支援を実施する。

再就職を目指す女性を対象に、再就
職支援セミナー、個別カウンセリン
グ、職業紹介、職場定着支援を一体
として行う。（令和４年度より「女
性の多様な働き方支援窓口運営事
業」に統合して実施）

事業概要

①自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の親の資格取得を支援するため、市の指
定講座の受講終了後に、給付金を支給する。
②高等職業訓練促進給付金事業
ひとり親家庭の親が一定要件を満たす養成機関に通う
際に、生活の負担軽減のため、給付金を支給する。
③ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事
業
ひとり親家庭親又は子の学び直しを支援するため、高
等学校卒業程度認定試験の対策講座の受講費用などを
支援する。

ひとり親家庭等就業支援センター事
業の充実

再就職支援事業の実施事業名 ひとり親家庭自立支援給付金事業

2-1 2-1
基本的方向
-基本施策

2-1

子育て支援部 産業振興部担当部・室 子育て支援部

子ども未来局 経済観光局担当局・区 子ども未来局

62 63事業番号 61

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

Ｂ A

・市内７施設で実施
・更なる実施施設増を目指し、医療
機関等に参入を働き掛けていく。

男女の職業生活と家庭生活の両立と
専業主婦家庭を含めた、全ての子育
て家庭の支援を目的として実施す
る。
病児・病後児預かりにおける利用料
補助制度を平成25年3月から実施。

82,000 63,000

施設の地域偏在解消のため、市内の
小児科併設病院に対し、事業開設に
向けた働きかけを行いながら、事業
を継続していく。

活動数・会員数の増加に努める。

①札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン
2019　②第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

①令和元年度～令和４年度、②令和
２年度～令和６年度

令和２年度～令和６年度

関連計画

今後の課題と
目標

アンケート等の調査分析により、よ
り効果的な広報活動を行うことで、
女性の採用試験受験者の増加を目指
す。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

女性消防吏員を増やすためには、消
防を自らの職業として選択肢に含め
る女性を増やすことが喫緊の課題で
ある。そのための広報活動の手法に
ついて、アンケート等を実施し、調
査分析を行う予定。

－

自己評価 －

実施
内容

令
和
４
年
度
実
績

令和５年度新規事業

－ 63,660 58,826

市内７施設で実施
(1)対象
市内在住の生後5か月から小学校6
年生までの児童。
(2)開所時間等
月～土曜日の8時から18時まで。
（ただし、国民の祝日、8月15日、
年末年始は除く）
(3)延べ利用児童数
　1,488人

男女の職業生活と家庭生活の両立と
専業主婦家庭を含めた、全ての子育
て家庭の支援を目的に実施した。

活動数　4,901回
会員数　17,559人

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

女性消防吏員の増員に向け、より効
果的な広報活動等に努める。

子育てと就労の両立を支援するた
め、病気回復期にあって集団保育が
困難な児童を、勤務の都合等によ
り、家庭で保育できない保護者に代
わり、病院等に付設した施設で一時
的に預かる事業を推進する。

子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）と援助をしたい人（提供会員）
が会員組織をつくり、子育て家庭を
支援する仕組み。保育所の送り迎え
などを行い、地域で子育て家庭を支
える。急な発病や緊急を要する子ど
もの預かり等も行っている。

事業名 女性消防吏員の増員に向けた広報 病後児デイサービス事業
ファミリー・サポート・センター事
業

基本的方向
-基本施策

2-1 2-2 2-2

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部総務部

担当局・区 消防局 子ども未来局 子ども未来局

事業番号 － 64 65

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

計画期間
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

市内乳児院１か所、児童養護施設５
か所で事業を実施。
利用延べ日数（見込）：2,920日

16,720

今後も、引き続き当該事業を実施し
ていく。

関連計画
①札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン
2019、②さっぽろ未来創生プラン

①札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン
2019、②さっぽろ未来創生プラン

テレワーク導入企業が、出勤中心の働き
方へと回帰し、働き方改革として定着し
ないことが懸念される。
そのため、コロナ対策としてのテレワー
クではなく、働き方改革の一つとしてテ
レワークの普及促進・定着を推進してい
く。
また、テレワークに限らず、多様な働き
方の実現に向けた働き方改革に係る取組
を推進し、人材確保・定着に向けた支援
を行う。

利用者からの労働条件・職場環境をはじ
めとする相談内容等を踏まえた効果的な
支援の在り方を検討していく。
※本事業は「就業サポートセンター等事
業費」内で委託により実施しており、予
算額は女性部分に限らず、事業全体の金
額を記載している。

今後の課題と
目標

自己評価 B

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

105,854 185,866

テレワーク導入に係る各種相談や機器展示・体
験コーナーの設置、機器の購入経費の補助、各
種セミナーの実施により、新しい生活様式に対
応した市内中小企業等の就労環境整備を推進。
また、テレワーク導入に課題を抱えている企業
に専門家を派遣し、導入相談・補助金の活用・
定着までを支援するパッケージ型の補助制度を
新設することで、更なる支援の充実を図る。
①窓口利用実績
　来所：705社、電話：906件
②補助金交付：111社/40,335千円
③企業向けオンラインセミナー：実施回数30
回/参加人数162人

就業サポートセンター及びあいワークにおいて、ハローワー
ク等と連携を図りつつ、職業相談員による相談を実施した。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により離職等を余儀
なくされた求職者を支援する専門相談窓口を設置しており、
個々の状況に合わせたきめ細かな相談を実施したほか、専門
の相談員による「仕事の悩み相談」を実施した。社会保険労
務士による「労働問題・社会保険等に関する相談」について
は、感染症に起因する相談件数の増加に対応するため、相談
拠点を拡充し、仕事等に関する幅広い相談を受け付けた。
・職業相談件数　63,846件
・仕事の悩み相談件数　11件
・労働問題・社会保険等に関する相談件数　489件
※各実績は男女の相談件数の合計値。
※本事業は「就業サポートセンター等事業費」内で委託によ
り実施しており、決算額は女性部分に限らず、事業全体の金
額を記載している。

市内乳児院１か所、児童養護施設５
か所で事業を実施。
利用延べ日数：1,351日

7,900

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

児童を養育している家庭の保護者
が、疾病等の社会的な事由により家
庭における児童の養育が一時的に困
難となった場合に、児童養護施設等
において児童を一時的に養育する。

女性をはじめとする市民の有業率向
上や働きやすい労働環境整備の促進
を目的にテレワーク導入及び業務管
理システム導入の普及促進に関する
事業を実施する。（令和５年度より
「女性活躍に向けた働き方改革サ
ポート事業」と統合し「働き方改革
推進事業」として実施）

労働・職場環境が厳しくなる中、職
場でストレスを感じる労働者が増え
ている状況において、面談または電
話による相談に応じるとともに、専
門の相談機関を紹介するなど、問題
解決に向けて助言を行う。（令和５
年度より「就業サポートセンター等
事業」として実施）

事業名 子育て短期支援事業
テレワーク・業務管理システムの普
及促進

仕事に関する相談の実施

基本的方向
-基本施策

2-2 2-2 2-2

担当部・室 児童相談所 産業振興部 産業振興部

担当局・区 子ども未来局 経済観光局 経済観光局

事業番号 124 66 67

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

B A

テレワークの活用等による働き方改革の
推進により、個々のライフスタイルに応
じた多様な働き方が可能な社会を実現す
るとともに、職場における労働環境の改
善を図ることで企業の人材確保・定着を
支援する。
○テレワーク導入補助金
通常申請枠…補助率：２/３、上限額：
40万円、交付枠：150件
専門家派遣枠…補助率：２/３、上限
額：60万円、交付枠：100件
○専門窓口「札幌市働き方改革・人材確
保サポートセンター」の常設・運営
○セミナー開催：30回
○オンライン出前講座：10社
○コンサルティング支援：10社
○事例集の作成・好事例発表会の開催

再就職を目指す方を対象に、再就職
支援セミナー、個別カウンセリン
グ、職業紹介を一体として行いま
す。
また、労働・職場環境が厳しくなる
中、職場でストレスを感じる労働者
が増えている状況において、面談ま
たは電話による相談に応じるととも
に、専門の相談機関を紹介するな
ど、問題解決に向けて助言を行いま
す。

194,000 195,000

①令和元年度～令和４年度、②令和２年
度～令和６年度

①令和元年度～令和４年度、②令和２年
度～令和６年度計画期間
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

令和元年度～令和４年度 令和元年度～令和４年度

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

起業や副業など多様で柔軟な働き方
の支援を行い、新たな価値を創造す
るビジネスの創出やロールモデルの
発信をとおして、多様な働き方が浸
透するよう促す。

関連計画

今後の課題と
目標

A自己評価

実施
内容

起業を含めた柔軟な働き方を支援す
ることで女性の経済的自立を目指
し、女性が活躍できる環境づくりの
一環を目的にコワーキングスペース
の運営を実施した。

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

起業を含めた柔軟な働き方を支援す
ることを目的にコワーキングスペー
スの運用を実施する。

起業に関心がある方や起業に向けた
第一歩を踏み出す前の方を対象に、
起業に関する気軽な学びの場を提供
する講座を実施する。

事業概要

働きたいとは思いながらも、家事・
育児との両立、長期のブランク等の
様々な不安により就職活動を行うこ
とをためらっている女性を対象とし
た相談窓口を設置し、意欲向上、自
信回復、スキルアップを図り、個々
の希望に合った働き方を実現するた
めの支援を行う。

働く女性のためのキャリア支援事業
「コワーキングスペース」

起業志望者向け講座事業名
女性の多様な働き方支援窓口運営事
業

2-3 2-3
基本的方向
-基本施策

2-2

産業振興部 男女共同参画室 産業振興部担当部・室

市民文化局 経済観光局担当局・区 経済観光局

69 70事業番号 68

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

起業や副業など多様で柔軟な働き方
の支援を行い、新たな価値を創造す
るビジネスの創出やロールモデルの
発信をとおして、多様な働き方につ
いて広く発信する。

2,750
（男女共同参画センター運営管理費）

①令和元年度～令和４年度、②令和２年
度～令和６年度

①札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン
2019、②さっぽろ未来創生プラン

女性を取り巻く雇用情勢や求職者の
ニーズ等を踏まえた上で、きめ細や
かで効果的な就労支援の在り方を検
討していく。

引き続き、個別相談、セミナー、職
場体験、在宅ワークスキル入門講座
を実施。
また、より気軽に利用できるよう
ホームページの機能強化（チャット
相談やセミナー動画配信・オンライ
ン対応等）や職場見学ツアーを実施
するほか、直接的な就労支援とし
て、ミニ合同企業説明会を実施す
る。

58,000

A

ここシェルジュSAPPOROにおい
て、個別相談、セミナー、職場体験
等を実施したほか、在宅ワークに活
用できるスキルを習得する「在宅
ワークスキル入門講座」を新たに実
施。
・登録者（累計）：3,028人
・個別相談件数：1,887件
・セミナー参加者数：延べ642人
・就職を希望する登録者のうち、就
職活動を始めた人の割合：72.5%

令
和
４
年
度
実
績

計画
内容

1,903
（男女共同参画センター運営管理費）

図書・情報館、創業支援団体等との
連携による講座を全５回開催し、
174人が参加した。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

引き続き創業支援団体等と連携し、
起業に関心がある方等を対象にした
講座を実施する。

900

A

90057,030

講座内容を適宜見直しつつ、創業支
援団体等と連携しながら、若年層や
女性を対象とした講座を継続し、起
業志望者の裾野拡大につなげてい
く。

計画期間

 　73 あ



決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 令和元年度～令和４年度令和元年度～令和４年度 令和元年度～令和４年度

関連計画

今後の課題と
目標

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

自己評価 A

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

起業を目指す方を対象としたセミ
ナーや経営に関するセミナー等を実
施するほか、札幌市産業振興セン
ターのインキュベーション施設
「Sapporo Business VILLAGE」
入居者への支援を実施する。

女性中小企業診断士による相談窓口
を開設し、女性の起業や経営に関す
る相談を受けるほか、女性起業家交
流会を実施し、女性の起業を支援す
る。

社会や地域の課題をビジネスの手法
で解決する「ソーシャルビジネス」
分野で起業を目指す方等を対象とし
て、連続講座等を実施する。

事業名
起業や経営に関する講座等による支
援

女性の起業に対する支援 ソーシャルビジネス担い手育成講座

基本的方向
-基本施策

2-3 2-3 2-3

担当部・室 産業振興部 産業振興部 産業振興部

担当局・区 経済観光局 経済観光局 経済観光局

事業番号 71 72 73

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

実施
内容

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

令
和
４
年
度
実
績

8,546
75,651

（中小企業支援センター運営費）
－

札幌市産業振興センターにおいて中
小企業経営者や従業員を対象とした
セミナーを実施（58回、参加者数
1,091人。その内、創業者向けのセ
ミナー24回、参加者数418人）。
スタートアップ・プロジェクトルー
ムは令和４年度末時点で入居率
88.8％（16室/18室）。

・女性起業家や起業を志望する女性
を対象に、女性中小企業診断士によ
る起業や経営に関する相談窓口を開
設（令和４年度相談件数151件）。

札幌学院大学と連携し、札幌市産業
振興センターにおけるセミナーの一
貫として、ソーシャルビジネスの専
門的かつ実践的な担い手育成のため
の連続講座を実施。
・さっぽろソーシャルビジネスス
クール（連続講座）　令和４年度参
加者数19人

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

起業支援や経営に関する情報提供な
どを行い、女性を含む起業を目指す
方を支援する。

民間ネットワークなど他の起業支援
事業と連携を図り、女性の起業促進
に向けた支援を継続して実施する。

女性起業家からも高い関心を集める
ソーシャルビジネスに関する講座を
開催し、女性の起業を支援する。

引き続き、札幌市産業振興センター
指定管理者が各種セミナー開催及び
インキュベーション施設の入居者支
援を実施する。

引き続き、女性中小企業診断士によ
る起業や経営に関する相談窓口を開
設する。

引き続き、ソーシャルビジネスの担
い手に関する講座を実施する。

8,546
68,624

（札幌中小企業支援センター運営費）
－

A A
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

令和元年度～令和４年度 事業番号66参照

関連計画
札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

事業番号66参照

計画期間

今後の課題と
目標

令和５年度から「男女がともに活躍
できる環境づくり応援事業」に統合
し、男女がともに暮らし働きやすい
社会を目指して、市民・企業向けの
フォーラムの実施や、冊子や動画を
活用した普及啓発を行う。

ダイバーシティのある企業がなぜ企
業力が強いのか、専門家をおよびし
て直接経営者に講和いただいたこと
で危機感を持ち取り組み行って頂く
きっかけになったと評価できる。効
果的なアプローチを継続して行って
いく。

女性リーダー養成研修やコワーキン
グスペースの運営のほかに、企業・
組織におけるダイバーシティ促進や
女性活躍促進、男性の育休促進など
を目的に企業に対する働きかけを行
う。また、企業や副業など多様で柔
軟な働き方の支援を行い、新たな価
値を創造するビジネスの創出やロー
ルモデルの発信をとおして、多様な
働き方について広く発信する。
・企業向けセミナー
・誰もが働きやすい環境作り事業

4,028
（男女共同参画センター運営管理費）

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

令和５年度から「男女がともに活躍
できる環境づくり応援事業」に統合
し、男女がともに暮らし働きやすい
社会を目指して、市民・企業向けの
フォーラムの実施や、冊子や動画を
活用した普及啓発を行う。

4,155

自己評価 B A

令
和
４
年
度
実
績

2,730
2,217

（男女共同参画センター運営管理費）

実施
内容

ジェンダー平等やダイバーシティ推
進等幅広いテーマの連続12講座の
オンラインフォーラムを実施し、男
性の参加率は32.2％だった。
また、男性の家庭参画をテーマとし
た冊子を社内研修用資料として企業
に配布したほか、各区役所や男女共
同参画センター等で配架した。

市民や企業に向けて、女性リーダー
の必要性や社会的役割の理解を深め
る事業や、性別を問わず一人一人の
可能性を拡充することを目的とした
セミナーを実施した。
・ワーク・ライフ支援事業

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

男女が共に働きやすい社会を目指し、
札幌市の女性を取り巻く環境の実情
や、様々な活躍の形を共有することに
加え、女性に限らず、男性や企業、学
生などが様々な立場から課題解決の方
向性や方策を見出す場として、官民協
働のフォーラム等を開催する。（令和
３年度より男女が共に活躍できる職場
づくり応援事業を統合して実施）

企業や組織における女性の就業継
続、女性活躍を推進するため、人材
育成と環境整備に係る事業を実施す
る。また、起業や地域活動など、多
様な働き方の実現を目指す。

女性の継続就労を支援するため、女性社員向
け、企業向けに仕事と子育ての両立のコツや女
性が働きやすい職場環境づくりについてのセミ
ナー等を開催する。また、経済界と連携して、
女性活躍推進に向けた企業の働き方改革ロール
モデル集を作成し、市内企業へ広く波及させ
る。（令和５年度より「テレワーク・業務管理
システムの普及促進」と統合し「働き方改革推
進事業」として実施）

事業名
さっぽろ女性活躍・働き方改革応援
事業

ワーク・ライフ支援事業
女性活躍に向けた働き方改革サポー
ト事業

基本的方向
-基本施策

3-1 3-1 3-1

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 産業振興部

担当局・区 市民文化局 市民文化局 経済観光局

事業番号 74 75 76

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

事業番号66参照

令和５年度より「女性活躍に向けた
働き方改革サポート事業」と「テレ
ワーク・業務管理システムの普及促
進」を統合し「働き方改革推進事
業」として実施。事業番号66にて
「働き方改革推進事業」の内容を記
載。

事業番号66参照

A

8,475

女性が活躍しやすい環境整備に係る
企業向けのオンライン出前講座及び
専門家によるコンサルティング支援
を実施するとともに、働き方改革に
関する事例等の紹介冊子を作成し広
く波及・浸透させることで、女性が
働きやすい環境づくりを支援。

①出前講座：派遣回数10回/参加者
数192人
②働き方改革コンサルティング：コ
ンサルティング支援：10社
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 令和元年度～令和４年度 令和元年度～令和４年度

関連計画
札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

今後の課題と
目標

令和５年度から「さっぽろ女性活
躍・働き方改革応援事業」を統合
し、「男女がともに活躍できる環境
づくり応援事業」として、更なる認
証取得促進に向け、企業訪問や広報
啓発の効果的な在り方を検討してい
く。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

令和５年度から「さっぽろ女性活
躍・働き方改革応援事業」を統合
し、「男女がともに活躍できる環境
づくり応援事業」として、企業認証
制度の運用を行うとともに企業訪問
による制度の周知、社会保険労務士
等のアドバイザーを派遣し、企業の
取組支援を行う。

4,845

自己評価 A

令
和
４
年
度
実
績

4,742

実施
内容

・企業認証制度
「札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制
度」の令和４年度末時点の認証件数は884社（ステッ
プ１:436社、ステップ２:228社、ステップ3:220
社）。
・企業訪問
市内企業に訪問員を派遣し、企業認証制度やアドバイ
ザー派遣制度の積極的な周知。令和４年度の訪問実績
375件
・アドバイザーの派遣
希望する市内企業に社会保険労務士等のアドバイザー
を無料で派遣。令和４年度の派遣実績は７件。
・企業セミナー
「未来へつなぐ『ワークとライフ』」（9月28日
（水）開催、270人参加）

プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

一般中小企業振興資金の「札幌みら
い資金」において、女性の活躍推進
等に取り組む中小企業に対して金融
支援を行う。

事業概要

ワーク・ライフ・バランスや女性の活
躍推進に積極的に取り組む企業を独自
の基準で認証する「札幌市ワーク・ラ
イフ・バランスplus企業認証制度」の
運用を行い、多様な支援を実施するほ
か、認証取得企業の広報啓発を行う。
（令和３年度よりさっぽろ女性活躍・
働き方改革応援事業に統合して実施）

女性活躍推進等に取り組む中小企業
への融資

事業名
男女が共に活躍できる職場づくり応
援事業

3-2
基本的方向
-基本施策

3-2

担当部・室 男女共同参画室 産業振興部

経済観光局担当局・区 市民文化局

78事業番号 77

【基本目標Ⅱ　男女の多様な働き方の推進】

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）及び女性の職業生活に
おける活躍を推進するための取り組
みを行い、札幌市ワーク・ライフ・
バランスplus企業認証の認証（ス
テップ２以上）を取得した中小企業
者等への融資制度の情報提供などを
行い、融資制度の利用促進を図る。

引き続き、ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）及び女性の
職業生活における活躍を推進するた
めの取り組みを行い、札幌市ワー
ク・ライフ・バランスplus企業認証
の認証（ステップ２以上）を取得し
た中小企業者等を「札幌みらい資
金」の融資対象とし、女性の活躍推
進に取り組む中小企業への金融支援
を実施する。

95,541,000
（中小企業金融対策資金貸付事業）

A

88,441,169
（中小企業金融対策資金貸付事業）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）及び女性の職業生活に
おける活躍を推進するための取り組
みを行い、札幌市ワーク・ライフ・
バランスplus企業認証の認証（ス
テップ２以上）を取得した中小企業
者等を「札幌みらい資金」の融資対
象とし、女性の活躍推進に取り組む
中小企業への金融支援を実施。
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

令和２年度～令和６年度 平成30年度～令和５年度

今後の課題と
目標

生理用品に関して専門家をおよびし
正しい情報発信の場としてインパク
トが大きかったと評価できる。今後
も市民に対して、社会に対する問題
提起や生理の貧困、フェムテック等
の女性の課題解決を促す。

地域や学校等の関係機関との連携に
より、思春期保健の課題を共有し、
地域特性に応じた普及啓発や支援を
行っていく。

早急な受診が必要と考えられる患者
の受入れを行う産婦人科救急医療機
関の安定的な確保に努めていく。

関連計画 第4次さっぽろ子ども未来プラン さっぽろ医療計画2018

計画期間

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

女性のリプロダクティブ・ヘルス/
ライツに関する学びの場を、時勢に
会ったテーマで提供する。
・健康支援事業

57
（男女共同参画センター運営管理費）

１　人工妊娠中絶・性感染症の予防
に関する保健指導の実施
・医療機関による指導・相談
・保健センターによる相談
２　普及啓発
大学・専門学校の学生及び児童・生
徒への保護者への普及啓発
３　職員研修の実施

引き続き、「産婦人科救急情報オペ
レート業務」及び「産婦人科救急相
談電話」を実施し、必要な方へ適切
な救急医療の提供を図っていく。

2,033 161,267

自己評価 A

944
思春期ヘルスケア事業と合算

135,072

1　人工妊娠中絶・性感染症の予防に関
する保健指導の実施
・医療機関による指導・相談　1,585件
・保健センターによる相談
２　普及啓発
大学・専門学校の学生及び児童・生徒の
保護者への普及啓発　6,610件
小中高校生への普及啓発　2,540件
３　職員研修

産婦人科救急医療機関への搬送依頼
に迅速に対応するため、空きベッド
状況を確認し搬送コーディネートを
する「産婦人科救急情報オペレート
業務」及び産婦人科疾患に関する相
談を受けることで相談者の不安を解
消する「産婦人科救急相談電話」を
引き続き実施した。

相談時間：19時から翌日9時
相談件数：1,199件

Ｂ Ａ

令
和
４
年
度
実
績

77
（男女共同参画センター運営管理費）

実施
内容

参加者がSRHRや自身の体や体の自
己決定権について学び、権利の行使
について考えるきっかけの提供を目
的に実施した。
・ジェンダーイシューにかかわる事
業/健康支援事業：１回

事業概要

性と生殖に関する健康と権利につい
て意識の普及を目的に講座・セミ
ナー等を実施する。

10～20代の人工妊娠中絶及び性感
染症の罹患・反復防止のため、医療
機関と保健センターが連携し正しい
避妊方法や性感染症予防のための相
談・指導を行う。

産婦人科救急医療機関への搬送依頼
に迅速に対応するため、空きベッド
状況を確認し搬送コーディネートを
する「産婦人科救急情報オペレート
業務」及び産婦人科疾患に関する相
談を受けることで相談者の不安を解
消する「産婦人科救急相談電話」を
実施する。

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業名 健康支援事業
思春期から若者世代を対象とした性
に関する正しい知識の普及啓発

産婦人科救急コーディネート事業

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 1-2

担当部・室 男女共同参画室 保健所 保健所

担当局・区 市民文化局 保健福祉局 保健福祉局

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

事業番号 79 80 81
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 令和元年度～令和５年度

今後の課題と
目標

上記１の事業においては、中学校に
おいては、隔年で実施し、２年で全
校は県する仕組みを継続していく。
小学校においては、希望しても派遣
校とならないこともあるため、自校
での取組を充実させることや、派遣
数の増加を検討していく。

関連計画 札幌市教育振興基本計画≪改定版≫

今後も母子手帳交付時に全ての妊婦
と面談し、リスクアセスメントを実
施し、ハイリスク妊婦を早期に把握
し支援につなぐ。

乳児家庭全戸訪問の訪問実施率は高
い水準を維持しているため、現状を
維持していく。
初妊婦訪問事業の実施率は増加傾向
にある。令和５年度からは支援を必
要とする経妊婦の訪問も開始する。

第4次さっぽろ子ども未来プラン 第4次さっぽろ子ども未来プラン

令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

自己評価

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１　産婦人科医師及び助産師による
講師派遣事業
〇講師派遣校数
・小学校35校
・中学校41校
・高等学校３校

２　「人間尊重の教育」推進事業に
おいて、「多様な性」を窓口に人間
尊重の意識を高める教育活動を進め
る上で「性に関する指導の手引」を
活用予定。

1,600

継続して母子健康手帳交付時に保健
師や母子保健相談員が面接し、相
談・助言・保健指導を行う。

妊娠届出書、出産連絡票等を基に対
象者に訪問指導を行う。

3,766 87,296

Ａ Ａ

実施
内容

A

１　産婦人科医師及び助産師による
講師派遣事業
〇講師派遣校数
・小学校35校
・中学校41校
・高等学校３校

２　「人間尊重の教育」推進事業に
おいて、「多様な性」を切り口とし
た教育活動を進める上で「性に関す
る指導の手引」を活用した。

1,061

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
４
年
度
実
績

3,223 62,815

１　母子健康手帳の交付時の面接
　10,930件
２　母子健康手帳交付時の面接時に
　把握したハイリスク妊婦への支援
　2,318件

母子保健訪問指導事業
・初妊婦訪問件数
　3,669件（延べ）
・乳児家庭全戸訪問件数
　未確定

事業概要

安心・安全な妊娠・出産及び児童虐
待予防のために、母子健康手帳交付
時に妊婦と面接し、妊婦の不安を軽
減するとともに、リスクアセスメン
トを実施することで、ハイリスク妊
婦を早期に把握し、継続的な支援を
行う。

保健師や母子保健訪問指導員の訪問
により、妊娠・出産・育児などに関
する正しい知識の普及啓発ととも
に、乳児及び妊産婦の心身の状況や
養育環境の把握を行うなど、育児相
談・保健指導を実施する。

子どもの発達の段階や実態に応じた
性に関する指導が、学校の教育活動
全体を通じて推進されるよう、「性
に関する指導の手引」を活用した指
導方法に関わる実践研究を行う。ま
た、産婦人科医師や助産師を学校に
派遣して講演を行い、学校における
性に関する指導の充実を図る。

事業名 妊娠期からの相談支援の充実 母子訪問指導事業の推進 性に関する指導の充実

基本的方向
-基本施策

1-2 1-2 1-3

担当部・室 保健所 保健所 学校教育部

担当局・区 保健福祉局 保健福祉局 教育委員会

事業番号 82 83 84

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

今後も性的マイノリティに関する市
民理解を促すほか、性的マイノリ
ティが抱える様々な困難の解消に繋
がるよう取組を行う。

今後も性的マイノリティに関する市
民理解を促すほか、性的マイノリ
ティが抱える様々な困難の解消に繋
がるよう取組を行う。

今後の課題と
目標

今後も性的マイノリティに関する市
民理解を促すほか、制度登録企業の
拡大を図り、性的マイノリティの
方々への理解が更に社会全体に広が
るよう取組を行う。

関連計画

3,192 28 1,980

A A

29 1,925－

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き制度の運用を継続し、企業
での取組や対応を促す。
社会全体への更なる理解の広がりを
目指し、市内企業へ制度の登録勧奨
や研修講師の派遣を新たに実施し、
登録企業の拡大を図る。

引き続き制度の運用を継続し、市民
理解の増進及び人権尊重意識の醸成
を図る。

引き続き誰もが気軽に相談できる窓
口を開設することで、正しい知識の
普及啓発を図る。

A

実施
内容

自己評価

令
和
４
年
度
実
績

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

令和４年度は９社の企業が登録し
た。（平成29年10月１日の制度開
始から累計73社）

令和４年度は34組の方々が宣誓を
行った。（平成29年6月1日の制度
開始から累計183組）
また、市外への転居時に手続きを一
部簡素化できるよう、道内の制度導
入自治体（北見市、江別市、苫小牧
市、岩見沢市、帯広市、函館市、北
斗市）と連携協定を締結した。

プラン掲載事業・掲載外事業

性的マイノリティの方の思いを受け
止めつつ、市民理解の増進及び人権
尊重意識の醸成を図るため、性的マ
イノリティに係るパートナーシップ
の宣誓制度を運用する。

性的マイノリティが抱える困難の解
消に繋げるため、誰もが気軽に相談
できる電話相談窓口を開設し、正し
い知識の普及啓発を図る。

令和４年度は213件の相談が寄せら
れた。（平成29年６月1日の開設か
ら累計1,253件）

札幌市パートナーシップ宣誓制度の
運用

性的マイノリティ電話相談事業

事業概要

性的マイノリティに関する企業での
取組や対応を促すため、取組状況に
応じて評価を実施し、LGBTフレン
ドリー企業として登録をする。登録
企業の情報について、積極的に広報
啓発を行う。

事業名
札幌市LGBTフレンドリー指標制度
の運用

プラン掲載事業・掲載外事業

2-1
基本的方向
-基本施策

2-1

担当部・室 男女共同参画室

2-1

男女共同参画室 男女共同参画室

市民文化局担当局・区 市民文化局 市民文化局

86 87事業番号 85

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

今後の課題と
目標

今後も性的マイノリティに関する市
民理解を促すほか、性的マイノリ
ティが抱える様々な困難の解消に繋
がるよう取組を行う。

LGBTの理解促進に寄与する図書を
選書するほか、今まで興味・関心の
なかった層にも手に取ってもらえる
よう、展示方法等を工夫する。

関連計画

計画期間

－

自己評価 B

計画
内容

引き続き取組を継続し、理解促進を
図る。

3,002

A

令
和
５
年
度
実
施
計
画

・関連図書の収集を継続し、LGBT
コーナーの充実を図る。
・「さっぽろレインボープライド」
期間に合わせ、特設展示スペースで
男女共同参画室との連携展示を行
う。

プラン掲載事業・掲載外事業

実施
内容

性的マイノリティに関する正しい知
識の普及を目的として、リーフレッ
トやカードの作成、地下鉄車内での
広告掲出などの広報啓発を行った。
また、市民・企業向け講演会はオン
ラインで開催したが、予定していた
職員研修は、新型コロナウイルス感
染症の影響を考慮し、中止した。

令
和
４
年
度
実
績

3,388 －

図書室内にLGBTコーナーを設置
し、関連図書を集約・展示するとと
もにパンフレット等を配架すること
により、当事者や一般利用者への情
報提供を行った。

事業概要

性的マイノリティの理解促進を図る
ために、ホームページやリーフレッ
トなどを活用して広報啓発を行う。

当事者の支えとなるようなLGBT関
連図書を展示することで、当事者に
とって図書館が開かれた場所である
ことを知ってもらうとともに、一般
利用者にも情報を提供する。

事業名 性的マイノリティの理解促進 LGBTコーナーの設置

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1

担当部・室 男女共同参画室 中央図書館

担当局・区 市民文化局 教育委員会

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

事業番号 88 －

 　80



決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

市民へ気づきの場を提供し、社会課
題を自分事として考えるきっかけと
なる事業を実施することができた。
多様な課題に対し男女共同参画セン
ターが持つ多様な繋がりやネット
ワークを生かして、適切なインテー
クを行っていく。

今後も継続的な普及啓発活動を進め
る。

今後の課題と
目標

参加者のアンケートでは好評をいた
だくことが多く事業実施のインパク
トが大きいことが評価できる。
参加者の年代や所属、環境等に合わ
せたプログラムを展開できるよう丁
寧なヒアリングを行い効果的にジェ
ンダーに対する学びを深められるよ
う実施していく。

A A

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

様々な地域でワークショップを行
い、男女共同参画社会や市民参画の
啓発を進める。
また、若年層を取り巻くジェンダー
課題についての講演会やワーク
ショップなど、対象者に合わせた活
動を考え、実施する。
・ジェンダー・イシュー事業
・子ども・若者のためのエンパワメ
ント事業
・アウトリーチ事業

DVや性暴力等、女性に対する暴力
を許さない社会を作るために活動す
る団体への支援、意識啓発を行う。
・団体の支援
・ジェンダー・イシュー事業
・相談窓口
・アウトリーチ事業

－ －

DV防止パンフレット及びデートDV
防止啓発リーフレットを作成・配布
するほか、高校生によるデートＤＶ
防止啓発動画を市公式YouTubeに
公開する。

女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日（日）～11月25日
（土））：さっぽろテレビ塔パープ
ルライトアップ、地下鉄大通駅・Ｊ
Ｒタワー札幌デジタルサイネージ、
生活情報誌への広告掲出

1,996

自己評価 A

実施
内容

アンコンシャスバイアスや身近な
ジェンダー課題を見つめることがで
きるワークショップ等を実施した。
また、ダイバーシティとジェンダー
に関する意識啓発のため、学校や企
業、地域に出向く等、施設外におい
ても積極的に啓発を行った。
・ワーク・ライフ支援事業/環境整
備事業：10回
・ワークショップ事業：25回

DVや性暴力等を許さない社会をを
作るため、性暴力被害者の支援者を
養成するための講座を実施した。
・ワークショップ事業：1回
・男女共同参画団体支援事業：2回

DV防止パンフレット及びデートDV
防止啓発リーフレットを配布したほ
か、高校生によるデートＤＶ防止啓
発動画を市公式YouTubeに公開し
た。

女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日（土）～11月25日
（金））：さっぽろテレビ塔パープ
ルライトアップ、地下鉄大通駅・Ｊ
Ｒタワー札幌デジタルサイネージ、
地域情報誌への広告掲出

－ 2,115

令
和
４
年
度
実
績

－

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

配偶者暴力は犯罪となる行為をも含
む重大な人権侵害であることを理解
してもらうため、男女共同参画活動
団体との共催による講演会の実施な
どセンターにおける普及啓発活動を
進める。

配偶者暴力は犯罪となる行為をも含
む重大な人権侵害であることを理解
してもらうため、パンフレットや各
種広報媒体を活用した普及啓発を行
う。事業概要

男女共同参画に関する問題を様々な
角度から見つめ直し、理解と関心を
深めてもらうとともに、男女共同参
画についての取り組みを促すための
講座などを開催する。

配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

事業名 男女共同参画に関する講座の推進

1-1 1-1
基本的方向
-基本施策

1-1

男女共同参画室 男女共同参画室担当部・室 男女共同参画室

市民文化局 市民文化局担当局・区 市民文化局

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

90-1 90-2事業番号 89
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

A

○女性に対する暴力をなくす運動パ
ネル展
　日程：11月18日（土）～25日
（土）
　場所：中央区民センター
　内容；パネルの展示

－

区民に対し、女性への暴力の根絶の
必要性をより理解してもらうため、
今後も継続して広報及び啓発活動を
実施したい。

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

今後も広く情報収集に努める。 配偶者暴力根絶や男女共同参画につ
いて、より多くの区民に理解しても
らえるよう今後も普及啓発活動を継
続していく。

自己評価

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

被害者の視点に立った施策や効果的
な対策の推進に向け、国や他地方自
治体等の配偶者暴力の被害の現状や
被害者の状況などの情報収集に努め
る。

男女共同参画パネル展
（気にしてみると気になる言葉）
（DV・デートDV)
期間：９月26日（火）～
　　　９月29日（金）予定（４日
間）
会場：東区民センター１階ロビー

－ －

実施
内容

被害者の視点に立った施策や効果的
な対策の推進に向け、国や他地方自
治体等の配偶者暴力の被害の現状や
被害者の状況などの情報収集に努め
た。

A C

令
和
４
年
度
実
績

－ －

男女共同参画パネル展
（気にしてみると気になる言葉）
（DV・デートDV)
期間：９月22日（木）～
　　　９月29日（木）（8日間）
会場：東区民センター１階ロビー
※新型コロナウイルス感染症の影響
により中止した。

－

○女性に対する暴力をなくす運動パ
ネル展
　日程：11月19日（土）～25日
（金）
　場所：中央区民センター
　内容；パネルの展示

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

被害者の視点に立った施策や効果的
な対策の推進や加害者対策につい
て、国内の動向を注視し情報収集に
努めることが必要であるため、調査
研究等の情報の収集に努め、施策へ
の反映について検討する。

配偶者暴力根絶に向けて、区民の理
解を深めるとともに意識啓発を行う
ことを目的に、パネル展及び啓発物
品の配布を行う。

配偶者暴力根絶及び男女共同参画に
関して意識の啓発を図るためパネル
展を実施する。

事業名 配偶者暴力に関する調査研究の推進
配偶者暴力根絶のための区民への普
及啓発

配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 1-1

担当部・室 男女共同参画室 市民部 市民部

担当局・区 市民文化局 中央区 東区

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

事業番号 91 92 93
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

女性に対する暴力は、多くの人々に
関わる社会的問題であるという認識
を区民に広く浸透させるため、今後
も継続していく。

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展

１　実施期間
11月13日（月）～11月17日
（金）

２　実施場所
白石区民センター　ロビー

３　実施内容
配偶者等からの暴力に関する普及啓
発を目的としたパネル展を実施

－

A

今後も配偶者等女性に対する暴力根
絶のため、広報・啓発に取り組み、
区民に理解を得られるよう継続す
る。

関連計画

計画期間

「女性に対する暴力をなくす運動」
ポスター掲示
期間：11月1０日（金）～２７日
（月）
場所：豊平区内地下鉄８駅
内容：地下鉄掲示板への啓発ポス
ター掲示を実施。

－

今後の課題と
目標

今後も継続して、DV根絶に関する
広報・啓発に取組み、より多くの区
民を理解を深めることができるよう
努める。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

「ストップＤＶパネル・ポスター展」
会場：地下鉄新さっぽろ駅構内（調整
先：札幌市交通局）、JR新札幌駅空中歩
廊
期間：11月11日（土）～24日（金）
内容：
令和４年度と同一の内容の実施予定。

257

自己評価 Ａ A

令
和
４
年
度
実
績

36

実施
内容

「ストップＤＶパネル展」
会場：地下鉄新さっぽろ駅構内（調整先：札幌
市交通局）、JR新札幌駅空中歩廊
期間：11月1２日（土）～11月25日（金）
内容：
(１)啓発ポスター掲示（地下鉄新さっぽろ駅・
JR新さっぽろ駅空中歩廊）
(２)「女性に対する暴力をなくす運動」WEBパ
ネル展
(３)　区役所正面玄関にパープルイルミネー
ションを設置
(４)厚別区役所職員・交通局職員へのパープル
リボンの配布
(５)厚別図書館による関連図書のミニ展示
(６)庁内放送の実施

－

「女性に対する暴力をなくす運動」
ポスター掲示
期間：11月1１日（金）～25日
（金）
場所：豊平区内地下鉄８駅
内容：地下鉄掲示板への啓発ポス
ター掲示を実施。

－

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展

１　実施期間
11月24日（木）～11月25日
（金）

２　実施場所
白石区民センター　ロビー

３　実施内容
配偶者等からの暴力に関する普及啓
発を目的としたパネル展を実施

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

性暴力について偏見を持たず、正し
い理解を持ってもらうため、「女性
に対する暴力をなくす運動」のパネ
ル展を開催し意識啓発を図る。

DVの知識を、区民に深く理解して
もらうため、パンフレットの配布や
関係ポスターを使用しながら啓発活
動の推進を進める。

配偶者暴力根絶のための普及啓発を
目的としたパネル展を行う。

事業名
配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

配偶者暴力根絶のための区民への啓
発推進

配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 1-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

担当局・区 白石区 厚別区 豊平区

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

事業番号 94 95 96
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

女性に対する暴力について、より多
くの区民の理解を得られるよう、今
後も当該事業を継続していく。

関連計画

計画期間

今後の課題と
目標

今後も継続して意識啓発等を進め、
より多くの区民に理解を得られるよ
う取り組む。

配偶者等からの暴力根絶は容易では
ないが、１人でも多くの市民が関心
を持ち、活動等をできるよう根気強
く活動を行っていく。

ー 22

【女性に対する暴力をなくす運動に
併せた活動】
１.ＤＶ等防止パネル展
　日時：11月中
　場所：手稲駅自由通路「あいく
る」

２.女性に対する暴力をなくす運動公
開学習会
　日時：11月中
　場所：区民センター第１・２会議
室
　講演：未定

計画
内容

「女性に対する暴力をなくす運動」
ポスター掲示
期間：11月12日（日）～25日
（土）
※掲示は11月10日（金）からを予
定
会場：清田区役所１階ロビー
内容：啓発ポスターの掲示

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間：11月中旬～下旬
会場：南区役所
内容：パネルの展示、リーフレッ
ト・啓発物品の配布

28

令
和
５
年
度
実
施
計
画

実施
内容

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間：11月11日（金）～25日
（金）
会場：清田区役所１階ロビー
内容：サイネージ等を活用した啓発

女性に対する暴力をなくす運動ポス
ターの掲出
期間：11月12日（土）～25日
（金）
会場：地下鉄真駒内駅
内容：地下鉄真駒内駅掲示板に女性
に対する暴力をなくす運動ポスター
の掲出

【女性に対する暴力をなくす運動に
併せた活動】
1.ＤＶ等防止パネル展
　日時：11月14日（月）～25日
（金）
   場所：手稲駅自由通路「あいく
る」

２.女性に対する暴力をなくす運動公
開学習会
　日時：12月15日（木）
　場所：区民センター視聴覚室

B Ａ自己評価 A

令
和
４
年
度
実
績

－ 56 22

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

配偶者等からの暴力について市民の
理解を深めるため、市民団体「ジェ
ンダーフリーていね」との共催によ
りパネル展や公開学習会などの各種
事業を実施する。事業概要

女性に対する暴力の根絶をめざし、
市民の理解を深めるため、パネル展
及びパンフレット・啓発品等の配布
を行う。

女性の人権尊重に向けた意識啓発や
教育の充実を進める。

事業名
女性に対する暴力根絶のための市民
への普及啓発

女性に対する暴力根絶のための市民
への普及啓発

配偶者等からの暴力根絶を目指した
啓発事業の開催

1-1 1-1
基本的方向
-基本施策

1-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

南区 手稲区担当局・区 清田区

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

98 99事業番号 97
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

630

A

今後もDV被害の未然防止及び早期
相談促進のため、継続的な啓発活動
を進める。

引き続き、市内の中学校、高校、大
学、専門学校においてデートDV防
止講座を実施する。

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和元年度～令和５年度

今後の課題と
目標

地域や学校等の関係機関との連携に
より、思春期保健の課題を共有し、
地域特性に応じた普及啓発や支援を
行っていく。

今後も、「人間尊重の教育」の推進
において、教職員の意識向上、校種
間の連携による連続性のある取組、
子ども自身が人間尊重の意識向上に
気付く手だての構築に取り組み、授
業展開例や学習資料、教職員向け研
修会資料等を作成し、市内の学校へ
提供するとともに、「人間尊重の教
育」フォーラムにて、全市的に好事
例を展開していく。

関連計画 第4次さっぽろ子ども未来プラン 札幌市教育振興基本計画≪改定版≫

１　人工妊娠中絶・性感染症の予防
に関する保健指導の実施
・医療機関による指導・相談
・保健センターによる相談
２　普及啓発
大学・専門学校の学生及び児童・生
徒への保護者への普及啓発
３　職員研修の実施

前年度に引き続き、札幌市学校教育
の重点の基盤に「人間尊重の教育」
を位置付け、進事業の一つである
「多様性に向き合う学校教育の推
進」として、研究推進校を募集し、
「多様な性」を窓口に人間尊重の意
識を高める教育活動や学校づくりを
推進する。
実践校には、札幌市ホームページへ
の掲載の他に、12月に開催する
「人間尊重の教育」フォーラムに
て、実践内容を紹介していく。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

2,033 1,800

実施
内容

1　人工妊娠中絶・性感染症の予防に関
する保健指導の実施
・医療機関による指導・相談　1,585件
・保健センターによる相談
２　普及啓発
大学・専門学校の学生及び児童・生徒の
保護者への普及啓発　6,610件
小中高校生への普及啓発　2,540件
３　職員研修

944
思春期ヘルスケア事業と合算

2,880

札幌市学校教育の重点の基盤に「人
間尊重の教育」を位置付け、推進事
業の一つである「多様性に向き合う
学校教育の推進」として、「『多様
な学び』『多様な性』を切り口とし
た教育活動や学校施設等の見直しと
推進」について、５校の研究推進校
により、主に教職員自らの人間尊重
の意識の向上に関する実践研究を行
い、実践内容について、札幌市ホー
ムページに掲載し、横展開を図っ
た。

自己評価 Ｂ A

704

市内中学校、高校、専門学校におい
て、在校生へデートＤＶ防止講座を
実施した。
実施回数　43回（中学18校、高校
20校、専修2校、大学1校）

令
和
４
年
度
実
績

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

10～20代の人工妊娠中絶及び性感
染症の罹患・反復防止のため、医療
機関と保健センターが連携し正しい
避妊方法や性感染症予防のための相
談・指導を行う。

若者の交際相手からの暴力（デート
DV）について正しく理解してもら
うために、学校や教育委員会と連携
した学生向けのＤＶ未然防止講座を
実施する。

「性に関する指導の手引」の活用
や、デートＤＶの講演会の実施等、
発達の段階に応じた互いに認め合う
態度を育成する指導の充実を図る。

事業名
思春期から若者世代を対象とした性に関
する正しい知識の普及啓発（再掲）

ＤＶ防止講座の実施 男女平等教育の推進

基本的方向
-基本施策

1-1 1-2 1-2

保健所 男女共同参画室 学校教育部担当部・室

担当局・区 保健福祉局 市民文化局 教育委員会

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

事業番号 80 100 101
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

上記１の事業においては、中学校に
おいては、隔年で実施し、２年で全
校派遣する仕組みを継続していく。
小学校においては、希望しても派遣
校とならないこともあるため、自校
での取組を充実させることや、派遣
数の増加を検討していく。

今後も配偶者暴力に関する啓発を進
め、通報や相談の必要性について周
知を図る。

今後も適切な相談・支援体制を維持
していく。

今後の課題と
目標

関連計画 札幌市教育振興基本計画≪改定版≫

計画期間 令和元年度～令和５年度

配偶者等からの暴力防止に関する全
道セミナーについて関係機関へ周知
する。

配偶者暴力相談支援センター等での
相談業務を継続実施する。

－ 18,711

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１　産婦人科医師及び助産師による
講師派遣事業
○講師派遣校数
・小学校35校
・中学校42校
・高等学校３校

２　「人間尊重の教育」推進事業に
おいて、「多様な性」を窓口に人間
尊重の意識を高める教育活動を進め
る上で「性に関する指導の手引」を
活用予定。

1,600

自己評価 A A A

令
和
４
年
度
実
績

1,061 － 18,700

実施
内容

１　産婦人科医師及び助産師による
講師派遣事業
○講師派遣校数
・小学校35校
・中学校41校
・高等学校３校

２　「人間尊重の教育」推進事業に
おいて、「多様な性」を切り口とし
た教育活動を進める上で「性に関す
る指導の手引」を活用した。

配偶者等からの暴力防止に関する全
道セミナー（ZOOMによるオンライ
ン形式）について関係機関へ周知し
た。

対象者：DV被害者支援に携わる職
務関係者

配偶者暴力相談支援センターでの相
談業務を継続実施した。

相談件数　1,268件
内訳：相談センター1,262件（うち
カウンセリング39件）、男女共同
参画室6件

※区の母子・婦人相談
ＤＶ関係相談件数　1,519件

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

子どもの発達の段階や実態に応じた
性に関する指導が、学校の教育活動
全体を通じて推進されるよう、「性
に関する指導の手引」を活用した指
導方法に関わる実践研究を行う。ま
た、産婦人科医師や助産師を学校に
派遣して講演を行い、学校における
性に関する指導の充実を図る。

配偶者暴力被害の深刻化の防止に
は、配偶者暴力を早期に発見し、警
察や支援センターなどへの通報や相
談を促す必要があるため、配偶者暴
力を発見しやすい立場にある関係機
関に対して啓発を進め、通報や相談
の必要性について周知を図る。

配偶者暴力相談センター等における
相談業務を実施し、支援機能の充実
に努めるとともに、配偶者暴力相談
状況の検証を行い、相談体制の強
化、相談内容に合わせた適切な情報
提供や助言を行う。

事業名 性に関する指導の充実（再掲）
配偶者暴力の早期発見のための啓発
促進

配偶者暴力相談支援センター等の相
談体制の充実

1-2 2-1 2-2
基本的方向
-基本施策

男女共同参画室担当部・室 学校教育部 男女共同参画室

担当局・区 教育委員会 市民文化局 市民文化局

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

事業番号 84 102 103
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

今後も適切な相談・支援体制を維持
していく。

計画期間
①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

気軽に悩みを相談できる居場所を創
設するほか、SNS相談窓口を開設す
る。

今後の課題と
目標

ＤＶ相談・女性（婦人）相談を含
め、当該ＤＶ・女性施策所管課と事
業の在り方や連携については引き続
き検討課題とする。

6,600

関連計画
①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

ＤＶに関する相談に対し、母子・婦
人相談員が助言、援助及び指導等を
行う。

65,734

実施
内容

母子・婦人相談員がＤＶに関する相
談に対し、助言、援助及び指導等を
行った。

１ 相談員数 18人
２ ＤＶに関する相談件数3,189件
３ 相談後の処遇状況
（1）女性相談援助センター等の関
係機関への移送 455件
（2） 助言・指導 2,246件

A自己評価 Ａ

令
和
４
年
度
実
績

62,859 6,927

相談支援の一環として、生活支援物
資等の配布イベントを開催した。イ
ベント来場者の悩み事についてヒア
リングを行い、相談窓口の紹介等を
実施した。（イベント11回実施、
参加者1,301人）
SNS相談窓口を開設し、必要な助
言、情報提供を行った。（相談件数
646件）

61

配偶者等からの暴力相談関係職員研
修を行った。
実施日：9月5日（月）、11月8日
（火）、12月19日（月）、2月6
日（月）、3月13日（月）
受講者：配偶者暴力相談センター相
談員、母子・婦人相談員、各区保健
福祉部職員他

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業プラン掲載事業・掲載外事業

孤独・孤立し不安を抱える女性に対
する支援を行うため、悩みを語るこ
とができる場を創設するほか、相談
窓口を開設し、孤独・孤立状態の解
消を図る。事業概要

ＤＶ被害者に対して、必要な情報を
提供し、適切な助言を行うため、母
子・婦人相談員による相談を引き続
き行う。

ＤＶに関する特性の理解、被害者の
安全確保、及び二次的被害の防止を
図るため、ＤＶ被害者と接する職場
の職員に対し、ＤＶの実情と対策に
ついての研修を行う。

困難を抱える女性支援 市職員庁内研修の強化事業名 母子・婦人相談の推進

基本的方向
-基本施策

2-2 2-3

担当部・室 子育て支援部

2-2

男女共同参画室 男女共同参画室

担当局・区 子ども未来局 市民文化局市民文化局

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

－事業番号 104 105

A

配偶者からの暴力相談関係職員研修
を行う。
受講者：母子・婦人相談員、各区保
健福祉部職員、配偶者暴力相談セン
ター相談員他

110

今後も、ＤＶに関する特性の理解、
被害者の安全確保、及び二次的被害
の防止を図るため、ＤＶ被害者と接
する職場の職員に対し、ＤＶの実情
と対策についての研修を実施する。
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

A

関連計画

自己評価 A A

－ － －

計画期間

今後も引き続き連携していく。

今後の課題と
目標

今後も引き続き連携していく。 今後も「配偶者等からの暴力関係機
関会議」を定期的に開催する。

障害者支援の実情についての研修や
事例検討、情報交換等を実施する。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

情報交換・事例研究を行い、必要に
応じて高齢DV被害者支援について
連携する。

「配偶者等からの暴力関係機関会
議」を開催し、関係機関の取組報告
のほか、協議及び情報交換を行う。

必要に応じ、相談員等を通して障害
者相談支援事業所の情報提供、支援
依頼を行うなどの連携を実施した。

実施
内容

必要に応じ、相談員よりDV被害者
へ地域包括支援センターの情報提供
を行ったほか、地域包括支援セン
ターに支援依頼を行うなどの連携を
実施した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、「配偶者等からの暴力関係
機関会議」を書面開催し、関係機関
の取組報告のほか、情報交換を行っ
た。

－

令
和
４
年
度
実
績

－ －

プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

障がいのある人やその家族の地域生
活を支えるために、相談事業を行う
障がい者相談支援事業所と連携し、
障がいのあるＤＶ被害者の保護に努
める。事業概要

高齢者やその家族が必要なサービス
を受けることができるように、介護
や福祉等に関する様々な相談に応じ
る地域包括支援センターと連携し、
高齢ＤＶ被害者の保護に努める。

「配偶者からの暴力関係機関会議
（旧：女性への暴力（家庭内暴力）
対策関係機関会議）」の構成員の拡
充など機能の充実を図るとともに、
情報交換やワーキンググループにお
ける個別事例の検討により被害者や
子どもへの適切な対応のための連携
強化に努める。

障がい者相談支援事業所との連携事業名 地域包括支援センターとの連携
配偶者暴力関係機関との連携協力の
強化

基本的方向
-基本施策

2-3 2-32-3

男女共同参画室担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

106事業番号 107 108

市民文化局担当局・区 市民文化局 市民文化局
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

A

110

A

61

配偶者等からの暴力相談関係職員研
修を行った。
実施日：9月5日（月）、11月8日
（火）、12月19日（月）、2月6
日（月）、3月13日（月）
受講者：配偶者暴力相談センター相
談員、母子・婦人相談員、各区保健
福祉部職員他

自己評価 A

札幌市高齢者支援計画2021

6,900

今後の課題と
目標

今後も引き続き補助金を交付し、支
援していく。

今後も相談員に対し、相談技術の向
上を図る研修等を実施する。

関連計画

令和３年度～令和５年度

配偶者からの暴力相談関係職員研修
を行う。
受講者：配偶者暴力相談センター相
談員、母子・婦人相談員、各区保健
福祉部職員他

計画期間

ひとり暮らし高齢者等を対象に、民
生委員が見守り・安否確認のための
巡回訪問を実施する。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

今後も民生委員が高齢者の自宅を訪
問し、様々な相談に応じるととも
に、見守りを行う。

計画
内容

夫・恋人からの暴力による被害女性
とその同伴家族の保護・救済・自立
支援を行っている民間団体への補助
金交付を継続する。

3,700

令
和
４
年
度
実
績

3,700

実施
内容

平成11年度より、夫・恋人からの
暴力による被害女性の保護・救済・
自立支援を行っている民間団体に補
助金を交付している。

ひとり暮らし高齢者等を対象に、民
生委員が見守り・安否確認のための
巡回訪問を実施した。

民生委員による訪問延べ回数（月平
均）：39,099回

11,646

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

配偶者暴力に関する特性の理解、被
害者の安全確保、被害者の状況や心
身状態への配慮のため相談員に対
し、相談技術の向上を図る研修等を
実施する。

加害者からの被害者に対する更なる
暴力を防ぐため、公的施設を補完す
る民間シェルターに対し助成を行う
ほか、相談機関に対し、被害者を安
全かつ迅速に一時保護施設に保護す
るための適切な情報提供を行う。

様々な相談に応じるとともに、見守
りを行うため、民生委員が高齢者の
自宅を訪問する。

事業名
相談等に携わる職員への研修等の充
実

安心できる迅速な一時保護体制づく
り

民生委員による巡回相談

基本的方向
-基本施策

2-3 2-4 3-1

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室高齢保健福祉部

担当局・区 市民文化局 市民文化局保健福祉局

事業番号 110 111109

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

被害者保護に必要な情報について、
住民基本台帳からの情報に基づいて
事務処理を行う部局への情報提供
等、適切に連携を行った。

Ａ

被害者の方からの申出に基づき、住
民票の写し・戸籍の附票の写し等の
交付や住民基本台帳の一部の写しの
閲覧において、被害者保護のための
措置を行う。

－

A自己評価

－

事業を安全に実施するため、DV対
策を主管する男女共同参画室や道の
婦人相談所等と引き続き連携する必
要があると考えている。

今後の課題と
目標

関連計画

計画期間

今後も、関係部署との適切な連携に
努め、被害者の方に関する情報管理
について、更なる徹底を図る。

今後も、被害者の方からの申出に基
づき、被害者保護のための措置を行
う。

－

夫の暴力等により緊急に保護を必要
とする女性及びその者の監護する児
童を、一時的に保護し、相談、指
導、援護を実施する。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

7,171

計画
内容

被害者保護に必要な情報について、
住民基本台帳からの情報に基づいて
事務処理を行う部局への情報提供
等、適切に連携を行う。

Ａ

7,646

実施
内容

令
和
４
年
度
実
績

－

被害者の方からの申出に基づき、住
民票の写し・戸籍の附票の写し等の
交付や住民基本台帳の一部の写しの
閲覧において、被害者保護のための
措置を行った。

夫の暴力等により緊急に保護を必要
とする女性及びその者の監護する児
童を、一時的に保護し、相談、指
導、援護を実施した。

1 施設数 1施設（2室）
2 入所件数 21件
3 入所日数 延べ291日（年間）

プラン掲載事業・掲載外事業プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

被害者の情報保護のため、住民基本
台帳からの情報に基づいて事務処理
を行う部局との連携に努める。ま
た、住民基本台帳の閲覧等の制限対
象となっている方に関する情報管理
について、更なる徹底を図る。

夫の暴力等を受けた女性及びその者
の監護する児童の緊急時における安
全確保を図るために避難場所を提供
し、必要な支援を行う。

事業概要

住民票の写し・戸籍の附票の写し等
の交付や住民基本台帳の一部の写し
の閲覧において、ＤＶ、ストーカー
行為等、児童虐待及びこれらに準ず
る行為の被害者保護のための措置を
行う。

被害者の情報管理の徹底母子緊急一時保護事業事業名 住民基本台帳事務における支援措置

基本的方向
-基本施策

3-23-1 3-2

子育て支援部担当部・室 スマートシティ推進部 スマートシティ推進部

子ども未来局担当局・区 デジタル戦略推進局 デジタル戦略推進局

114112事業番号 113

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

市営住宅の入居者選考は公開抽選に
より実施しているが、一定の要件を
満たす配偶者暴力被害者を優遇対象
としており、抽選番号を一般世帯よ
り１個多く付与している。

実施
内容

配偶者暴力相談センター等において
必要な情報提供や助言を行ったほ
か、住民基本台帳の閲覧の制限等、
被害者の情報の保護を行った。
配偶者暴力相談証明等発行件数
438件
DV被害者の生活再建を支援するた
めのステップハウスを運営した。
（5名利用）

－

令
和
４
年
度
実
績

20,086 290,378

配偶者のいない女性又はこれに準ず
る事情にある女性が生活や住宅、就
職等解決困難な問題を抱えているた
め、児童の福祉に欠ける場合、その
女性と児童を当該施設において保護
し、自立のための支援を行った。

施設数 　　５施設
定員 　　　100世帯
入所世帯数 延790世帯（年間）

今後も上記支援事業を継続し、必要
に応じて随時支援内容の見直しを行
う。

今後の課題と
目標

今後も適切な相談・支援体制を維持
していく。

生活、住宅、就職等に問題を抱える
母子家庭の母と児童の保護及び自立
促進のために当施設の果たす役割は
大きいため、今後も事業を継続す
る。

計画期間
①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

関連計画
①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画
内容

－

配偶者暴力相談センター等における
自立支援の情報提供や助言を行う。
DV被害者の生活再建を支援するた
めのステップハウスを運営する。

生活や住宅、就職等解決困難な問題
を抱え、児童の福祉に欠ける母子世
帯を当該施設において保護し、自立
に向けた支援を行う。

20,119 280,316

上記支援事業を継続する。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

A自己評価 A A

プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

配偶者暴力被害者の居住の安定を図
り、その自立を支援するために、市
営住宅の入居者募集に際し、一定の
要件を満たす配偶者暴力被害者につ
いては、当選確率が高まるよう優遇
措置を行う。

事業概要

安全な住居の確保や離婚、子どもの
養育、就業など様々な問題に直面す
る被害者に対し、適切な情報提供や
助言を行う。

配偶者のいない女子又はこれに準ず
る事情がある女子が、生活、住宅、
就職等の解決困難な問題を持ってい
るため、児童の福祉に欠ける場合
に、その女子と児童を保護するとと
もに、自立促進のための生活を支援
し、相談、指導等を行う。

配偶者暴力被害者の市営住宅への優
先入居の推進

事業名
自立に向けた適切な情報提供及び各
種支援

母子生活支援施設の運営（再掲）

基本的方向
-基本施策

3-2 3-23-2

男女共同参画室 子育て支援部担当部・室 市街地整備部

担当局・区 市民文化局 子ども未来局都市局

115事業番号 － 36

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

実施
内容

新規相談件数：自立相談支援事業所
（ステップ）10,969件、自立相談
支援事業所（JOIN）777件
ステップの出張相談会：63回

548,693－

配偶者暴力相談支援センターで、臨
床心理士によるカウンセリング業務
を実施した。（39件）

A

配偶者暴力相談支援センターで、臨
床心理士によるカウンセリング業務
を継続実施する。

－

ひとり親家庭等の親及び子に係る医
療費の一部を助成した。

A

今後も引き続き実施していく。

関連計画

計画期間

助成内容の更なる拡充について検討
している。

今後の課題と
目標

生活困窮者への支援は一定の成果を
上げているが、様々な理由で未だ支
援につながっていない困窮者も存在
することから、関係機関と連携した
支援を行う。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

2か所の自立相談支援事業所（ス
テップ、JOIN）にて引き続き相談
を受け付けるほか、市内各所での出
張相談・巡回相談を行う。

245,915

ひとり親家庭等の親及び子の保健の
向上や福祉の増進を図るため、医療
費の一部を助成する。

596,748

自己評価 A

令
和
４
年
度
実
績

245,494

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

生活保護に至る前の段階での自立支援を
実施するため、生活困窮者からの相談を
幅広く受け入れる相談窓口を設置し、就
労の支援その他の自立に関する問題につ
いて、情報提供、支援計画の作成、支援
計画に基づく就労支援などの支援を行
う。（平成30年度まで生活困窮者自立
促進支援事業として実施）

ひとり親家庭等の親及び児童の保健
の向上や福祉の増進を図るため、医
療費の一部を助成する。

ＤＶ被害者の心身の健康を回復させ
るため、臨床心理士による心理学的
指導などを行う。

事業名 生活困窮者自立相談支援事業 ひとり親家庭等医療費助成事業カウンセリング事業

3-3 3-33-３
基本的方向
-基本施策

担当部・室

担当局・区 保健福祉局 保健福祉局市民文化局

事業番号 117 118116

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

総務部 保険医療部男女共同参画室
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

実施
内容

－

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的自立の助成
と生活意欲の助長を図り、福祉を増進するため
に必要な12種類の資金の貸付を実施したほ
か、対象者へ児童扶養手当及び児童手当の支給
を行った。
1 貸付件数 58件（母子 47件、父子 5件、寡
婦 6件）
2 貸付金額 母子 20,360千円、父子 2,657千
円、寡婦 4,034千円
３支給実績
(1)児童扶養手当（延べ）
107,049件　8,780,269千円
(2)児童手当
2,359,504人（延べ児童数）
25,130,310千円

B A

次期中期実施計画における概定で本
事業予算が要求不可となった（イベ
ントの開催は未定）。

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図
り、福祉を増進するために必要な
12種類の資金の貸付を実施するほ
か、対象者へ児童扶養手当及び児童
手当の情報を提供し、支給等を行
う。

－ 34,426

A

－

ひとり親家庭等を対象として、生活
一般に係る悩みごとや養育費に関す
ること、離婚等によるメンタルケア
など、諸問題の解決に向けて、相談
業務を実施した。
一般相談　延べ3,038件
法律相談（月4回実施）延べ176件
心療相談（月2回実施）延べ35件

計画
内容

本事業では本市の相談窓口や支援制
度の周知に効果があった一方、就業
につながらないといった課題があっ
た。
今後は既存の支援メニューの強化や
一貫性のある支援を継続的に提供で
きる新たな就業支援事業の構築が必
要である。

支援を必要としている人に情報を届
けるため、広報を充実させていく必
要がある。

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

ひとり親家庭支援センターの認知度
向上を図るため、広報を充実させて
いく。

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

令
和
５
年
度
実
施
計
画

ひとり親家庭等を対象に、生活や養
育費、離婚等によるメンタルケアな
どに係る相談業務を実施する。

－

自己評価

令
和
４
年
度
実
績

3,093

プラン掲載事業・掲載外事業プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

ＤＶ被害者がひとり親家庭等になっ
た場合に、その経済的自立を促すた
め、母子父子寡婦福祉資金貸付制
度、児童扶養手当及び児童手当制度
の情報を提供し、支給等を行う。

ひとり親家庭等の様々な問題に対応
するため、ひとり親家庭センターに
おいて弁護士による法律相談や臨床
心理士による診療相談を行うほか、
夜間、休日に行う相談業務を推進す
る。

事業概要

ひとり親家庭の自立を支援するた
め、ひとり親の就業に理解のある企
業等の合同企業説明会や支援制度の
周知等を実施するイベントを開催す
る。（平成30年度までひとり親家
庭就業機会創出事業として実施）

ひとり親家庭への経済的支援の推進
ひとり親家庭支援センターにおける
特別相談・土日夜間相談業務

事業名 ひとり親家庭スマイル応援事業

3-3
基本的方向
-基本施策

子ども未来局子ども未来局担当局・区

121119事業番号 120

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

子育て支援部子育て支援部担当部・室 子育て支援部

3-3

ひとり親家庭の自立を支援するた
め、就業支援や生活支援に関連する
イベント「シングルママ＆パパ　ス
マイルfesta」を開催し、求人情報
の提供やセミナー、支援制度の周知
等を行ったほか、NPO団体との連携
による食品配布を実施した。
イベント来場者173人

3-3

子ども未来局
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

A

各区の母子・婦人相談員、ひとり親
家庭支援センターでの一般相談、弁
護士等による特別相談等で、養育費
相談を実施する。また、養育費の相
談を受ける相談員は、養育費に関す
る研修を受講する。

ひとり親家庭及び寡婦を対象とし
て、修学等の自立に必要な事由や疾
病等により一時的に生活援助等が必
要な場合や、ひとり親家庭になって
間がなく日常生活を営むのに支障が
生じている場合などに、家庭生活支
援員の派遣を実施する。

－ 2,767

ひとり親家庭に対する利用調整基準
点の加点（120点）

Ａ

令和４年度と同内容で実施。

－

－

今後も当該制度を継続していく。

－

A

母子家庭等の自立を支える事業であ
るため、今後も継続する。

母子家庭等の自立を支える事業であ
るため、今後も継続する。

札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

平成30年度～令和４年度

関連計画

計画期間

今後の課題と
目標

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価

令
和
４
年
度
実
績

1 派遣家庭件数
(1)母子家庭    141件
(2)寡婦        　  ０件
(3)父子家庭        3件
2 派遣延べ回数
(1)母子家庭    347件
(2)寡婦             ０件
(3)父子家庭        6件

各区の母子・婦人相談員、ひとり親
家庭支援センターでの一般相談、弁
護士等による特別相談等で、養育費
相談を実施した。
養育費相談件数
１ひとり親家庭支援センター
　396件
２母子・婦人相談員
　571件
また、養育費の相談を受ける相談員
は、養育費に関する研修を受講し
た。

実施
内容

2,254

プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

ひとり親家庭の仕事と家庭の両立を
支援するため、就職活動中や就職確
定後の保育所入所の優遇制度を継続
する。

事業概要

養育費に関する情報提供を図るた
め、各区の母子・婦人相談員、ひと
り親家庭支援センターでの一般相
談、弁護士等による特別相談などの
制度の周知を進めるとともに、養育
費の相談を受ける者を対象として、
弁護士等による研修を実施する。

ひとり親家庭等が、疾病などの事由
により一時的に生活援助が必要な場
合若しくは生活環境等の激変により
日常生活を営むのに支障が生じてい
る場合、又は未就学児を養育してお
り就業上の理由により帰宅時間が遅
くなる場合等、生活援助が必要な家
庭に家庭生活支援員を派遣する。

保育所の優先入所事業名 養育費相談の推進
ひとり親家庭等日常生活支援事業
（再掲）

3-3
基本的方向
-基本施策

3-3 3-3

子ども未来局担当局・区 子ども未来局 子ども未来局

122事業番号 123 35

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

子育て支援部担当部・室 子育て支援部 子育て支援部
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

①自立支援教育訓練給付金事業
支給人数　57人
②高等職業訓練促進給付金事業
支給人数　234人
③ひとり親家庭高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業
支給人数　1人

就業相談　延べ5,319件
就業情報の提供　延べ2,629人
母子・父子自立支援プログラム策定
数　36件
就業支援講習会　18講座開催
就業支援講習会参加者　143人

265,796 38,074

Ａ B

①自立支援教育訓練給付金事業
②高等職業訓練促進給付金事業
③ひとり親家庭高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業

高等職業訓練促進給付金における対
象要件の緩和等を継続する。

ひとり親家庭等の就労による自立促
進のため、就労に関する各種相談、
求人情報の提供等に応じるほか、就
業支援講習会、就職準備・離転職セ
ミナー等の実施やハローワークと連
携して就業支援を行う母子・父子自
立支援プログラム策定事業を実施す
る。

302,000 38,509

母子家庭等の自立を支える事業であ
るため、今後も継続する。

ひとり親家庭支援センターの認知度
向上を図るため、広報を充実させて
いく。

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

A

生活や住宅、就職等解決困難な問題
を抱え、児童の福祉に欠ける母子世
帯を当該施設において保護し、自立
に向けた支援を行う。

280,316

①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

今後の課題と
目標

生活、住宅、就職等に問題を抱える
母子家庭の母と児童の保護及び自立
促進のために当施設の果たす役割は
大きいため、今後も事業を継続す
る。

関連計画

計画期間

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価

配偶者のいない女性又はこれに準ず
る事情にある女性が生活や住宅、就
職等解決困難な問題を抱えているた
め、児童の福祉に欠ける場合、その
女性と児童を当該施設において保護
し、自立のための支援を行った。

施設数 　　５施設
定員 　　　100世帯
入所世帯数 延790世帯（年間）

290,378

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業プラン掲載事業・掲載外事業

配偶者のいない女子又はこれに準ず
る事情がある女子が、生活、住宅、
就職等の解決困難な問題を持ってい
るため、児童の福祉に欠ける場合
に、その女子と児童を保護するとと
もに、自立促進のための生活を支援
し、相談、指導等を行う。

事業概要

①自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の親の資格取得を支援するため、市の指
定講座の受講終了後に、給付金を支給する。
②高等職業訓練促進給付金事業
ひとり親家庭の親が一定要件を満たす養成機関に通う
際に、生活の負担軽減のため、給付金を支給する。
③ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事
業
ひとり親家庭親又は子の学び直しを支援するため、高
等学校卒業程度認定試験の対策講座の受講費用などを
支援する。

ひとり親家庭等の就労による自立促
進のため、就労に関する各種相談、
求人情報の提供、就業支援バンク
（希望する雇用条件等を登録）によ
る就職斡旋、母子・父子自立支援プ
ログラムの推進、セミナー開催、知
識や技能を習得する各種講習会の開
催等により就業支援を実施する。

母子生活支援施設の運営（再掲）事業名
ひとり親家庭自立支援給付金事業
（再掲）

ひとり親家庭等就業支援センター事
業の充実（再掲）

基本的方向
-基本施策

3-3 3-33-3

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局子ども未来局

36事業番号 61 62

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

令和２年度～令和６年度

令
和
４
年
度
実
績

7,900 3,609

市内乳児院１か所、児童養護施設５
か所で事業を実施。
利用延べ日数：1,351日

養育費の取決めや確保に向けた手続
き等に係る以下の費用に対して補助
を実施した。
①民間ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続
き）による養育費の取決めに向けた
協議　０件
②養育費に係る公正証書等の作成
176件
③養育費の支払に係る保証会社との
養育費保証契約の締結　7件

AB

16,720 4,600

市内乳児院１か所、児童養護施設５
か所で事業を実施。
利用延べ日数（見込）：2,920日

養育費の取決めや確保に向けた手続
き等に係る以下の費用に対して補助
を実施する。
①民間ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続
き）による養育費の取決めに向けた
協議
②養育費に係る公正証書等の作成
③養育費の支払に係る保証会社との
養育費保証契約の締結

より多くの人に利用してもらえるよ
う、広報活動を積極的に行う。

今後も、引き続き当該事業を実施し
ていく。

58,826

男女の職業生活と家庭生活の両立と
専業主婦家庭を含めた、全ての子育
て家庭の支援を目的に実施した。

活動数　4,901回
会員数　17,559人

A

男女の職業生活と家庭生活の両立と
専業主婦家庭を含めた、全ての子育
て家庭の支援を目的として実施す
る。
病児・病後児預かりにおける利用料
補助制度を平成25年3月から実施。

63,000

活動数・会員数の増加に努める。

第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間

今後の課題と
目標

関連計画

計画
内容

令
和
５
年
度
実
施
計
画

自己評価

プラン掲載事業・掲載外事業プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

ひとり親家庭等の子どもの養育費の
取決めや確保を支援するため、公正
証書の作成、調停等に要する費用の
一部を補助する。

子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）と援助をしたい人（提供会員）
が会員組織をつくり、子育て家庭を
支援する仕組み。保育所の送り迎え
などを行い、地域で子育て家庭を支
える。急な発病や緊急を要する子ど
もの預かり等も行っている。

事業概要

児童を養育している家庭の保護者
が、疾病等の社会的な事由により家
庭における児童の養育が一時的に困
難となった場合に、児童養護施設等
において児童を一時的に養育する。

ひとり親家庭等養育費確保支援事業
ファミリー・サポート・センター事
業（再掲）

事業名 子育て短期支援事業（再掲）

3-33-3

子育て支援部子育て支援部担当部・室 児童相談所

子ども未来局子ども未来局担当局・区 子ども未来局

―65事業番号 124

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

基本的方向
-基本施策

3-3

実施
内容
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

市内全10区でひとり親家庭の子を
対象として、大学生等のボランティ
アによる学習支援を行い、学習習慣
を身に付けさせ基礎的な学力の向上
を図るとともに、進学や進路等の相
談を実施する。

自己評価 A

計画期間

－

札幌市要保護児童地域対策協議会代
表者会議構成員としての登録。必要
に応じ関係機関との情報共有・交換
を実施した。

A

－

代表者会議への参加と併せて、必要
に応じ、関係者間で情報の交換と協
議を行う。

今後も引き続き実施していく。

B

6,892

小学3年生から中学3年生を対象と
して、市内10区（10か所）の会場
において、大学生等のボランティア
による学習支援を実施した。
登録児童生徒数（3月末時点）191
人
年間参加人数　延べ2,484人

関連計画
①札幌市ひとり親家庭等自立促進計画
②第４次さっぽろ子ども未来プラン

引き続き、生活保護受給世帯及び就
学援助利用世帯の中学生を対象と
し、学習支援を実施する。
実施規模は昨年同様、市内40会場
で実施。600人の参加を見込んでい
る。
個別学習支援の開始時期について、
令和４年度と同様、前年度継続者は
４月開始、新規参加者は５月開始と
する。
また、高校進学後のフォローアップ
を実施することで中退防止に向けた
取り組みも行っていく。

今後の課題と
目標

参加者によっては、人との関わりや
学習自体に忌避感を抱いており、参
加中止となる場合がある。また、進
学後の高校生活に馴染めずに中退し
てしまう場合もあることから、現参
加者だけではなく、過去に参加して
いたものの中止となった者や高校進
学者に対しても、関係機関と連携し
ながら、定期的な声掛けや見守りを
行う必要がある。

参加児童数を増やすことができるよ
う、LINE等を活用した広報を積極的
に行う。

①平成30年度～令和４年度
②令和２年度～令和６年度

6,90055,000

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

生活保護受給世帯及び就学援助利用
世帯の中学生を対象に市内40会場
（約15人/会場）実施
参加者：482人
年度末まで参加した中学３年生の高
校等進学率：100%

令和４年度より事業の通年実施と
し、前年度継続者は４月から、新規
参加者は５月より個別学習支援を開
始した。

プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

要保護児童対策地域協議会に参加
し、必要な情報の共有や連携を行
う。

事業概要

生活困窮世帯の中学生に対し、学習
習慣の定着を図り高校進学を実現す
るとともに、自己肯定感を持てるよ
うな居場所の提供を目的とした学習
支援を行う。

ひとり親家庭の児童に対する学習支
援を行い、学習習慣を身につけさせ
基礎的な学力の向上を図るととも
に、進学や進路等の相談を通じひと
り親家庭の不安感を解消し、ひとり
親家庭の自立を促進するため、学習
支援ボランティア事業を実施する。

要保護児童対策地域協議会との連携
協力の強化

事業名 札幌まなびのサポート事業
ひとり親家庭学習支援ボランティア
事業

3-4
基本的方向
-基本施策

3-4 3-4

男女共同参画室担当部・室 総務部 子育て支援部

市民文化局担当局・区 保健福祉局 子ども未来局

125事業番号 126 127

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

実施
内容

令
和
４
年
度
実
績

54,998

　97 あ



決算額
(千円)

予算額
(千円)

A A

246,000

昨年度と同様、18歳未満の児童に
関する各種相談に対応していく。

80,596

令和６年４月から施行される改正児
童福祉法により、各区保健センター
を全ての妊産婦、子育て世帯、子ど
もの包括的な相談支援等を行う「こ
ども家庭センター」として位置付け
る必要がある。令和６年度以降こど
も家庭センターとしての機能を十分
に発揮できるよう相談支援体制や専
門性の強化を図っていきたい。

子どもを取り巻く生活や環境が大き
く変化し、一人一人の困りや悩みが
複雑化・多様化しており、より丁寧
に向き合っていくことが重要であ
る。子どもの継続的支援に繋げるこ
とができるよう「小中一貫した教
育」におけるパートナー校に、でき
る限り同じスクールカウンセラーを
配置するなどの工夫を一層進め、相
談環境の充実を図っていく。

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2019

札幌市教育振興基本計画≪改定版≫

令和元年度～令和４年度 令和元年度～令和５年度

自己評価 A

昨年度と同様に、相談電話や虐待通
告に24時間365日対応していく。
また、休日夜間のみならず平日の開
庁時間においても、専門の電話相談
員を配置し、更なる電話相談対応の
向上に取り組む。

29,603

ホットラインの周知を引き続き行う
とともに、今後も同じ体制を維持し
ていく。

77,129 245,119

関連計画

今後の課題と
目標

・小学校（年間69時間）
・中学校（年間280時間）
・中等教育学校（年間560時間）
・高等学校（年間280時間）
・特別支援学校
（5校で年間840時間）

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

年間相談件数：7,870件（10区家
庭児童相談室分合計、速報値）

・小学校（年間69時間）
・中学校（年間280時間）
・中等教育学校（年間560時間）
・高等学校（年間280時間）
・特別支援学校
（5校で年間840時間）

24,188

年間電話相談受付件数：3,104件

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

18歳未満の児童に関する各種相談
を行う。また、家庭児童相談室で子
どもの福祉に関する身近な相談に対
応する。

スクールカウンセラーの専門性を生
かして、不安や悩みを抱えている児
童生徒やその保護者に対する相談支
援を行う。また、各校の相談対応力
を向上させるため、スクールカウン
セラー（SC）が、児童生徒への関
わり方についての教職員への助言な
どを行う。

児童虐待を未然に防ぐため、児童相
談所に24時間365日の相談受付体
制を整備し、緊急案件のほか、養育
相談等にも対応する。

事業名 児童相談所・区役所家庭児童相談室 スクールカウンセラー活用事業子ども安心ホットライン

基本的方向
-基本施策

３-４ 3-43-4

担当部・室 児童相談所 学校教育部児童相談所

担当局・区 子ども未来局 教育委員会子ども未来局

事業番号 129 130128

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

令
和
４
年
度
実
績

実施
内容

計画期間
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

今後も継続的な普及啓発活動を進め
る。

引き続きリーフレットの配布、携帯
サイト・ホームページの運営を行
う。
女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日～11月25日）にあわ
せてデジタルサイネージ、生活情報
紙を活用し周知啓発を行う。

－

関連計画

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

女性を対象に、性暴力やそれによる
被害に関する相談窓口を通年で実施
する。

計画期間

A自己評価 A

3,600

今後の課題と
目標

関係機関と協力し、より被害者の立
場に立った支援体制を検討し、相談
事業を実施する。

－

実施
内容

リーフレットを配布したほか、携帯
サイト、ホームページを活用し周知
啓発を行った。
また、女性に対する暴力をなくす運
動期間（11月12日～11月25日）
に、記事体広告による啓発、デジタ
ルサイネージによる相談窓口の周知
を行った。

3,138

性暴力被害に関する相談窓口を北海
道と共同で引き続き設置している。
相談受付は、祝祭日を除く月～金、
午前10時から午後8時で、相談件数
1,055件であった。

プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

重大な人権侵害行為である性暴力に
関する正しい知識の普及と性暴力被
害者のための相談窓口の周知のた
め、パンフレットや各種広報媒体な
どを活用し、普及啓発活動を進め
る。

事業概要

精神的ダメージが大きく、一人でそ
の苦痛を抱え込むことが多い性暴力
の被害者が相談しやすい環境を整え
るため、専門相談員による相談を実
施する。

スクールソーシャルワーカーが、児
童生徒を取り巻く環境（家庭、学校
等）に働きかけたり、関係機関等と
連携するなどして、いじめや不登
校、暴力行為、児童虐待などの解決
に向けた支援を行う。

性暴力に関する知識や相談窓口の普
及啓発

事業名 女性のための性暴力被害相談

4-1
基本的方向
-基本施策

4-1

男女共同参画室担当部・室 男女共同参画室

市民文化局担当局・区 市民文化局

133事業番号 132131

プラン掲載事業・掲載外事業

24,071

・スクールソーシャルワーカー
（SSW）･･･12人（180時間）
・巡回スクールソーシャルワーカー
（巡回SSW）･･･５人（630時間）
・スクールソーシャルワーカー・
スーパーバイザー（SSWSV）･･･
４人
（年間804時間を４人で分担）
　※SSWSVのうち２人はSSWを兼
ねる

A

・スクールソーシャルワーカー
（SSW）･･･12人（180時間 ）
・巡回スクールソーシャルワーカー
（巡回SSW）･･･５人（630時間）
・スクールソーシャルワーカー・
スーパーバイザー（SSWSV）･･･
３人
（年間804時間を３人で分担）
　※SSWSVのうち１人はSSWを兼
ねる

25,000

近年、学校だけでは対応が困難な問
題が顕在化している。今後も巡回
SSWの訪問等により、支援を要する
子どもの早期発見に努めるととも
に、SSWが福祉的な知見を生かし、
児童相談所や家庭児童相談室、警察
等の関係機関との連携を強め、問題
を抱える子どもを支援する体制を一
層整えていく。

札幌市教育振興基本計画≪改定版≫

令和元年度～令和５年度

令
和
４
年
度
実
績

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

教育委員会

学校教育部

3-4

スクールソーシャルワーカー活用事
業
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

今後の課題と
目標

・関係機関との連携を積極的に行
う。
・より効果的に事業周知をするため
の手法を検討する。
・SNS見回りでは、緊急性が高いツ
イートだけではなく、気になるキー
ワードを呟いているアカウントに広
くダイレクトメッセージを送ること
で、事業周知を図る。

アウトリーチ支援
・夜間見回り、相談会、SNS見回り
・相談及び面談の実施
居場所の提供
自立支援
関係機関との連携
先進事例調査の実施

19,000

18,000

計画期間 令和２年度～令和６年度

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

第３次札幌市児童相談体制強化プラ
ン

自己評価 A

令
和
４
年
度
実
績

関連計画

実施
内容

アウトリーチ支援（夜間見回り：
12回、SNS見回り：47回、相談及
び面談の実施状況：151人）
居場所の提供（短期４回、長期６
回）
自立支援（計画策定人数：６人）
関係機関との連携状況（11人）

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

暴力被害や性的搾取を含めた身体
的・心理的な被害に遭っている又は
遭う可能性のある10代後半から20
代の思春期・若年期の女性を対象と
した、アウトリーチ型支援等を実施
する。

事業名 困難を抱える若年女性支援事業

基本的方向
-基本施策

4-1

子ども育成部担当部・室

担当局・区 子ども未来局

事業番号 ――

【基本目標Ⅳ　女性に対するあらゆる暴力の根絶】

市民文化局

地域振興部

4-1

犯罪被害者等支援制度

犯罪被害者が犯罪被害直後に被る経
済的負担の軽減や精神的被害の回復
を図るため、支援金の支給の他、家
事や介護の支援費用、住居の転居費
用、精神医療に要した費用などを助
成する。

プラン掲載事業・掲載外事業

8,350

犯罪被害に遭われた被害者へ補助金
を支給
・各種支援金（遺族、重傷病、性被
害）　 63件　6,700千円
・家事関連（ホームヘルプ、配食、
一時保育）　0件
・住宅関連（転居、ハウスクリーニ
ング、家賃）　12件　2,035千円
・精神被害等（精神医療、カウンセ
リング、情報提供等）　9件 139千
円

A

犯罪被害に遭われた被害者へ補助金
を支給
・各種支援金（遺族、重傷病、性被
害）
・家事関連（ホームヘルプ、配食、
一時保育）
・住宅関連（転居、ハウスクリーニ
ング、家賃）
・精神被害等（精神医療、カウンセ
リング、情報提供等）

10,000

今後も支援制度を継続していくが、
他都市の状況等を注視しつつ、被害
者への効果的な支援を行えるよう努
めていく。

第３次札幌市犯罪のない安全で安心
なまちづくり等基本計画

令和2年度～令和6年度
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 令和元年度～令和５年度

関連計画 札幌市教育振興基本計画≪改定版≫

今後の課題と
目標

今後も子どもを対象とした男女共同
参画の理解促進に取り組み、固定的
な性別役割分担意識の解消を目指
す。

今後も、「人間尊重の教育」の推進
において、教職員の意識向上、校種
間の連携による連続性のある取組、
子ども自身が人間尊重の意識向上に
気付く手だての構築に取り組み、授
業展開例や学習資料、教職員向け研
修会資料等を作成し、市内の学校へ
提供するとともに、「人間尊重の教
育」フォーラムにて、全市的に好事
例を展開していく。

男女共同参画に関わる女性団体やグ
ループへの活動支援を目的とした事
業の実施はセンターの役割を効果的
に発信できた機会と評価できる。今
後もさらに充実させるとともに、団
体同士のネットワーク構築・強化を
図る。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

小学6年生及び中学3年生を対象と
して、固定的な性別役割分担意識の
解消を目的としたパンフレットをそ
れぞれ製作し、札幌市立小学校及び
中学校に提供する。

前年度に引き続き、札幌市学校教育
の重点の基盤に「人間尊重の教育」
を位置付け、推進事業の一つである
「多様性に向き合う学校教育の推
進」として、研究推進校を募集し、
「多様な性」を窓口に人間尊重の意
識を高める教育活動や学校づくりを
推進する。
実践校には、札幌市ホームページへ
の掲載の他に、12月に開催する
「人間尊重の教育」フォーラムに
て、実践内容を紹介していく。

男女共同参画に関わる団体に対し、
活動支援やネットワーク構築・強化
を行う。併せて、組織運営に必要な
団体運営や資金調達に関する学習機
会の提供や情報提供を行う。団体同
士でも情報交換や意見交換を行い、
事業においても連携等を行うこと
で、ネットワーク構築に向けた地盤
作りを行う。
・団体の支援
・団体とのネットワーク構築・強化

418 1,800
213

（男女共同参画センター運営管理費）

自己評価 A A A

令
和
４
年
度
実
績

348 2,880
202

（男女共同参画センター運営管理費）

実施
内容

小学6年生及び中学3年生を対象と
して、固定的な性別役割分担意識の
解消を目的としたパンフレットをそ
れぞれ製作し、札幌市立小学校及び
中学校に提供した。

札幌市学校教育の重点の基盤に「人
間尊重の教育」を位置付け、推進事
業の一つである「多様性に向き合う
学校教育の推進」として、「『多様
な学び』『多様な性』を切り口とし
た教育活動や学校施設等の見直しと
推進」について、５校の研究推進校
により、主に教職員自らの人間尊重
の意識の向上に関する実践研究を行
い、実践内容について、札幌市ホー
ムページに掲載し、横展開を図っ
た。

若年女性支援を行う上で必要な情報
のインプットや考え方、スキルを学
ぶ講義やワークショップを実施し
た。
また、「居場所づくり」支援の現場
で直面する問題への向き合い方など
を考えた。
・男女共同参画団体支援事業：２回

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

子どもたちが男女共同参画の理念を
理解したうえで自己形成ができるよ
う、子どもの頃からの男女共同参画
への理解促進に取り組む。

「性に関する指導の手引」の活用
や、デートＤＶの講演会の実施等、
発達の段階に応じた互いに認め合う
態度を育成する指導の充実を図る。

女性団体・グループ等の自主的な活
動に対して団体情報や活動の場を提
供するとともに、各種女性団体の活
動状況を把握し、団体情報システム
を活用した情報提供やネットワーク
づくりへの支援を行う。

事業名
子ども向け男女共同参画意識啓発事
業

男女平等教育の推進（再掲） 各種女性団体・グループへの支援

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 2-1

担当部・室 男女共同参画室 学校教育部 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 教育委員会 市民文化局

【基本目標Ⅴ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

事業番号 134 101 135
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

毎年行われている事業として定着し
ているため、各団体の自立性を高め
ながら今後も継続して支援する。

今後の課題と
目標

学校や地域などへ赴いて積極的に講
座を行うことで関係性の構築につな
がった。若年層に向けての啓発を行
うことで気づきの場を増やし、ジェ
ンダー課題や社会課題を自分ごとと
して考えるきっかけの場の提供を行
う。

コロナ禍では多くの後援事業が中止
となっていたが、毎年行われる事業
として定着しており、令和４年度か
ら、多くの事業が再開されているた
め、各団体の自立性を高めながら、
今後も継続して支援する。

計画
内容

若年層を対象に学校等と連携し、子
ども・若者特有の課題についての学
習や啓発の場を提供する。また、若
年層がジェンダーについて発信でき
る場や若年層同士が繋がりジェン
ダー課題を軸としたコミュニティ形
成ができるきっかけの場を作り、継
続的な繋がりのプラットホームとし
てコミュニティの支援を行ってい
く。
・子ども・若者エンパワメント事業

○東区ママさんバレーボール協議会
・春季大会　６月４日（日）　美香保体育館
・秋季大会　９月24日（日）　東区体育館
・親善大会　11月23日（木）　東区体育館
○東区婦人卓球サークル連絡会
・団体戦　６月15日（木）　東区体育館
・ダブルス戦　10月26日（木）　東区体育館
・団体戦　１月18日（木）　東区体育館
○東区婦人ソフトテニス連絡会
・交流会　４月６日（木）　東区体育館
・春季大会　６月15日（木）　美香保公園
・秋季フェスティバル　９月７日（木）　美香
保公園
・秋季大会　10月27日（金）　東区体育館
・交流ゲーム会　３月７日（木）　東区体育館

－ －

豊平区ママさんバレーボール春季大会
　5月30日（火）　豊平区体育館
豊平区ママさんバレーボール秋季大会
　９月28日（木）　豊平区体育館
豊平区ママさんソフトボール春季大会
　６月15日（木）　清田公園グラウン
ド
豊平区長杯争奪ママさんソフトボール大
会
　９月５日（火）　月寒公園高台野球場

60

令
和
５
年
度
実
施
計
画

B自己評価 A A

－

令
和
４
年
度
実
績

－

実施
内容

女性生徒のIT・STEM系への進を促
し、理系分野への女性の社会進出を
推進することで、ジェンダー格差を
解消することを目的に実施した。
・Waffle Campホームタウン in札
幌
・北海学園大学「生涯学習概論Ⅱ」

○東区ママさんバレーボール協議会
※春季大会　5月15日（日）　東区体育館
・秋季大会　10月16日（日）　東区体育館　90人
※親善大会　２月11日（土）　東区体育館
○東区婦人卓球サークル連絡会
※ダブルス戦　４月７日（木）　東区体育館
・団体戦　６月16日（木）　東区体育館　90人
・団体戦　10月27日（木）　東区体育館　99人
・団体リーグ戦　１月12日（木）　東区体育館　89人
○東区婦人ソフトテニス連絡会
・交流フェスティバル　４月11日（金）　東区体育館　25人
・春季大会　６月15日（水）　美香保公園　18人
・秋季フェスティバル大会　９月７日（水）　美香保公園　24人
・交流会　10月26日（水）　東区体育館　33人
・交流会　３月９日（木）　東区体育館　40人

※の大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。

－

豊平区ママさんバレーボール大会(春季)
　5月24日（火）親善大会形式で開催
豊平区ママさんバレーボール大会(秋季)
　10月４日（火）　豊平区体育館
豊平区ママさんソフトボール大会(春季)
　雨天中止
豊平区長杯争奪ママさんソフトボール大
会
　９月13日（火）　月寒公園高台野球
場

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

東区内の女性団体主催の体育大会に
対して後援を行い、開催場所の確保
及び必要物品の提供等の支援を実施
する。

豊平区内の女性団体主催の体育大会
に対して後援を行い、開催場所及び
必要物品の提供などの支援を実施す
る。

事業概要

将来の男女共同参画の担い手である
子どもや青年層に対して、男女共同
参画の啓発を広めることを目的に事
業を実施する。

各種女性団体・グループへの支援 各種女性団体・グループへの支援事業名 子ども・若者への男女共同啓発事業

２-１ 2-1
基本的方向
-基本施策

2-1

市民部 市民部担当部・室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 東区 豊平区

【基本目標Ⅴ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

－ 137事業番号 136
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

市民団体・グループの自立性を高め
ながら、今後も継続して支援を行っ
ていく。

協議会の目的である団体間の理解と
協力を推進するため自主的な活動を
支援していく。

今後も団体の自立性を高めるため、
必要とされる支援の在り方を検討し
ていく。

１.ジェンダーフリーていね定例会
　日時：毎月第月金曜日　10：30
～
　場所：手稲区役所会議室

２.手稲区長杯ママさんバレーボール
大会（区内10チーム）
　日時：11月３日（予定）
　場所：手稲体育館

42

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

南区女性団体協議会
日時：7月７日
（令和５年度の事業計画の審議・検

討）

　　　3月上旬
（令和６年度の事業計画の審議・検

討）

南区女性交流のつどい
日時：未定

南区レディースバドミントン大会
・５月25日（木）
南区レディース卓球大会
・6月19日（月）（ダブルス戦）
・8月21日（月）（団体戦）
南区ママさんバレーボール大会
・7月22日（土）
南区レディースミニバレー大会
・10月19日（木）
南区長杯ママさんバレーボール大会
・5月13日（土）

29 359

自己評価 BA A

令
和
４
年
度
実
績

－

１.ジェンダーフリーていね定例会
　日時：毎月第２金曜日　10：00
～
　場所：手稲区役所会議室

２.手稲区長杯ママさんバレーボール
大会（区内10チーム）
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止。

実施
内容

237

南区レディースバドミントン大会
・5月26日
南区レディース卓球大会
・6月20日（団体ダブルス戦）
・8月22日（団体戦）
南区長杯ママさんバレーボール大会
・5月15日
南区ママさんバレーボール大会
・9月23日
南区レディースミニバレー大会
・10月13日

１．南区女性団体協議会
日時：7月１日（金）
　（令和４年度の事業計画の審議・検
討）
　　　3月３日（金）
　（令和５年度の事業計画の審議・検
討）

２．南区女性交流のつどい
日時：11月29日（火）

－

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

区内において、社会貢献活動を行う
女性団体の交流を通し各団体の相互
理解と協力を促進する。

南区内の女性スポーツ団体の主催大
会に対して共催・後援するととも
に、必要物品提供等の支援を行う。
※各団体とも主幹は関係団体。

市民団体・グループの自主的な活動
に対し、活動場所や必要物品等を提
供する。

事業名 各種サークル等の交流事業の推進
各種女性スポーツ団体・グループへ
の支援

各種市民団体・グループへの支援

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

担当局・区 南区 南区 手稲区

【基本目標Ⅴ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

事業番号 138 139 140
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

区民の方々が男女共同参画社会への
関心を持てるような学習機会を今後
も提供していく。

参加者のアンケートでは好評をいた
だくことが多く事業実施のインパク
トが大きいことが評価できる。
参加者の年代や所属、環境等に合わ
せたプログラムを展開できるよう丁
寧なヒアリングを行い効果的にジェ
ンダーに対する学びを深められるよ
う実施していく。

市民の学びのために、市民の男女共
同参画に関する自主的活動を支援す
る。

様々な地域でワークショップを行
い、男女共同参画社会や市民参画の
啓発を進める。
また、若年層を取り巻くジェンダー
課題についての講演会やワーク
ショップなど、対象者に合わせた活
動を考え、実施する。
・ジェンダー・イシュー事業
・子ども・若者のためのエンパワメ
ント事業
・アウトリーチ事業

男女共同参画について学習したい市
民のための情報提供や活動支援を行
う。また各種データの収集やアン
ケートの実施等を行う。
・情報収集・提供、広報・啓発事業
・調査・研究事業

－ －

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

【男女共同参画週間に併せた活動】（再掲）
１.男女共同参画パネル展・懸垂幕の掲示
　日時：6月23日（金）～6月29日（木）
　場所：手稲駅自由通路「あいくる」・手稲区
役所
２.男女共同参画公開学習会
　手稲区主催の高齢者大学（稲苑大学）の講義
の１コマとして開催予定。

【女性に対する暴力をなくす運動に併せた活
動】（再掲）
１.DV防止パネル展
　日時：11月中
　場所：手稲駅自由通路「あいくる」
２.女性に対する暴力をなくす運動公開学習会
　日時：11月中
　場所：区民センター第１・２会議室
　講演：未定

56

自己評価 B A A

令
和
４
年
度
実
績

22 － －

実施
内容

【男女共同参画週間に併せた活動】（再掲）
１.男女共同参画パネル展
　日時：6月23日（木）～6月29日（水）
　場所：手稲駅自由通路「あいくる」・手稲区役所
２.男女共同参画公開学習会
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止
【女性に対する暴力をなくす運動に併せた活動】（再
掲）
１.DV防止パネル展
　日時：11月14日（月）～11月25日（金）
　場所：手稲駅自由通路「あいくる」
２.女性に対する暴力をなくす運動公開学習会
　日時：12月15日（木）
　場所：区民センター視聴覚室

アンコンシャスバイアスや身近な
ジェンダー課題を見つめることがで
きるワークショップ等を実施した。
また、ダイバーシティとジェンダー
に関する意識啓発のため、学校や企
業、地域に出向く等、施設外におい
ても積極的に啓発を行った。
・ワーク・ライフ支援事業/環境整
備事業：10回
・ワークショップ事業：25回

企業や経済団体などに対して、SDG
ｓ、特にジェンダー平等の取り組み
の重要性を理解し、さらに先進事例
などから具体的な取り組みについて
考える機会とすることを目的に実施
した。
・ワーク・ライフ支援事業：１回
・SDGｓ啓発展示：29回

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

男女共同参画等について市民の理解
を深めるため、市民団体「ジェン
ダーフリーていね」との共催により
パネル展や公開学習会等の各種事業
を実施する。

男女共同参画に関する問題を様々な
角度から見つめ直し、理解と関心を
深めてもらうとともに、男女共同参
画についての取り組みを促すための
講座などを開催する。

男女共同参画に関する自主的活動を
促進するため、男女共同参画セン
ターなどにおいて、多種多様な情報
を広く市民に提供する。

事業名
男女共同参画等に関する学習事業の
実施

男女共同参画に関する講座の推進
（再掲）

生涯学習情報の提供

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-2

担当部・室 市民部 男女共同参画室 男女共同参画室

担当局・区 手稲区 市民文化局 市民文化局

事業番号 141 89 142

【基本目標Ⅴ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

①令和元年度～令和５年度
②平成29年度から概ね10年間

計画期間

①札幌市教育振興基本計画≪改定版≫
②第３次札幌市生涯学習推進構想関連計画

今後活動が再開した場合は、支援を
行うこととしたい。

今後も男女共同参画について考える
ことのできる講座を実施していきた
い。

今後の課題と
目標

市民のニーズに合った情報提供がで
きるよう、図書検索のしやすさや手
に取りやすさを工夫する。また、事
業の際にセンターを紹介すること
で、認知度アップを図り、利用者の
利便性の向上を図る。

引き続き、男女共同参画の理解促進
を進めるような講座を行う。

－

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男女共同参画分野の活動団体情報、
図書情報などを市民に提供する。
・図書閲覧スペース
・図書配架スペース
・情報検索用パソコン２台設置
・視聴覚資料閲覧用デバイスの設置

令和４年度事業終了

－ －

C Ａ自己評価 A

－ －

令
和
４
年
度
実
績

－

実施
内容

男女共同参画分野の活動団体情報、
図書情報などを市民に提供した。
・図書閲覧スペース
・図書配架スペース
・視聴覚資料閲覧用デバイスの設置

※各種女性スポーツ団体への支援
・厚別区ママさんソフトボール大会
の事業後援（主催：厚別区ママさん
ソフトボール連盟）
→新型コロナウイルス感染症の影響
により中止。併せて、令和５年度以
降、開催の実施が困難な旨主催団体
より申出あり。

コロナ禍でも、親子が共に心地よく生活
できるアイディアを学び、楽しくリラッ
クスした子育て環境を作ることを目的と
した「春の子育ておしゃべり会」、ハン
ドメイドで企業するために必要な手順を
女性起業家などのお話から学ぶ「ハンド
メイドをビジネスにしよう！」、札幌市
の子育て課程の現状などを尻、自分たち
にできる子育て支援を考える「こんなに
変わった！新しい子育て」、参政権獲得
のため時代を奔走した女性たちについて
学ぶ明治を翔けた女性たち」の計４講座
を実施した。

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業
プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業

女性団体・グループ等に対して活動
の場を提供し、自主的な活動への支
援を行う。

市民の自己充実や生きがいづくりを支援
し、学習の成果を地域社会の発展などに
つなげるため、生涯学習センターを拠点
として、市民の多様な学習ニーズに対応
する学習機会を提供する。当該事業の中
で、起業やビジネススキルアップ、社会
技能の向上に資する講座を開講し、男女
の生き方の選択や社会進出を支援する。

事業概要

情報化社会の中で男女がともに自立
した生活が行えるよう男女共同参画
センター内の情報センターに設置し
たパソコン等による情報提供を行
う。

各種女性団体・グループへの支援 さっぽろ市民カレッジ事業名 情報化社会に対応した情報提供

2-2 2-2
基本的方向
-基本施策

2-2

市民部 生涯学習部担当部・室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 厚別区 教育委員会

事業番号 143

【基本目標Ⅴ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

144 145
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決算額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

多様な課題に対し、男女共同参画セ
ンターが持つ多様な繋がりやネット
ワークを活かして、適切なインテー
クを行うことができたと評価でき
る。今後も相談窓口に相談すること
のハードルを下げること、相談や支
援に手が届きにくい人に繋げること
を目指す。

利用者満足度をモニタリングし、課
題の把握と改善に努め、より良い施
設運営を目指す。

ホームページでの情報提供や自主コ
ンテンツを含めた男女共同参画に関
する情報の発信によって、ジェン
ダー課題を自分事として捉えてもら
うことを目指す。

令
和
５
年
度
実
施
計
画

計画
内容

相談事業として電話相談や面談を行
い、ジェンダーに起因する困りごと
等についてジェンダーセンシティブ
な視点を持って対応する。
・相談窓口
・アウトリーチ事業

男女共同参画センターにおける男女
共同参画に関する各種講座・イベン
トの充実を図るとともに、男女共同
参画に関するさまざまな活動を行っ
ている市民の利用促進に努める。

ホームページにて男女共同参画に関
する団体やイベントなどの情報提供
を実施する。
（男女共同参画センターホームペー
ジ/男女共同参画センター
Facebookページ）
・情報収集・提供、広報・啓発事業

－ － －

自己評価 A A A

令
和
４
年
度
実
績

－ － －

男女共同参画の諸分野についての講
演会などを実施した。
また、男女共同参画活動団体の利用
促進を狙い、活動支援室の提供や、
りぷるさっぽろの送付などの情報提
供等を行った。

ホームページにて男女共同参画に関
する団体やイベントなどの情報提供
を実施した。
（男女共同参画センターホームペー
ジ/男女共同参画センター
Facebookページ）

実施
内容

女性の経済的・社会的自立の促進や女性
が抱える悩みの解決を目的に相談窓口を
設置した。
・女性のための法律相談、総合相談
また、男性特有のジェンダー課題に関す
る相談のためのセミナーを実施した。
・男性のためのワーク・ライフ相談事業
相談員が女性を取り巻く課題と市内にあ
る女性のための社会資源について学び、
今後の相談対応について活かすことを目
的に実施した。
・相談検討会議

プラン掲載の
有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

事業概要

家庭や社会の中で生じる様々な問題
に対して、各種相談を通し、相談者
自らが解決できる力をつけるよう適
切なアドバイスを行う。

男女共同参画センターにおける男女
共同参画に関する各種講座・イベン
トの充実を図るとともに、男女共同
参画に関する様々な活動を行ってい
る市民の利用促進に努める。

市民のニーズに応じた男女共同参画
に関する情報を適時適切に提供する
ため、ホームページの充実を図るほ
か、男女共同参画センターの情報シ
ステムにより男女共同参画に関する
団体やイベント情報を収集・発信す
る。

事業名
男女共同参画センター相談事業の推
進

男女共同参画センターにおける事業
の充実と利用促進

ホームページや情報システムによる
情報収集・提供

基本的方向
-基本施策

3-1 3-1 3-2

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

市民文化局 市民文化局 市民文化局担当局・区

【基本目標Ⅴ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

事業番号 146 147 148
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２　部局別掲載事業一覧表

 (1)　第４次男女共同参画さっぽろプラン体系順一覧

局 部 事業名 事業番号 基本目標 基本的方向 基本施策

市民文化局 男女共同参画室 女性の人材発掘とデータの収集・整備 1 I 1 1

市民文化局 男女共同参画室 審議会等委員への女性の登用促進 2 I 1 1

総務局 職員部 札幌市女性職員の登用促進と職域拡大 3 I 1 2

人事委員会事務局 人事委員会事務局 市職員の昇任意欲を喚起する取組 4 I 1 2

市民文化局 男女共同参画室 意思決定過程への女性の参画の推進 5 I 1 3

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する各種啓発資料の充実 6 I 2 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する啓発事業の開催 7 I 2 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画の視点からの広報の周知・啓発 8 I 2 1

中央区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 9 I 2 1

中央区 市民部 中央区みんなの講演会 10 I 2 1

北区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 11 I 2 1

東区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 12 I 2 1

白石区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 13 I 2 1

厚別区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 14 I 2 1

豊平区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 15 I 2 1

清田区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 16 I 2 1

南区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 17 I 2 1

西区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 18 I 2 1

手稲区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 19 I 2 1

市民文化局 男女共同参画室 女性団体自主企画事業への支援 20 I 2 2

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画ボランティア事業の推進 21 I 2 2

市民文化局 男女共同参画室 家庭責任の分担意識にかかる啓発 22 I 2 3

保健福祉局 高齢保健福祉部 介護に関する情報の効果的な提供 23 I 3 1

保健福祉局 保健所 男性の料理教室 24 I 3 1

保健福祉局 保健所 マタニティ教室 25 I 3 1

保健福祉局 保健所 ワーキング・マタニティスクール 26 I 3 1

保健福祉局 保健所 若い世代の食育事業「本気（マジ）めしプロジェクト」 27 I 3 1

子ども未来局 子育て支援部 父親による子育て推進事業 － I 3 1

市民文化局 男女共同参画室 公的な催事における託児の実施 28 I 3 2

保健福祉局 高齢保健福祉部 地域包括支援センターを核とした高齢者の相談支援体制の充実 29 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 区保育･子育て支援センター事業 30 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 子育てサロン事業 31 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 子育て支援総合センター事業 32 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 助産施設の提供 33 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 地域子育て支援推進事業 34 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等日常生活支援事業 35 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 母子生活支援施設の運営 36 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 37 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 母子・婦人相談の推進 38 I 3 2

都市局 市街地整備部 市営住宅への優先入居の推進 39 I 3 2

総務局 国際部 国際的視野に立った男女共同参画の推進 40 I 4 2
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市民文化局 男女共同参画室 国際交流支援事業 41 I 4 2

市民文化局 市民自治推進室 未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業 42 I 5 1

市民文化局 男女共同参画室 女性の視点を取り入れた災害対策事業 43 I 5 2

総務局 職員部 セクシュアル・ハラスメント防止に関する啓発 44 Ⅱ 1 1

建設局 土木部 建設産業活性化推進事業 45 Ⅱ 1 1

厚別区 市民部 働く女性のための座談会～わたしらしく働くヒントを見つけよう～ － Ⅱ 1 1

子ども未来局 子ども育成部 育児休業取得助成事業 46 Ⅱ 1 2

市民文化局 男女共同参画室 女性の継続就業に関する啓発 47 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子ども育成部 新型児童会館整備事業 48 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子ども育成部 留守家庭児童対策事業の促進 49 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子ども育成部 児童クラブにおける長期休業期間中の昼食提供 － Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 一時預かり事業 50 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 家庭的保育事業（保育ママ） 51 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 休日保育事業 52 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 時間外保育事業 53 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 事業所内保育事業 54 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 小規模保育事業 55 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 私立保育所の整備 56 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 地域型保育事業所の整備 57 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 認定こども園の整備 58 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 夜間保育事業 59 Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 保育士等支援事業 － Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 保育人材確保緊急対策事業 － Ⅱ 1 3

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業 60 Ⅱ 2 1

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭自立支援給付金事業 61 Ⅱ 2 1

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等就業支援センター事業の充実 62 Ⅱ 2 1

経済観光局 産業振興部 再就職支援事業の実施 63 Ⅱ 2 1

消防局 総務部 女性消防吏員の増員に向けた広報 － Ⅱ 2 1

子ども未来局 子育て支援部 病後児デイサービス事業 64 Ⅱ 2 2

子ども未来局 子育て支援部 ファミリー・サポート・センター事業 65 Ⅱ 2 2

子ども未来局 児童相談所 子育て短期支援事業 124 Ⅱ 2 2

経済観光局 産業振興部 テレワーク・業務管理システムの普及促進 66 Ⅱ 2 2

経済観光局 産業振興部 仕事に関する相談の実施 67 Ⅱ 2 2

経済観光局 産業振興部 女性の多様な働き方支援窓口運営事業 68 Ⅱ 2 2

市民文化局 男女共同参画室 働く女性のためのキャリア支援事業「コワーキングスペース」 69 Ⅱ 2 3

経済観光局 産業振興部 起業志望者向け講座 70 Ⅱ 2 3

経済観光局 産業振興部 起業や経営に関する講座等による支援 71 Ⅱ 2 3

経済観光局 産業振興部 女性の起業に対する支援 72 Ⅱ 2 3

経済観光局 産業振興部 ソーシャルビジネス担い手育成講座 73 Ⅱ 2 3

市民文化局 男女共同参画室 さっぽろ女性活躍・働き方改革応援事業 74 Ⅱ 3 1

市民文化局 男女共同参画室 ワーク・ライフ支援事業 75 Ⅱ 3 1

経済観光局 産業振興部 女性活躍に向けた働き方改革サポート事業 76 Ⅱ 3 1

市民文化局 男女共同参画室 男女が共に活躍できる職場づくり応援事業 77 Ⅱ 3 2

経済観光局 産業振興部 女性活躍推進等に取り組む中小企業への融資 78 Ⅱ 3 2
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市民文化局 男女共同参画室 健康支援事業 79 Ⅲ 1 1

保健福祉局 保健所 思春期から若者世代を対象とした性に関する正しい知識の普及啓発 80 Ⅲ 1 1

保健福祉局 保健所 産婦人科救急コーディネート事業 81 Ⅲ 1 2

保健福祉局 保健所 妊娠期からの相談支援の充実 82 Ⅲ 1 2

保健福祉局 保健所 母子訪問指導事業の推進 83 Ⅲ 1 2

教育委員会 学校教育部 性に関する指導の充実 84 Ⅲ 1 3

市民文化局 男女共同参画室 札幌市ＬＧＢＴフレンドリー指標制度の運用 85 Ⅲ 2 1

市民文化局 男女共同参画室 札幌市パートナーシップ宣誓制度の運用 86 Ⅲ 2 1

市民文化局 男女共同参画室 性的マイノリティ電話相談事業 87 Ⅲ 2 1

市民文化局 男女共同参画室 性的マイノリティの理解促進 88 Ⅲ 2 1

教育委員会 中央図書館 ＬＧＢＴコーナーの設置 － Ⅲ 2 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する講座の推進 89 IV 1 1

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 90-1 IV 1 1

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 90-2 IV 1 1

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力に関する調査研究の推進 91 IV 1 1

中央区 市民部 配偶者暴力根絶のための区民への普及啓発 92 IV 1 1

東区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 93 IV 1 1

白石区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 94 IV 1 1

厚別区 市民部 配偶者暴力根絶のための区民への啓発推進 95 IV 1 1

豊平区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 96 IV 1 1

清田区 市民部 女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 97 IV 1 1

南区 市民部 女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 98 IV 1 1

手稲区 市民部 配偶者等からの暴力根絶を目指した啓発事業の開催 99 IV 1 1

保健福祉局 保健所 思春期から若者世代を対象とした性に関する正しい知識の普及啓発（再掲） 80 IV 1 1

市民文化局 男女共同参画室 ＤＶ防止講座の実施 100 IV 1 2

教育委員会 学校教育部 男女平等教育の推進 101 IV 1 2

教育委員会 学校教育部 性に関する指導の充実（再掲） 84 IV 1 2

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力の早期発見のための啓発促進 102 IV 2 1

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力相談支援センター等の相談体制の充実 103 IV 2 2

子ども未来局 子育て支援部 母子・婦人相談の推進 104 IV 2 2

市民文化局 男女共同参画室 困難を抱える女性支援 － IV 2 2

市民文化局 男女共同参画室 市職員庁内研修の強化 105 IV 2 3

市民文化局 男女共同参画室 障がい者相談支援事業所との連携 106 IV 2 3

市民文化局 男女共同参画室 地域包括支援センターとの連携 107 IV 2 3

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力関係機関との連携協力の強化 108 IV 2 3

保健福祉局 高齢保健福祉部 民生委員による巡回相談 109 IV 2 3

市民文化局 男女共同参画室 相談等に携わる職員への研修等の充実 110 IV 2 4

市民文化局 男女共同参画室 安心できる迅速な一時保護体制づくり 111 IV 3 1

子ども未来局 子育て支援部 母子緊急一時保護事業 112 IV 3 1

デジタル戦略推進局 スマートシティ推進部 住民基本台帳事務における支援措置 113 IV 3 2

デジタル戦略推進局 スマートシティ推進部 被害者の情報管理の徹底 114 IV 3 2

都市局 市街地整備部 配偶者暴力被害者の市営住宅への優先入居の推進 115 IV 3 2

市民文化局 男女共同参画室 自立に向けた適切な情報提供及び各種支援 － IV 3 2

子ども未来局 子育て支援部 母子生活支援施設の運営（再掲） 36 IV 3 2
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市民文化局 男女共同参画室 カウンセリング事業 116 IV 3 3

保健福祉局 総務部 生活困窮者自立相談支援事業 117 IV 3 3

保健福祉局 保険医療部 ひとり親家庭等医療費助成事業 118 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭支援センターにおける特別相談・土日夜間相談業務 119 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭スマイル応援事業 120 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭への経済的支援の推進 121 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 保育所の優先入所 122 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 養育費相談の推進 123 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等日常生活支援事業（再掲） 35 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 母子生活支援施設の運営（再掲） 36 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭自立支援給付金事業（再掲） 61 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等就業支援センター事業の充実（再掲） 62 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 ファミリー・サポート・センター事業（再掲） 65 IV 3 3

子ども未来局 児童相談所 子育て短期支援事業（再掲） 124 IV 3 3

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等養育費確保支援事業 － IV 3 3

市民文化局 男女共同参画室 要保護児童対策地域協議会との連携協力の強化 125 IV 3 4

保健福祉局 総務部 札幌まなびのサポート事業 126 IV 3 4

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 127 IV 3 4

子ども未来局 児童相談所 子ども安心ホットライン 128 IV 3 4

子ども未来局 児童相談所 児童相談所・区役所家庭児童相談室 129 IV 3 4

教育委員会 学校教育部 スクールカウンセラー活用事業 130 IV 3 4

教育委員会 学校教育部 スクールソーシャルワーカー活用事業 131 IV 3 4

市民文化局 男女共同参画室 女性のための性暴力被害相談 132 IV 4 1

市民文化局 男女共同参画室 性暴力に関する知識や相談窓口の普及啓発 133 IV 4 1

市民文化局 地域振興部 犯罪被害者等支援制度 － IV 4 1

子ども未来局 子ども育成部 困難を抱える若年女性支援事業 － IV 4 1

市民文化局 男女共同参画室 子ども向け男女共同参画意識啓発事業 134 V 1 1

教育委員会 学校教育部 男女平等教育の推進（再掲） 101 V 1 1

市民文化局 男女共同参画室 各種女性団体・グループへの支援 135 V 2 1

市民文化局 男女共同参画室 子ども・若者への男女共同啓発事業 136 V 2 1

東区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 － V 2 1

豊平区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 137 V 2 1

南区 市民部 各種サークル等の交流事業の推進 138 V 2 1

南区 市民部 各種女性スポーツ団体・グループへの支援 139 V 2 1

手稲区 市民部 各種市民団体・グループへの支援 140 V 2 1

手稲区 市民部 男女共同参画等に関する学習事業の実施 141 V 2 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する講座の推進（再掲） 89 V 2 1

市民文化局 男女共同参画室 生涯学習情報の提供 142 V 2 2

市民文化局 男女共同参画室 情報化社会に対応した情報提供 143 V 2 2

厚別区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 144 V 2 2

教育委員会 生涯学習部 さっぽろ市民カレッジ 145 V 2 2

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画センター相談事業の推進 146 V 3 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画センターにおける事業の充実と利用促進 147 V 3 1

市民文化局 男女共同参画室 ホームページや情報システムによる情報収集・提供 148 V 3 2
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 (2)　機構順一覧

局 部 事業名 事業番号 基本目標 基本的方向 基本施策

国際部 国際的視野に立った男女共同参画の推進 40 I 4 2

札幌市女性職員の登用促進と職域拡大 3 I 1 2

セクシュアル・ハラスメント防止に関する啓発 44 Ⅱ 1 1

住民基本台帳事務における支援措置 113 IV 3 2

被害者の情報管理の徹底 114 IV 3 2

地域振興部 犯罪被害者等支援制度 － IV 4 1

市民自治推進室 未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業 42 I 5 1

女性の人材発掘とデータの収集・整備 1 I 1 1

審議会等委員への女性の登用促進 2 I 1 1

意思決定過程への女性の参画の推進 5 I 1 3

男女共同参画に関する各種啓発資料の充実 6 I 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 7 I 2 1

男女共同参画の視点からの広報の周知・啓発 8 I 2 1

女性団体自主企画事業への支援 20 I 2 2

男女共同参画ボランティア事業の推進 21 I 2 2

家庭責任の分担意識にかかる啓発 22 I 2 3

公的な催事における託児の実施 28 I 3 2

国際交流支援事業 41 I 4 2

女性の視点を取り入れた災害対策事業 43 I 5 2

女性の継続就業に関する啓発 47 Ⅱ 1 3

働く女性のためのキャリア支援事業「コワーキングスペース」 69 Ⅱ 2 3

さっぽろ女性活躍・働き方改革応援事業 74 Ⅱ 3 1

ワーク・ライフ支援事業 75 Ⅱ 3 1

男女が共に活躍できる職場づくり応援事業 77 Ⅱ 3 2

健康支援事業 79 Ⅲ 1 1

札幌市ＬＧＢＴフレンドリー指標制度の運用 85 Ⅲ 2 1

札幌市パートナーシップ宣誓制度の運用 86 Ⅲ 2 1

性的マイノリティ電話相談事業 87 Ⅲ 2 1

性的マイノリティの理解促進 88 Ⅲ 2 1

男女共同参画に関する講座の推進 89 IV 1 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 90-1 IV 1 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 90-2 IV 1 1

配偶者暴力に関する調査研究の推進 91 IV 1 1

ＤＶ防止講座の実施 100 IV 1 2

配偶者暴力の早期発見のための啓発促進 102 IV 2 1

配偶者暴力相談支援センター等の相談体制の充実 103 IV 2 2

困難を抱える女性支援 － IV 2 2

市職員庁内研修の強化 105 IV 2 3

障がい者相談支援事業所との連携 106 IV 2 3

地域包括支援センターとの連携 107 IV 2 3

配偶者暴力関係機関との連携協力の強化 108 IV 2 3

相談等に携わる職員への研修等の充実 110 IV 2 4

総務局
職員部

男女共同参画室

デジタル戦略推進局 スマートシティ推進部

市民文化局
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安心できる迅速な一時保護体制づくり 111 IV 3 1

自立に向けた適切な情報提供及び各種支援 － IV 3 2

カウンセリング事業 116 IV 3 3

要保護児童対策地域協議会との連携協力の強化 125 IV 3 4

女性のための性暴力被害相談 132 IV 4 1

性暴力に関する知識や相談窓口の普及啓発 133 IV 4 1

子ども向け男女共同参画意識啓発事業 134 V 1 1

各種女性団体・グループへの支援 135 V 2 1

子ども・若者への男女共同啓発事業 136 V 2 1

男女共同参画に関する講座の推進（再掲） 89 V 2 1

生涯学習情報の提供 142 V 2 2

情報化社会に対応した情報提供 143 V 2 2

男女共同参画センター相談事業の推進 146 V 3 1

男女共同参画センターにおける事業の充実と利用促進 147 V 3 1

ホームページや情報システムによる情報収集・提供 148 V 3 2

生活困窮者自立相談支援事業 117 IV 3 3

札幌まなびのサポート事業 126 IV 3 4

介護に関する情報の効果的な提供 23 I 3 1

地域包括支援センターを核とした高齢者の相談支援体制の充実 29 I 3 2

民生委員による巡回相談 109 IV 2 3

保険医療部 ひとり親家庭等医療費助成事業 118 IV 3 3

男性の料理教室 24 I 3 1

マタニティ教室 25 I 3 1

ワーキング・マタニティスクール 26 I 3 1

若い世代の食育事業「本気（マジ）めしプロジェクト」 27 I 3 1

思春期から若者世代を対象とした性に関する正しい知識の普及啓発 80 Ⅲ 1 1

産婦人科救急コーディネート事業 81 Ⅲ 1 2

妊娠期からの相談支援の充実 82 Ⅱ 1 2

母子訪問指導事業の推進 83 Ⅲ 1 2

思春期から若者世代を対象とした性に関する正しい知識の普及啓発（再掲） 80 IV 1 1

育児休業取得助成事業 46 Ⅱ 1 2

新型児童会館整備事業 48 Ⅱ 1 3

留守家庭児童対策事業の促進 49 Ⅱ 1 3

児童クラブにおける長期休業期間中の昼食提供 － Ⅱ 1 3

困難を抱える若年女性支援事業 － IV 4 1

父親による子育て推進事業 － I 3 1

区保育･子育て支援センター事業 30 I 3 2

子育てサロン事業 31 I 3 2

子育て支援総合センター事業 32 I 3 2

助産施設の提供 33 I 3 2

地域子育て支援推進事業 34 I 3 2

ひとり親家庭等日常生活支援事業 35 I 3 2

母子生活支援施設の運営 36 I 3 2

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 37 I 3 2

母子・婦人相談の推進 38 Ⅲ 3 2

一時預かり事業 50 Ⅱ 1 3

総務部

高齢保健福祉部

保健所

子ども育成部

子育て支援部

保健福祉局

男女共同参画室市民文化局

子ども未来局
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家庭的保育事業（保育ママ） 51 Ⅱ 1 3

休日保育事業 52 Ⅱ 1 3

時間外保育事業 53 Ⅱ 1 3

事業所内保育事業 54 Ⅱ 1 3

小規模保育事業 55 Ⅱ 1 3

私立保育所の整備 56 Ⅱ 1 3

地域型保育事業所の整備 57 Ⅱ 1 3

認定こども園の整備 58 Ⅱ 1 3

夜間保育事業 59 Ⅱ 1 3

保育士等支援事業 － Ⅱ 1 3

保育人材確保緊急対策事業 － Ⅱ 1 3

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業 60 Ⅱ 2 1

ひとり親家庭自立支援給付金事業 61 Ⅱ 2 1

ひとり親家庭等就業支援センター事業の充実 62 Ⅱ 2 1

病後児デイサービス事業 64 Ⅱ 2 2

ファミリー・サポート・センター事業 65 Ⅱ 2 2

母子・婦人相談の推進 104 IV 2 2

母子緊急一時保護事業 112 IV 3 1

母子生活支援施設の運営（再掲） 36 IV 3 2

ひとり親家庭支援センターにおける特別相談・土日夜間相談業務 119 IV 3 3

ひとり親家庭スマイル応援事業 120 IV 3 3

ひとり親家庭への経済的支援の推進 121 IV 3 3

保育所の優先入所 122 IV 3 3

養育費相談の推進 123 IV 3 3

ひとり親家庭等日常生活支援事業（再掲） 35 IV 3 3

母子生活支援施設の運営（再掲） 36 IV 3 3

ひとり親家庭自立支援給付金事業（再掲） 61 IV 3 3

ひとり親家庭等就業支援センター事業の充実（再掲） 62 IV 3 3

ファミリー・サポート・センター事業（再掲） 65 IV 3 3

ひとり親家庭等養育費確保支援事業 － IV 3 3

ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 127 IV 3 4

子育て短期支援事業 124 Ⅱ 2 2

子育て短期支援事業（再掲） 124 IV 3 3

子ども安心ホットライン 128 IV 3 4

児童相談所・区役所家庭児童相談室 129 IV 3 4

再就職支援事業の実施 63 Ⅱ 2 1

テレワーク・業務管理システムの普及促進 66 Ⅱ 2 2

仕事に関する相談の実施 67 Ⅱ 2 2

女性の多様な働き方支援窓口運営事業 68 Ⅱ 2 2

起業志望者向け講座 70 Ⅱ 2 3

起業や経営に関する講座等による支援 71 Ⅱ 2 3

女性の起業に対する支援 72 Ⅱ 2 3

ソーシャルビジネス担い手育成講座 73 Ⅱ 2 3

女性活躍に向けた働き方改革サポート事業 76 Ⅱ 3 1

女性活躍推進等に取り組む中小企業への融資 78 Ⅱ 3 2

建設局 土木部 建設産業活性化推進事業 45 Ⅱ 1 1

児童相談所

子育て支援部

産業振興部経済観光局

子ども未来局
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市営住宅への優先入居の推進 39 I 3 2

配偶者暴力被害者の市営住宅への優先入居の推進 115 IV 3 2

消防局 総務部 女性消防吏員の増員に向けた広報 － Ⅱ 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 9 I 2 1

中央区みんなの講演会 10 I 2 1

配偶者暴力根絶のための区民への普及啓発 92 IV 1 1

北区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 11 I 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 12 I 2 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 93 IV 1 1

各種女性団体・グループへの支援 － V 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 13 I 2 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 94 IV 1 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 14 I 2 1

働く女性のための座談会～わたしらしく働くヒントを見つけよう～ － Ⅱ 1 1

配偶者暴力根絶のための区民への啓発推進 95 IV 1 1

各種女性団体・グループへの支援 144 V 2 2

男女共同参画に関する啓発事業の開催 15 I 2 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 96 IV 1 1

各種女性団体・グループへの支援 137 V 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 16 I 2 1

女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 97 IV 1 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 17 I 2 1

女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 98 IV 1 1

各種サークル等の交流事業の推進 138 V 2 1

各種女性スポーツ団体・グループへの支援 139 V 2 1

西区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 18 I 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 19 I 2 1

配偶者等からの暴力根絶を目指した啓発事業の開催 99 IV 1 1

各種市民団体・グループへの支援 140 V 2 1

男女共同参画等に関する学習事業の実施 141 V 2 1

生涯学習部 さっぽろ市民カレッジ 145 V 2 2

性に関する指導の充実 84 Ⅲ 1 3

男女平等教育の推進 101 IV 1 2

性に関する指導の充実（再掲） 84 IV 1 2

スクールカウンセラー活用事業 130 IV 3 4

スクールソーシャルワーカー活用事業 131 IV 3 4

男女平等教育の推進（再掲） 101 V 1 1

中央図書館 ＬＧＢＴコーナーの設置 － Ⅲ 2 1

人事委員会事務局 人事委員会事務局 市職員の昇任意欲を喚起する取組 4 I 1 2

教育委員会 学校教育部

市民部

東区 市民部

白石区 市民部

豊平区 市民部

清田区 市民部

南区

手稲区 市民部

市民部

市民部

市街地整備部

厚別区

都市局

中央区
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札幌市男女共同参画推進条例 

平成14年10月７日 

条例第27号 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条―第７条) 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第８条―第19条) 

第３章 札幌市男女共同参画審議会(第20条) 

第４章 雑則(第21条) 

附則 

日本国憲法では、すべての国民の基本的人権の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女は、

性別により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないこととされている。 

そして、国においては、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び男女共同参画社

会基本法の制定等、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と

能力を十分に発揮し、利益を均等に享受することができる男女共同参画社会の実現に向け

た取組が進んでいる。 

また、札幌市においても、これまで、女性の自立と地位向上を図り、さらには、男女共

同参画を推進するため、さまざまな施策を長期的、総合的に進めてきたところである。 

しかし、社会全体では、男女の人権の尊重に関する認識がいまだ十分であるとは言えず、

性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度・慣行や男女間の不平等な取扱いが

依然として根強く残っていることから、男女平等の達成にはなお一層の努力が必要である。

加えて、少子高齢化の進行、経済環境の変化や情報社会の進展等の社会情勢に対応する上

でも、男女共同参画をより一層推進し、男女共同参画社会を実現することが緊要な課題と

なっている。 

ここに札幌市は、男女共同参画を推進することにより、男女の人権が十分尊重され、豊

かで活力のある社会を実現することが重要であるという認識の下、男女共同参画社会の実

現を目指し、この条例を制定する。 

第１章 総則 

 (目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者
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の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女

共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的

とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをい

う。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人に不快感を

与え、その者の職場などの生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応

により当該個人に不利益を与えることをいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的にも間接的にも性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として性別にとらわれることなく能力

を発揮できる機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 

(2) 社会における制度及び慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女共

同参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮し、社会のあらゆる分野におけ

る活動の選択に関して、男女が、制度及び慣行によって直接的又は間接的に差別され

ないよう配慮されること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策及び民間の団体における方針

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下、子の養育、家族の介護その

他の家庭生活における共同責任を担い、かつ、職場、学校、地域その他の社会におけ

る家庭以外のあらゆる分野において活動を行うことができるよう配慮されること。 

(5) 男女が互いの性に関する理解を深め、性に関する個人の意思が尊重されるとともに、

女性の性と生殖に関する健康と権利が生涯にわたり尊重されること。 

(市の責務) 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同

参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を策定し、及び実施しな
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ければならない。 

(市民の責務) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる

分野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の

推進に関する取組(積極的改善措置を含む。)を行うよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、直接的

にも間接的にも性別を理由とする差別的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、セクシュア

ル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、配偶者等に

身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為その他の男女共同参画を阻害する暴力的

行為を行ってはならない。 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

(男女共同参画計画) 

第８条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための

基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定しなければならない。 

２ 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、札幌市男女共同参画審議会の意

見を聴かなければならない。 

３ 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、市民、事業者及び民間の団体(以

下「市民等」という。)の意見を反映させることができるよう適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

４ 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

５ 前３項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

(年次報告) 

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、年次報告書を作

成し、これを公表しなければならない。 

(推進体制の整備及び財政上の措置) 
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第10条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び実施す

るための推進体制を整備するものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第11条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

(調査研究) 

第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとす

る。 

(審議会等における男女共同参画の推進) 

第13条 市は、市が設置する審議会等の委員の委嘱等を行う場合には、男女の委員の数の

均衡を図るよう努めなければならない。 

(広報及び啓発) 

第14条 市は、情報提供、広報活動等を通じて、家庭、職場、学校、地域その他の社会の

あらゆる分野において、男女共同参画の推進に関する市民等の理解を深めるよう適切な

広報及び啓発を行うものとする。 

(教育及び学習の振興) 

第15条 市は、市立学校等において、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の振興を

図るよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 学校その他の民間の団体及び事業者は、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の

振興を図るよう努めるものとし、市は、それに対する必要な支援を行うよう努めなけれ

ばならない。 

(市民等に対する支援等) 

第16条 市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援し、又はそれと連携

するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市は、別に条例で定めるところにより、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活

動の総合的な拠点施設を設置するものとする。 

(雇用の分野における男女共同参画の推進) 

第17条 市は、事業者に対し、雇用の分野において男女共同参画が推進されるように、情

報提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。 

２ 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の実態を把握するた

めの調査について、協力を求めることができる。 

(苦情等の申出) 

第 18 条 市民等は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に対する苦情等があると
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き、又は男女共同参画の推進を阻害すると認められるものがあるときは、その旨を市長

に申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出を受ける相談窓口を設置するとともに、当該申出を受

けたときは、関係機関と連携して適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(国際的協調) 

第19条 市は、男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係があることを考

慮し、男女共同参画の推進に当たっては、国際的連携を図るなど国際的協調に努めるも

のとする。 

第３章 札幌市男女共同参画審議会 

 (札幌市男女共同参画審議会) 

第 20 条 市長の附属機関として、札幌市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)

を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策に関する

事項について調査審議し、及び意見を述べること。 

(2) 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について調査審議し、及び意見を述べ

ること。 

３ 審議会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。この場合において、委員

の一部は、公募した市民の中から委嘱しなければならない。 

４ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の４未満であってはならない。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

第４章 雑則 

(委任) 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成15年１月１日から施行する。 

(委員の任期に関する特例) 

２ 第20条第３項の規定によりこの条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、

同条第５項の規定にかかわらず、平成17年３月31日までとする。 

(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正) 
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３ 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のように

改正する。 

別表その他の附属機関の委員の項中「中高層建築物紛争調整委員会委員」を「／中高

層建築物紛争調整委員会委員／男女共同参画審議会委員／」に改める。 
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男女共同参画行政関係年表 

年 世界 日本 札幌市 

1974年 

(昭和49)
  ■厚生局婦人主査設置 

1975年 

(昭和50)
■国際婦人年世界会議開催（メ

キシコシティ）。「世界行動計画」

採択 

■「婦人問題企画推進本部」及び「総

理府婦人問題担当室」設置 

■「婦人問題企画推進会議」スタート

■市民局青少年婦人部青少年婦人主

幹新設 

■「札幌市婦人会館」市民局へ移管 

1976年 
(昭和51）

■「国連婦人の十年」スタート ■民法等の一部を改正する法律成立

（離婚復氏制度） 

■各区に「区青少年婦人活動推進員」

を設置 

1977年 

(昭和52)
 ■「国内行動計画」策定 

■「国立婦人教育会館」開館 

■「女性のための講演会」(後に「女

と男のための講演会」に改称)開催 

1978年 

(昭和53)
 ■「婦人白書」発表 ■札幌・ポートランド婦人交流事業開

始 

1979年 

(昭和54)
■第 34 回国連総会「女子に対

するあらゆる形態の差別撤廃

条約」採択 

 ■「婦人の現状調査研究」発行 

1980年 

(昭和55)
■「国連婦人の十年」中間年世

界会議開催 (コペンハーゲ

ン)。「国連婦人の十年後半期行

動プログラム」採択 

■「女子差別撤廃条約」署名 

■「女子差別撤廃条約」署名 

■「民法及び家事審判法の一部を改正

する法律」 成立 

（配偶者の相続分引上げ等） 

■市民局青少年婦人部婦人主幹新設 

■「百万都市の婦人―婦人の生活構造

と生活志向に関する報告書」発行 

1981年 

(昭和56)
■「女子差別撤廃条約」発効 

■ＩＬＯ156号条約採択 

■「国内行動計画後期重点目標」決定 ■「札幌市婦人特定調査報告書」発行

■「札幌市婦人問題懇話会」発足 

■「札幌市婦人文化センター」開館 

1982年 

(昭和57)
  ■札幌市婦人問題懇話会。「札幌市の

女性のための施策への提言－女性の

自立と地位向上をめざして」を提出 

1984年 

(昭和59)
■国連婦人の十年エスカップ

地域政府間準備会議開催（東

京） 

■「国籍法及び戸籍法の一部を改正す

る法律」成立（父母両系主義へ） 

■「札幌市女性のための計画」策定 

■「札幌市女性のための行政推進会

議」設置 

1985年 

(昭和60)
■「国連婦人の十年」世界会議

開催 (ナイロビ) 

■「婦人の地位向上のためのナ

イロビ将来戦略」 採択 

■「国籍法」改正 

■「男女雇用機会均等法」公布 

■「女子差別撤廃条約」批准 

■サッポロフォーラム（後に「女と男

のトークセッション」に改称）開催 

■女性消防吏員採用開始 

■ナイロビ世界会議ＮＧＯフォーラ

ムに女性8名を派遣 

1986年 

(昭和61)
 ■「婦人問題企画推進有識者会議」開

催 

■「男女雇用機会均等法」施行 

■市民局青少年婦人部婦人課婦人係

新設 

■「札幌市女性のための計画推進懇談

会」開催 

■「男女平等教育指導資料」（教師用）

作成 

1987年 

(昭和62)
 ■「西暦2000年に向けての新国内行動

計画 －男女共同参加型社会の形成を

目指す」策定 

■男女平等教育副読本「むすぶ心ひろ

がる未来」発行 

1989年 
(昭和64)

(平成元)

■国連総会「子どもの権利条約」

採択 

■新学習指導要領告示（家庭科の男女

共修） 

■「札幌市審議会等委員への女性登用

促進要綱」制定 

■婦人文化センター拡充 

■現業職員の採用選考基準の改正（市

長部局の現業職員の採用にあたり、男

女の性区分を撤廃） 

1990年 

(平成2) 
■国連経社理「婦人の地位向上

のためのナイロビ将来戦略に

関する第 1 回見直しと評価に

伴う勧告及び結論」採択 

 ■水道局現業職員の女性受験制限撤

廃 
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1991年 

(平成3) 
 ■「西暦 2000 年に向けての新国内行

動計画（第一次改定）－男女の共同参

画型社会の形成 を目指す」策定 

■「育児休業法」公布 

■「札幌市女性計画提言委員会」発足

1992年 

(平成4) 
■「環境と開発に関する国連会

議」開催（リオデジャネイロ）

■「育児休業法」施行 

■婦人問題担当大臣の任命 

■「女性問題に関する市民意識調査 

報告書」発行 

■部課係名を「青少年女性部」「女性企

画課」「推推係」に名称変更 

■婦人文化センターを女性センターに

名称変更 

1993年 

(平成5) 
■「国連世界人権会議」開催 

（ウィーン） 

■国連総会「女性に対する暴力

の撤廃に関する宣言」採択 

■「パートタイム労働法」成立・施行 ■札幌市女性計画提言委員会「第2次

札幌市女性計画への提言－男女の共同

参画によって築き上げる社会を目指し

て」を提出 

1994年 

(平成6) 
■国際家族年 

■ＩＬＯ総会「パートタイムに

関する条約」採択 

■「国際人口・開発会議」開催

（カイロ） 

■総理府に「男女共同参画室」及び「男

女共同参画審議会」を設置 

■内閣総理大臣を本部長とし閣僚を

本部員とする「男女共同参画推進本

部」を内閣に設置 

■「男女の共同参画型社会を目指す

さっぽろ計画」策定 

1995年 

(平成7) 
■「社会開発サミット」開催（コ

ペンハーゲン） 

■国連人権委員会「女性に対す

る暴力をなくす決議」採択 

■「第4回世界女性会議」開催

（北京）。「北京宣言及び行動綱

領」採択 

■「ＩＬＯ156 号条約（家族的責任を

有する男女労働者の機会及び待遇の

均等に関する条約）」批准 

■「育児・介護休業法」成立・施行（「育

児休業法」の改正） 

■「男女雇用機会均等法」の見直し作

業開始 

■「女性計画推進懇話会」設置 

■戦後 50 年記念事業「女性たちの歩

み、そして未来」（講演会）開催 

■「ＮＧＯフォーラム北京’95」に女

性14名を派遣 

1996年 

(平成8) 
 ■法制審議会「民法の一部を改正する

法律案要綱」を法務大臣に答申 

■男女共同参画審議会「男女共同参画

ビジョン」を答申 

■「男女共同参画 2000 年プラン」策

定 

■男女共同参画推進連携会（えがりて

ネットワーク）発足 

■「第2女性センター基本構想検討委

員会」設置 

■同委員会「第2女性センター基本構

想」を提出 

■北海道・東北・関東甲信越地区男女

共同参画推進地域会議開催 

1997年 

(平成9) 
■第 41 回婦人の地位向上委員

会開催（ニューヨーク） 

■男女共同参画審議会設置（法律） 

■「男女雇用機会均等法」改正 

■「介護保険法」公布 

■労働基準法の女子保護規定の一部

改正 

■男女共同参画白書発表 

■女性問題に関する市民意識調査実施

■「女性への暴力（家庭内暴力）」対策

関係機関会議の設置 

■女性計画推進懇話会に公募市民枠を

設定 

■小学校用男女平等教育副読本「心の

ハーモニー」発行 

1998年 

(平成10)
 ■男女共同参画審議会「男女共同参画

社会基本法－男女共同参画社会を形

成するための基礎的条件づくり－」答

申 

■機構改革により女性企画室を設置。

これに伴い女性企画課を男女共同参画

課へ名称変更 

■「女性のための心とからだの相談員」

「男女共同参画推進員」設置 

■女性への暴力に関する調査研究報告

書発行 

1999年 

(平成11)
■エスキャップハイレベル政府

間会議（バンコク） 

■「男女共同参画社会基本法」公布、

施行 

■「食料・農業・農村基本法」の公布、

施行（女性の参画促進を想定） 

■男女共同参画審議会「女性に対する

暴力のない社会を目指して」答申 

■（仮称）男女共同参画センター基本

計画の策定 

■男女共同参画に関する企業意識調査

実施 
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2000年 

(平成12)
■国連特別総会「女性 2000 年

会議」（ニューヨーク）におい

て「政治宣言」及び「成果文書」

採択 

■「ストーカー行為等の規制等に関す

る法律」、「児童虐待の防止等に関する

法律」成立（平成12年11月施行） 

■男女共同参画審議会「女性に対する

暴力に関する基本的方策について」 

答申 

■男女共同参画審議会「男女共同参画

基本計画策定に当たっての基本的な

考え方」答申 

■「男女共同参画基本計画」閣議決定

■「男女共同参画週間について」男女

共同参画推進本部決定 

■女性企画室を男女共同参画推進室へ

名称変更 

■女性計画推進懇話会を男女共同参画

推進懇話会に名称変更 

■「札幌市女性計画行政推進会議」を

「札幌市男女共同参画行政推進会議」

に名称変更 

■札幌市男女共同参画推進懇話会。「21

世紀における札幌市の男女共同参画社

会の形成に向けて」諮問 

■「人権フォーラム」開催 

2001年 

(平成13)
 ■「男女共同参画会議」設置 

■内閣府男女共同参画局設置 

■「男女共同参画週間」開始 

■「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」成立（平成13

年10月施行；一部平成14年4月施行）

■(仮称)札幌市男女共同参画センター

実施事業検討会議設置 

■男女共同参画に関する市民意識調査

の実施 

■札幌市女性センター開館 20 周年記

念女性センターフェスティバル開催 

2002年 

(平成14)
 ■アフガニスタンの女性支援に関す

る懇談会設置 

■札幌市男女共同参画推進懇話会から

「21 世紀における札幌市の男女共同

参画社会の形成に向けて」を答申 

■（仮称）札幌市男女共同参画事業運

営会議設置 

■「札幌市男女共同参画推進条例」公

布（平成14年10月７日）、施行（平成

15年1月1日） 

■「札幌市男女共同参画推進懇話会」

廃止 

2003年 

(平成15)
 ■「次世代育成支援対策推進」成立（平

成15年7月施行） 

■「性同一性障害者の性別の取扱いの

特例に関する法律」成立（平成16年7

月施行） 

■「女性のチャレンジ支援策の推進に

ついて」男女共同参画推進本部決定 

■第 4 回、5 回女子差別撤廃条約実施

状況報告審議 

■「男女共同参画さっぽろプラン」 

策定（平成15年1月）、施行（4月）

■札幌市男女共同参画審議会設置。

「（仮称）札幌市男女共同参画計画素案

について」諮問・答申 

■自営業者の家族従業者等実態調査の

実施 

■札幌市女性センター閉館 

■札幌市男女共同参画センター開館 

2004年 

(平成16)
 ■「女性国家公務員の採用・登用の拡

大等について」男女共同参画推進本部

決定 

■「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」改正（平成16

年12月2日施行） 

■札幌・ポートランド男女共同参画交

流事業(派遣)実施 

■男女共同参画に関する企業の意識調

査の実施 

2005年 

(平成17)
■第 49 回国連婦人の地位委員

会（国連「北京＋10」世界閣僚

級会合）（ニューヨーク） 

■「男女共同参画基本計画（第２次）」

閣議決定 

■「女性の再チャレンジ支援プラン」

策定 

■札幌市男女共同参画審議会「札幌市

のＤＶ対策の方向性について」諮問・

答申 

■札幌市配偶者暴力相談ｾﾝﾀｰ開設 

■札幌市男女共同参画審議会「札幌市

男女共同参画センター使用料の一部変

更について」諮問・答申 

■札幌市男女共同参画センター条例改

正（女性料金制度廃止、指定管理者制

度導入） 

■札幌市男女共同参画審議会「男女共

同参画さっぽろプランの見直しについ

て」諮問 



124 

年 世界 日本 札幌市 

2006年 

(平成18)
 ■「国の審議会等における女性委員の

登用の促進について」男女共同参画推

進本部決定 

■「男女雇用機会均等法」改正 

■「東アジア男女共同参画担当大臣会

合」開催 

■「女性の再チャレンジ支援プラン」

改訂 

■「札幌市配偶者暴力の防止及び被害

者の支援に関する方針」策定 

■男女共同参画に関する市民意識調査

の実施 

■札幌市男女共同参画審議会「男女共

同参画さっぽろプランの見直しについ

て」答申 

2007年 

(平成19)
 ■「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」改正 

■「短時間労働者の雇用管理の改善等

に関する法律」改正 

■「子どもと家族を応援する日本」重

点戦略取りまとめ 

■「仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）憲章」及び「仕事と生

活の調和推進のための行動指針」策定

■男女共同参画さっぽろプラン（第 2

次）策定（平成19年3月）、施行（平

成19年4月） 

■「男女平等教育指導資料」（教師用）

改訂 

2008年 
(平成20)

 ■「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策に関する基本

的な方針」改訂 

■「女性の参画加速プログラム」男女

共同参画推進本部決定 

■女子差別撤廃条約実施状況第6回報

告提出 

■男女共同参画審議会「札幌市におけ

る配偶者暴力対策の基本的方向性につ

いて」諮問、答申 

2009年 
(平成21)

 ■育児・介護休業法の一部改正公布 

■女子差別撤廃条約実施状況第6回報

告に対する女子差別撤廃委員会の最

終見解公表 

■「札幌市配偶者等からの暴力の防止

及び被害者の支援に関する基本計画」

策定、施行 

■男女共同参画に関する企業の意識調

査の実施 

2010年 

(平成22）

■第 54 回国連婦人の地位委員

会（国連「北京+15」記念会合）

（ニューヨーク） 

■「第3次男女共同参画基本計画」策

定 

2011年 

(平成23）

  ■男女共同参画に関する市民意識調査

の実施 

■札幌市男女共同参画審議会「次期男

女共同参画さっぽろプランの基本的方

向性について」諮問 

2012年 

(平成24）

  ■札幌市男女共同参画審議会「次期男

女共同参画さっぽろプランの基本的方

向性について」答申 

2013年 

(平成25）

  ■「第3次男女共同参画さっぽろプラ

ン」策定、施行（平成25年4月） 

2014年 

(平成26）

■第１回「女性が輝く社会に向

けた国際シンポジウム」（WAW! 

Tokyo 2014）開催（東京） 

 ■日本女性会議 2014 札幌開催（平成

26年10月） 

■「第2次札幌市配偶者等からの暴力

の防止及び被害者の支援に関する基本

計画」策定、施行 

2015年 

(平成27）

■第 59 回国連婦人の地位委員

会（国連「北京+20」記念会合）

（ニューヨーク） 

■「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」公布、施行 

■「第4次男女共同参画基本計画」策

定 
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2016年 

(平成28）

■第１回「東アジア家族・男女

共同参画担当大臣フォーラム」

開催 

■「ストーカー行為等の規制等に関す

る法律」改正 

■「育児・介護休業法」改正 

■男女共同参画に関する市民意識調査

の実施 

■札幌市男女共同参画審議会「次期男

女共同参画さっぽろプランの基本的方

向性について」諮問 

■「札幌市パートナーシップの宣誓の

取扱いに関する要綱」制定 

2017年 

(平成29)

 ■「子育て安心プラン」公表 

■「刑法の一部を改正する法律」公布・

施行 

■「札幌市パートナーシップ宣誓制度」

の運用開始 

■札幌市男女共同参画審議会「次期男

女共同参画さっぽろプランの基本的方

向性について」答申 

2018年 

(平成30）

 ■「政治分野における男女共同参画の

推進に関する法律」公布・施行 

■「働き方改革関連法」成立 

■第 4次男女共同参画さっぽろプラン

策定（平成30年3月）、施行（平成30

年4月） 

2019年 

(平成31)

(令和元）

■男女共同参画担当大臣会合

（パリ）において、「男女平等

に関するパリ宣言」が取りまと

められる。 

■「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律等の一部を改正する法

律」公布 

■配偶者暴力防止法の一部改正を含む

「児童虐待防止対策の強化を図るため

の児童福祉法等の一部を改正する法

律」成立 

2020年 

(令和2) 

■第 64 回国連女性の地位委員

会（国連「北京+25」記念会合）

（ニューヨーク） 

■「第5次男女共同参画基本計画」策

定 

2021年 

(令和3) 

 ■「政治分野における男女共同参画の

推進に関する法律の一部を改正する法

律」が公布・施行 

■「育児・介護休業法」改正 

■男女共同参画に関する市民意識調査

の実施 

■札幌市男女共同参画審議会「次期男

女共同参画さっぽろプランの基本的方

向性について」諮問 

2022年 

(令和4) 

 ■「困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律」成立 

■札幌市男女共同参画審議会「次期男

女共同参画さっぽろプランの基本的方

向性について」答申 
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